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第7回  医薬品新販売制度の
子 に る検 討 会1資料 1

平 成 21年 5月 22百

薬事法 施行 規 則 等 の一部 を改 正 す る省令 の一部 を改 正 す る省令案 につ いて

1 改正の趣 旨

○ 平成 21年 2月 6日 に公布 された「薬事法施行規則等の一部 を改正する省令
(平 成 21年 厚生労働省令第 10号 。以下「改正省令」 という。)」 において、

・ 薬局 開設者又は店舗販売業者 (以 下 「薬局開設者等」 という。)が垂5便等
販売 を行 う場合には、第 3類医薬品以外の医薬品を販売 しないこと (改 正省
令によ る改正後の薬事法施行規則 (昭 和 36年厚生省令第 1号 。以下「新施
行規則 」 とい う。)第 15条 の 4(第 142条 において準 用する場合 を含
む。)関係 )

・ 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品の適正な使用のために必要な情報提供
を薬剤 師 に対面で行わせること (新施行規則第 15条 の 6関係 )

・ 薬局 開設者等は、第 2類 医薬品の適正な使用のために必要な情報提供を薬
剤師又 は登録販売者に対面で行わせるよう努めること (新施行規則第 159
条の 16関係 )

等 とされ て いる ところ。

○ 今般、薬局等のない離 島の居住者や改正省令の施行前 に購入 した医薬品を現
に継続使用 中の者のために、改正省令の一部 を改正 し、所要の経過措置等を設
けるもの。

2 主な改正 の内容

(1)離 島昼住 者に対する経過措置

① 郵便等販売の方法

ア 薬局 開設者 が、薬局及び店舗販売業の店舗が存 しな い離 島に居住する者
(以 下 「離島居住煮」 という。)に対 して郵便等販売 を行 う場合においては、

平成 23年 5月 31日 までの間は、薬局製造販売医薬品、第 2類 医薬品又は
第 3類 医薬品以外の医薬品を販売 しないこと等 とする こと。

イ 店舗販売業者が、離 島居住者に対 して郵便等販売 を行 う場合においては、
平成 23年 5月 31日 までの間は、第 2類 医薬品又は第 3類 医薬品以外の医
薬品を販 売 しないこととすること。

ウ 薬局開設者等は、ア又はイの規定によ り医薬品を販売 した ときは、遅滞な
く、その販売の相手方の氏名、住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必
要 な事項 を記載 した記録 を作成 し、その作成の 日か ら 3年間保存 しなければ
な らない こと。

② 薬局製造販売 医薬品の販売等及 び薬局製造販売医薬品 を販売等する場合にお
ける情報提 供等

ア 薬局開設者が、離島居住者に対 して薬局製造販売医薬 品の郵便等販売を行
う場合に おいては、平成 23年 5月 31日 までの間は、当該薬局において、
薬剤師 に対面で販売 させることを要 しないこととする こと。

イ アに規 定す る場合においては、平成 23年 5月 31日 までの間は、薬局製
造販売医薬品の適正な使用のために必要な情報提供 を薬剤師 に電話その他の

方法によ り行わせ る ことができることと し、書面 を用いて説 明を行わせ る こ
とを要 しない こととす ること。

ウ 離島居住者であって、その薬局において薬局製造販売医薬品を購入 した者
等か ら相談が あった場合においては、平成 23年 5月 31日 までの間は、そ
の適正な使用のために必要な情報提供 を薬剤師 に電話その他 の方法によ り行
わせることができる こととすること。

③ 薬剤師又は登録販売者 による医薬品の販売等及 び一般用医薬品に係る情報提
供の方法等

ア 薬局開設者等が、離 島居住者に対 して第 2類 医薬品の郵便等販売 を行 う場
合 においては、平成 23年 5月 31日 までの間は、第 2類 医薬品 を販売す る
場合であって、郵便等販売 を行 う場合 も、薬剤師又は登録販売者に対面で販
売 させることを要 しない こととすること。

イ アに規定する場合においては、平成 23年 5月 31日 までの間は、第 2類
医薬品の適正 な使用のために必要な情報の提供 を薬剤師又は登録販売者 に電
話その他の方法によ り行わせることができることとすること。

ウ 離島居住者であって、その薬局又は店舗 において第 2類 医薬品 を購入 した
者等か ら相談があうた場合においては、平成 23年 5月 31日 までの間は、
その適正な使用のために必要な情報の提供 を薬剤師又は登録販売者に電話そ
の他の方法によ り行わせ ることができることとす ること。

(2)継続使用者に対する経過措置

① 郵便等販売の方法

ア 既存薬局開設者が、改正省令の施行前に当該既存薬局開設者か ら購入 し、
又は譲 り受けた薬局製造販売医薬品又は第 2類 医薬品を改正省令の施行の際
現 に継続 して使用 していると認められ る者 に対 して、当該医薬品 と同一の医
薬 品の郵便等販売 を行 う場合 (薬 剤師又は登録販売者が電話その他の方法 に
よ り当該医薬品を購入 し(又 は譲 り受 ける者か ら新施行規則第 15条の 6第
1項 又は新法第 36条 の 6第 2項 の規 定による情報の提供を要 しない旨の意
思 を確認 し、かつ、同項の規定による情報の提供 を行 う必要がないと判断 し
た場合に限る。)に おいては、平成 23年 5月 31日 までの間は、薬局製造
販売医薬品、第 2類 医薬品又は第 3類 医薬品以外の医薬品を販売 しない こと
等 とすること。

イ 既存一般販売業者又は既存薬種商等 (店 舗販売業の許可を受けた者 を含 む
。以下同 じ。)が、改正省令の施行前 に当該既存一般販売業者又は既存薬種
商等か ら購入 し、又は譲 り受けた第 2類 医薬品 を改正省令の施行の際現 に継
続 して使用 していると認め られる者に対 して、当該医薬品と同一の医薬 品の

郵便等販売を行 う場合 (薬 剤師又は登録販売者が電話その他の方法によ り当
該 医薬品を購入 し、又は譲 り受ける者か ら新法第 36条 の 6第 2項 の規定に
よる情報の提供 を要 しない旨の意思を確認 し、かつ、同項の規定による情報
の提供 を行 う必要がないと判断 した場合に限る。)に おいては、平成 23年
5月 31日 までの間は、第 2類 医薬品又は第 3類 医薬品以外の医薬品 を販売
しないこと等 とする こと。

ウ 既存薬局開設者又は既存一般販売業者若 しくは既存薬種商等は、ア又はイ
の規定によ り医薬品 を販売 したときは、遅滞な く、その販売の相手方の氏名、



住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必要 な事項 を記載 した記録 を作成

し、その作成の 日か ら 3年 間保存 しなければな らないこと。

② 薬局製造販売医薬品の販売等及び薬局製造販売医薬品を販売等する場合にお
ける情報提供等

既存薬局開設者が、①のアの規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を
行う場合においては、平成23年 5月 31日 までの間は、当該薬局において、
薬剤師に対面で販売させることを要 しないこととすること。また、この場合に

おいては、薬局製造販売医薬品の適正な使用のために必要な情報提供を薬剤師
に対面で行わせることを要しないこととすること。

③ 薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売等及び一般用医薬品に係る情報提

供の方法等
既存薬局開設者又は既存一般販売業若 しくは既存薬種商等が、①のア又はイ

の規定により第 2類 医薬品の郵便等販売を行 う場合においては、平成 23年 5

月 31日 までの間は、第 2類 医薬品を販売する場合であつて、郵便等販売を行

う場合も、薬剤師又は登録販売者に対面で販売させることを要 しないこととす
ること。また、この場合においては、第 2類 医薬品の適正な使用のために必要

な情報提供を薬剤師又は登録販売者に対面で行わせることを要 しないこととす
ること。

12 その個

(1)離 島居住者及 び継続使用者に関する経過措置の創設に伴 い、平成 23年 5月
31日 までの間は、様式第 1の 2(郵便等販売届書)に ついて、必要な読替え

を行 うこと。

(2)そ の他所要の規定の整理を行 うこと。

3 公布時期

平成 21年 5月 下旬

4 施行期 日

公布の 日

※ 改正省令の施行期 日は、平成 21年 6月 1日 (薬 事法の一部を改正する法律 (平 成

18年法律第 69号 )と 同日)



資料2

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に対する百夏

:来

…
本巣評結巣ぼ:検討会であ議論あ参著としていたたくため:事務高め平I断そ:…今菌あ

…

:経過措置案について、賛成意見・反対意見。その他 (経過措置に直接関係しないもの)と

:に振り分けた上で、反対意見を更に細分類したものである。             :
: 経過措置案に対する反対意見の中には、郵便等販売について厳しく規制すべきという

:

:方向と規制を緩和すべきという方向のものが混在している。             :

「薬事法施行規則等の一部 を改正す る省令 の一部 を改正す る省令案」

に関す る意見

I。 経過措置に対する賛成意見

【主な意見】
。 2年 間の猶予を与えた と見ているが、その期限が切れ るまでに消費者の意見 も反映

され る形で議論を進め、 より良い形で結果が出る事を期待 している。
・ 利便性 と健康はどちらが大切なものか とい う問題 を突き詰めていけばまず 「健康」

「命」であると思 うのが自然だ と思います。 よって、比較的安全 と認 められた薬以外
は対面販売以外の方法で販売すべきではない と考えます。離島等への経過措置が行わ

れるようですが、あくまで経過措置で終えて欲 しいです。
・ 消費者の安全を考える上で、厚生労働省の政策を指示いた します。
・ 医薬品を安易に販売 して しま う現在のシステムは直すべ きであ り、今回の省令及び

付帯規則には賛成です。新たに追加 した離島の方々に対す る救済策 により十分 に納得
の行 く解決策が示せていると思います。

。 薬を危険なものであるとい う事を、通販業者は改めて考える必要があると思います。

当初の規制内容でした ら、離島の方 とかの配慮が欠けていたので反対でしたが、今回

の改正内容でしたら、問題無い と思います。
・ 厚労省が出している案に賛成 します。賛成理由は下記です。

①離島や手に入 らない方への配慮がある。

②新たに服用する医薬品で説明なしに飲んで しまい健康被害が出た ときの責任 をネ

ッ ト業者が とるわけではない。

③医薬品 と他の製造物 とは重みが違 う。健康への影響 を与えるものであるので慎重

であるほうが望ま しい。
・ 薬を適正に、安全に使用す るという意味で、ネ ッ トで新 しい薬が買えない とい うこ

とは反対す る理由はない と思っている。すでに購入 した薬が買える、離島な どの場合

は購入できる、 とい うことで、伸∫がいけないのか。
。 今回の改正案では経過措置 として離島居住者 な らびに これまで通販で購入 してきた

人たちに期間を限つて認めるようだが、これで十分なのではないか。
・ 2年 の間に、世論の動向を見なが ら「対面販売の原則 を守 りつつ、郵便等販売を認

める」方向で理論構築 して くだ さい。

意見区分 件数
占率

I.経過措置に賛成 aj

Ⅱ.糸 過措置に反対

(1)経 過措置は不要 Zノ

(2)子壬過措置の内容に反対 4フ

①対象者の範囲 4/

ア 離島居住者以外の者も対象とするべき

イ 継続使用者の範囲を広げるべき

ウ その他

対象品目の範囲 ιλノ

ア 第1類医薬品も対象とするべき

イ 品目を更に限定するべき

③経過措置期間 2イ

ア 恒久措置とするべき ′′

イ 2年 より長くするべき

ウ 2年より短くするべき

④その他

Ⅲ.その他 8636 θaθ

1)郵便等販売の規制をするべきでない 8333

2)その他 303 ′ ノ

計 9824



Ⅱ.経 過措置に対する反対意見

(1)経過措置は不要

【主な意見】
。 今回の問題 (離 島、店舗不在、共働 き)に ついては、配置販売業の活用又は店舗販

売業の開店促進策を新設すれば、解決可能であ り、郵便等販売に関する再改正は不要
と思われます。

困つている方には、行政か ら配置販売制度をよく説明 し、また配置を希望された家
庭等には必ず配置するよう配置販売業者 に依頼することをお願 い します。

店舗販売業の構造設備 (店 舗面積等)を 緩和 (現 在、特例販売業が認められる地域
に限る)す るな ど、困つている地域に店舗販売業の開店を促す制度 もご検討 ください。

・ 薬は対面販売が絶対的原則であ り、盲人や離島であつても極力原則を崩すべ きでは

ない と考える。国民の健康保持こそが重要であ り、利便性は二の次でよい。
・ 薬剤師又は登録販売者でなければ販売できない医薬品を 2年 間 もネ ッ ト販売を認め

ることはもつてのほか と考えます。
。 経過措置 として 2年 間も実質放置す ることには反対です。 .
。 医薬品のイ ンターネ ッ ト販売には絶対反対です。 これが罷 り通るなら、必ず薬害が

生 じ、一方で薬物乱用がおきます。
・ 医薬品の作用、副作用は多岐にわた ります。特に、単剤では副作用 を示 さなくても、

他の薬品や食品 との相互作用で、重篤な転帰にいたる例 もあ ります。すべての、ネ ッ
ト1社 入者が自己責任で、これ らの情報を判断できるとは到底考 えられません。

・ 法的に矛盾 してお り、医薬品のネ ッ ト販売には安全性に不安がある。また、今行わ
れているネ ッ ト販売の実態は余 りに酷い状況にも関わ らず、店舗での対応はかなりの

努力を強い られていなが ら、ネッ ト販売が今までと変わ らないのは疑間である。
・ 一部の生活者の不自由に対応するためと言 う大義名分よりも、利用する全生活者ヘ

に対す る安全・安心を優先すべきであ り、 もしもインターネ ッ ト等による販売を部分

的にでも許可 した場合においては万が一の場合は認可 した厚生労働省が全生活者に対

しての安全性 を担保 しなくてはならない事 とな りますので賛成できません。
・ イ ンターネ ッ トでの医薬品販売について、私は禁止で良いと思います。私は、現在

ドラックス トアで働いていますが、間違った服用の仕方、間違 つた効能・効果の解釈

をしている方があまりに多いことに 日々驚かされています。

また、登録販売者試験 も大変簡単で誰でも取れる状況です し、ネ ッ ト販売を許 した

ら歯止 めがきかなくなると思います。添付文書を読む人 もほとん どいません。安易に

薬を服用す る人が多い 日本の状況ではいつ重篤な副作用が起きるとも限 りません。
・ ネ ッ ト販売はやめるべきだと思ってお ります。必要な情報は提供 しているとのこと

ですが、実際は何の説明・注意 もなく薬 を購入することができます。 これまで規制が

なかつたことの方が疑問だつたくらいです。
・ インターネ ッ ト上での怪 しい薬品が横行 している現在、それ らの業者が表示 を粉飾

しやす くなる医薬品のネ ッ ト販売は慎重にすべきです。
・ 薬は成分が よく分か らない し選ぶ ことも難 しいです。対面のほ うがいろいろ訊けて

安心できます。通販は流通のルー トも不明確で問題になつた とき逃げ られそ うで怖い

です。

・ 本 当に買いに行けない人 tま 地域の薬斉」師会が対応 してあげては どうでしょう、薬剤

師会が一番近い薬局を紹介 して配達 してあげるとか、配置販売業者 を紹介するとか知

恵を絞ればまだまだアイデアがあると思います。
・ インターネ ッ トでは相手が見えないこと、年齢等成 りすましも可能であり、安易 さ

は逆に非常に危険を伴 うと感 じます。

医薬品により人体に障害が起きた場合、元の状態に戻 ることはほとんど不可能に近

く、その人の生涯を奪 うことにな ります。

'現 状のインターネ ッ トでの販売は、利便性 の追求がメインであ り安全性の確 保が十

分に行われているのか疑間です。購入者が抱 える背景は多様であ り、添付文書 の表示

や決まったフォーマ ッ トでの質問では十分な安全性 の確保は行えないと思います。
・ 障害のある方や離島の方々に関 しましては、行政が本来フォローすべきことで、営

利 目的を主 としているネ ッ ト業者に任せ ることではない と思います。
。 「経 i遇 措置」は、 2年 後の 「改正薬事法」完全施行に向けた期間限定的な措置であ

り、その目的は、「薬局等がない離島の居住者」 と、「5月 までに特定の薬を継続 して

利用 していた人」を救済す るとしています。

しか し、そ うい う人の特定や確認くまた新 たな購入者 を断ることは現実的には困難

であることと思われます。結果、今までと変わ らず通信販売を認めていくことにつな
が り、「改正薬事法」完全施行は実現不可能になるおそれがあ ります。

・ 風邪薬で人の命 さえ奪 えるとい うことを肝 に銘 じ、規制の主旨を貫徹 して くだ さい。
・ 医薬品の怖 さを知 らない生活者の意見だけを優先す るのは間違つていると思 う。
。 一般用医薬品の販売方法や情報提供のあ り方を根本的に見直す歴史的な制度 改革に

あた り、このように広範な適用除外を認める経過措置 を設けることは、法改正 の意義

を失わせる行為 といえ、 もはや 「経過措置」 として許 される限度 を超えている と言わ

ざるを得ない。

(2)経過措置の内容に反対

① 対象者の範囲に関す る意見

ア 離島居住者以外 の者 も対象 とするべき

イ 継続使用者の範囲を広げるべき

ウ その他

【アの主な関連意見】
・ 離島に住んでいる方はよくて、山の中、例 えば、薬局まで自動車で山道を 1時 間以

上走 らなければな らない場所に住んでいる人 は駄 目なのですか。見捨てるのですか。

どうい う差別なのですか。
・ 本州でも最寄 りの薬局まで 1時 間以上かか るような山間部に住んでいる方がいま

す。離島に限 らず、通販 に頼 つている人が居 ることをもつ と考慮 していただきたいで

ケ。

・ 限界集落や山間地に住む老人や体の不自由な人は、離島より余程不便かもしれない

のに、まった く理解不能。
・ 離島は関係 ありません。聴党障害者にとっては、 コミュニケーシ ョンが取れ ないと

い う点では常に隔離 され、離島にいるのと同 じです。
。 本州にあっても離島 となん ら変わ らない現状があるのだ と役人は知るべきです。都

会 を基準に考えないで下 さい。
・ 離島でなくとも、仕事を持ちなが ら子育てをす る者 に とつてはちょつとした買い物



で さえとて も大変です。
・ 近 くに商店や病院、薬局が無 く、高齢化、過

・
疎化が進んでいる山間地域の人たちの

ことも考えた、改正案作 りをしてほ しいです。

・ 通販 を必要 とし、通販により救われているのは離島の住人ばか りではあ りません。
・ 離島居住者 に対する経過措置は、実店舗購入の地理的障害を鑑みてのものだ と解釈

いた します が、老齢者、身体障害者、過疎地居住者等にも物理的障害があります。
・ 陸の孤島 と呼ばれるような過疎地域 においても、購入が困難であることは離島と同

じこと。

【イの主な関連意見】
。 継続服用 中の忠者に 6月 1日 以降対面相談後に別の薬に変更 した場合、送れなくな

ると健康被 害が生 じる恐れがある。
・ 「同一者 が、同一店舗で、同一の医薬品を購入する場合に限る。」とあ りますが、同

じ商品でも同一店舗で買 うとは限 らないのがネ ッ ト販売だ と思います。少 しでも良い

お店に乗 り換 えようとした り、使 つていたお店が閉店 して しまった りいろいろ不都合

もJ6生 する と思います。
。 今まで購 入 している薬以外にも、欲 しい薬が出来た場合に通信販売で購入できるよ

っにして欲 しい。
・ 電話等に よる相談の上での医薬品の変更は認めるべき。
・ 加齢な どによる体質の変化で、必ず しも同一の医薬品が適 当 とは言えなくな り、異

なる医薬品 に変えたほ うが良いと考え られ る場合があるため、「同一の医薬品」を「同

一 目的の薬効の医薬品」に変更す るべ き。

【ウの主な関連意見】
。 「継続使用者」に対する郵便等の販売の方法等では、「継続使用者か ら情報提供を要

しない旨の意思を確認 した ときは郵便等販売 を行 うことができる」 となつてお り、安

全性を確保 す るとい う改正薬事法の主 旨か らすれば「本末転倒」の感が否めない。「継

続使用者」 に対す る郵便等の販売の方法等については、十分な情報提供の措置を講 じ

た上でのみ行えるように改正いただきたい。

・ 継続使用者 に対する経過措置は行わないこ と。経過措置を強行す る場合は、① 「販

売記録の作成、保存」の期間を 5年 間 とし明記すること。② 「継続使用者が情報提供

を要 しない 旨の意思」の確認は、記録 を作成 し保存 しなければ、事実上形骸化する危

険性が高い。① と同様に記録の作成・保存を 5年間とす ること。
・ 継続使用者 とあ りますが、これはどのよ うにして確認がなされ るのですか、この確

認手続 きに手間がかかるようでは、事実上、意味をなさない。
・ 離島などの住民にのみ販売 したか どうかの確認はどのように行 うので しょうか ?
。 同一者が、同一店舗で、同一の医薬品を購 入する場合、 とは どのような管理をする

ので しょうか。

・ 薬局製造販売医薬品継続使用者又は第 2類 医薬品継続使用者 に、事業者や施設の長

な どが含まれ るのかを確認 したい。

(2)経過措置の内容に反対

② 対象品日の範囲に関する意見

ア 第 1類 医薬品も対象 とするべき

イ 品目を更に限定するべき

【アの主な関連意見】
。 1類 医薬品 といわれてい る分類の商品ですが、 1類 商品には悩み系の商品が比較的

多く存在 しています。店頭で顔 を合わせて購入 しに くい商品がい くつもあ ります。そ
の様 な商品を購入する人たちの気持ちにもなつて下 さい。

・ 薬剤師が第 1類 医薬品に関 して、 しっか り情報提供ができれば、第 1類医薬品のネ

ッ ト販売 も認められて当然である。
。 継続使用者が現に継続使用 している医薬品の情報に精通 している事を前提に した措

置であるのならば、第二類 に限る必要はあ りません。

【イの主な関連意見】
。 薬局医薬品の範疇に含まれる薬局製造販売医薬品についての経過措置は、改正薬事
法の リスク分類、情報提供 の考え方を大きく逸脱 してお り看過できない。経過措置対

象か ら、薬局製造販売医薬品を外すべきである。
・ 情報提供不要を 2類 とす るのは広すぎる。かぜ薬な どをネ ッ トで情報提供 を うけず

購入 し続けるのはおか しい。慢性疾患に服用する医薬品に限定すべき。
・ 重大な副作用の恐れのある指定第 2類医薬品は、対面販売の原則を逸脱 して販売を

許可すべ きではない。

・ 第 2類 医薬品の対象医薬品の うち、下記のものは、ネ ッ ト販売を禁止す るべき。

①専 らねずみ、はえ、蚊、のみその他 これに類す る生物 の防除のために使用 され る
ことが目的 とされ る医薬品の うち、人の身体に直接使用 され ることのないもの

②専 ら滅菌又は消毒 に使用 されることが 目的 とされている医薬品のうち、人の身体
に直接使用 されることのないもの

(2)経 過措置の内容に反対

③ 経過措置期間に関する意見

ア 恒久措置 とするべき

イ 2年 より長 くす るべ き

ウ 2年 より短くす るべ き

【アの主な関連意見】

・ 漢方薬の郵送販売は、今後 2年間のみな らず、国民の健康や少子化対策のために も

認めていただくべきです。
・ 離島・過疎地域など薬局がない ところに居住するものに とって 2年後以降に薬局が

開設 されるとは思えない。
。 今後 2年 間で治療が終わる見込みは残念なが らございませんので、今まで通 りの薬
の郵送は必要です。

。 2年 間の間に厚生労働省 は離島居住者が薬を購入できるように どのような体制を整

えるので しょうか。



。 2年間で何が どう改善 される見込みがあるのか理解 しがたい。
・ 2類 医薬品は経過措置ではなく、恒久的に通信販売可能なように改正すべきです。
・ 経過措置 として 2年 間の期限が設けられていますが、その間に通販に代わるどのよ

うな流通システムが導入 され得るのか、現時点で何 ら提示 されてお らず、納得 できま

せん。

【イの主な関連意見】
・ 経過措置終了後に、経過措置対象者に対する改正省令による不便 (郵便等販売によ

る一部医薬品の入手が行 えなくなる不便)の 全部又は一部の解消が一切担保 されなて
いないことから、経過措置期間は 「当面の間」 とし、前述不便の解消状況等を見極め

た上、経過措置を終了す ることとすべき。
・ イ ンターネ ッ ト販売 の枠組みが整備 されるまで当面の間の経過措置 とすべきであ

る。

【ウの主な関連意見】
・ ただいたず らに 2年 間の経過措置を設けるだけでなく、例外措置の環境 を改善する

べく薬品販売業者の体制改善義務や行政 として例外措置によらない救済策の決定を併
せて明記するべ きと考 えます。継続使用者に対する販売については、 2年 間の経過措

置によらない代替措置 の検討は十分可能であることから 6ヶ 月か ら 1年 程度 に短縮
し、例外措置に頼 らない流通経路へ移行 させるべ きと考えます。

・ 2年間 とする理由が不明。最長 2年 とすべき。 あまりにも長い期間。半年 ごとに問

題がないことを確認 して最長 2年 に訂正 して欲 しい。
。 「施行後 2年 間を限度 とした次の省令改正による時期まで」に変更す るべ き。

本人確認やなりすま しの問題も含め、引き続き情報通信の専門家を含めた検討 を行え

ば、国民の要望にあった改正薬事法の趣 旨に沿つた郵便等販売の方法での条件が、 2
年以内には打ち出せ る ものと考えます。

Ⅲ.そ の他の意見

(1)郵 便等販売の規制をするべきでない

【主な関連意見】

・ 伝統ある漢方薬の業者で、この改正により廃業せ ぎるを得 ない ところが出て くると

聞いている。それな りの実績 (10年以上な ど)が あるところについては、特例的に

でも業を存続 させることが業者のみな らず、利用者にとって も有効ではないか。
・ 当薬局では、患者様の要望により漢方薬をお送 りいた してお ります。それは、うつ、

不安神経症等で外出が出来ない、電車、バス、車にも乗れない とい う様な方、 ご高齢
で足の不自由な方、遠方からわざわざ来店 されている方、忙 しく来店できない方、な
どで、必ず、電話で話 しをさせていただいて、相談カー ドに記載 し、薬を送ってか ら

も電話でのや り取 りをして、その後の経過等を聞いてお ります。それにより判断 して

漢方薬をお選び してお送 りいたしてお ります。状況によっては体調 も変わるので、同

じ薬 とは限 らず、それが送れなくなるととて も患者が迷惑を被 ります。
・ 安全性を担保することが対面販売によって しか担保 されないために、通信販売を規

制す るとい うのは、必ず しも実態に合 つていないのではないで しょうか。通信販売で

も説明や注意書きを充実することによって担保できるはず。
。 悪質なネ ッ ト通販のみでなく、薬局・薬剤師の電話相談による医薬品の発送業務ま

でも画一的 に規制 し、消費者の必要 とす る商品を自由に購入す る権利を不当に奪 う、
「医薬品の通信販売規制」に断固反対 します。

・ 対面販売だ と安全で、インターネ ッ ト販売だと危険 と言 う根拠がはっきりしていな
いように思います。 ドラッグス トアに行けば、自由に市販薬が手に取れ、そのまま レ

ジに行けば購入できます。私は、全 く薬剤師に相談 した ことがあ りません。
・ 近隣の薬局では、ライ ンナ ップがころころ と変わ ります。特別な薬でなくて も、通

販を禁止 されてしま うと、同 じ薬 を安定的に手に入れ るとい うことが非常に困難にな

ります。

・ 対人恐怖症で外に出 られない場合、もしくは怪我を してお り出かけられない場合、

要介護人が居 て出かけられない場合な どがあるかと思います。
・ 自分の健康や体を守るために処方箋な しでllt入 できる医薬品について販売方法を制

限す る必要はないと思います。
・ 遠隔地に住み、また近所の薬局では入手で きない自分に合 った薬 を、通信販売だか

ら一律に規制 して販売できなくなるとい う制度は、利用者 の立場にたった制度改革 と

は到底考えることができません。
・ インターネ ッ トを通 して買 う場合同様の効果のある薬でも種類や値段を考慮 して複

数の選択肢 か ら選べるな どの利点が多々あるのに、一方的に消費者が不利益 を被る規

制を行 うのは非常に不合理を感 じます。
・ 仕事 と家庭 を両立 させ なが ら生活す る上で、医薬品のネ ッ ト販売は、救急用品 。生

活必需品を含 めて、 日中買い物になかなか出向けない子育て世代には無 くてはならな

いものです。

・ 便秘薬をお店で買 うのはとても恥ずか しいです。痔・カンジタ病・タムシ等のお店

では買いに くい薬を、症状を説明 し購入 してみてくだ さい。
・ 多忙 な生活の中で、ネ ッ トで迅速に医薬品が購入出来ることは大変あ りがたいこと

です し、い くつもの店舗 を回 らなければ見つける事のできないよ うな特殊な薬の場合

等はネ ッ トで簡単に検索をして購入出来 るとい う現在の状況は大変利便性の高いもの



です。
。 薬剤師がいる通販サイ トなら安心 していろんな薬の成分表を見比べ られ るし質問が

あればメールで答えて もらえます し、実際にそ うやって購入する薬を決めた こともあ

ります。

今後はコンビにで も薬を売れるようにす るようですが、薬剤師がいる通販 と何の知

識 も無いコンビニ店員が売る薬のどちらが安全か といえば確実に前者だと思います。
・ インターネ ッ ト通販 では、オンラインのため、返信まで時間を要することはあるが、

都合の良い時間に質問でき、都合の良い時に回答を受け取れる点でメリッ トがある。
・ ネ ッ ト販売を禁止す るのであれば代替案や薬局の深夜早朝営業等の義務化や 24時

間営業のコンビニでの販売義務化等すべての人間が同 じサー ビスを受けられ る環境を

先に整えていただきたい と思います。
・ 店舗 に薬剤師がいるといつても非常に少人数で、具合が悪いときにわざわざ店舗ま

で出向かなければな らない し、出向いた ところです く
ヾ
に購入できるわけではなく、薬

剤師 さんに相談するまで他の相談するお客がいるときはそれが終わるまで待たなけれ

ばな りません。
・ ネ ッ ト販売のほ うが安全性 を高くすることができると思います。ネッ トな ら薬品の

説明書を購入前に読む こともできるし、飲み合わせなどの問題 も気軽に調べ ることが

できます。

薬の大量購入問題 もむ しろネ ッ トのほ うが制限をかけやすいです。業者間で情報共

有 して一度 に大量購入 しようとした人に制限をかけることだってできるはずです。
・ 離島・障害者・労働 時間・地域、あらゆる理由で自由に薬を買えない、比較 して購

入できない人も含め、「市販薬」なら、好きな場所で、もしくは購入可能な場所で、自

由に購入できる権利が私たちにはあるはずです。
・ 漢方や薬局製斉1、 1類 医薬品は薬局にとって個性を発揮 しながら、質の高い個別の

医療を提供出来るアイテムであり、簡単に近隣の薬局で手に入るものではあ りません。

郵送などの物流手段は不可欠です。
。 「障害者、高齢者、妊婦、育児中」などで、薬局や店舗に買いにいけない人に対す

る供給方法を担保す る必要があるのではないで しょうか ?それが不可能な場合、通信

販売規制の実行を中止 しなければならない と考えます。
「配置販売業者」の利用が挙げ られますが、この場合 は、配置薬にて、現状の大規

模 ドラッグス トアや、通信販売 と同程度の数の薬を扱い、購入可能であることを担保

す ることが必要 と考えます。
・ インターネッ ト販売 は必ず購入者の住所、氏名、連絡先を記載するルール となつて

お り、薬に問題があつた場合 についても、購入者の追跡 が しやすかつたり、イ ンター

ネ ッ ト上にきちんとした説明を載せていれば、いつでも情報の確認ができます。逆に

対面販売の方が リスクが大きいと思われます。その理由 としては氏名や居住地や連絡

先 を告げることなく、症状を伝えるだけで薬を購入できるか らです。 これは非常にリ

スクが高くないで しょ うか ?

・ 薬剤師に聞いてか ら買いたいような薬の購入なら薬局 に行きます。そ うではない薬

で、薬局に行 く時間を節約 したい とき、またはス トック しておきたい薬の一括購入な

どは、夜間のゆっくりした時間にネッ トで時間をかけて選んで購入 したいです。一律

販売禁止なんて今の時代まったくのナンセ ンス。
・ 店舗で1青 入 したか らといって、これまで 1度 も 1・ 2種 に関する注意をア ドバイス

された経験はあ りませ ん。逆に、通信販売であれば、カタログ、チラシ、ウェブ上に

注意喚起を記載できます。 シ ョッピングカー ト、電話、ハガキで申し込む際、必要以

上に 1・ 2種 に関す る使用説明を記載・説明できる余地はあります。
・ 対面販売に限定す ることで 「安全」を保 てるか どうか非常に疑間であり、また、ネ

ッ ト等での販売を禁止する規制は産業の発展 を阻害するだけであるので反対です。通

常のネッ ト販売をす る事業者がいなくなると、ネ ットで販売す るのはアンダーグラウ
ン ドな事業者 のみにな り、逆に安全性を損 な うだけの結果になると思われます。

・ 薬品の過剰摂取・誤用を恐れ られているのであれば、薬剤師に直通する電話番号を

明記することをネ ッ ト・実店舗問わず法制化すれば、この状況は改善できるものと思

われます。

・ 最寄 りの ドラッグス トアでは、体質に合 つた薬の取 り扱いがなくなる場合がありま

す。そ ういつた時にその店舗に、取 り扱いの再開を求めても良いのですが、店舗には

店舗の、商品を選択す る営業方針もあると思い、なかなか言いづ らい ものです。イン

ターネッ トでの販売であれば、商品名か ら検索 して購入する事ができますので、歩い

て探 し回るよりもはるかに利便性が良いのです。
・ 医薬品のネ ッ ト販売は先進国では標準です。
・ ネ ットでの伝統薬の販売を制限す るのはや めて ください。ず っ と使用 している薬が

簡単に買えな くなるのは憤 りを感 じます。対面販売で売れる薬品の数 は限 られていま

す。古くか ら続 くいい薬はほとんど流通経路にの りません6地方まで購入 しにいけと

い うので しょうか。伝統薬は、食品 と同様 に文化の一部でもあると思います。すべて

ひ とまとめに して規制するのはやめて くだ さい !!!
・ 医薬品の通販 を拡大することで、メーカーは医薬品の情報を、ネ ッ トな どを通 じよ

り広 く公開す る必要に迫 られ、使用者 も医者や薬剤師な どに頼 るばか りでなく、自分

で情報を集 め易 くなるはずです。
・ ネ ッ トの場合、画像 のや り取 りを行 うことも出来ます し、条件が合 えば通話 も可能

です。や り取 りがすべて書面で残るとい うことは、記録の観点か ら見ても有意義です。
。 インターネ ッ トが普及 した今、メーカーサイ トをじっくり比べて商品知識を得るこ

とも出来るよ うにな りました。特定の医師 。薬剤師に頼 るより、患者 として納得のい

く情報が得 られ るのではないか と思います。
・ インターネ ッ トで購入 した薬を大量に服用 して自殺をはかつて しまった人の事件

が、以前報道 されま したが、この様な人の場合、インターネッ トで購入できなくとも、

薬局を何件 も回 るな どして大量の薬品を入手 し、同様に自殺を図つて しま う事が考え

られます。

この様な場合、対面販売であつても、薬剤師 さんが居ても、そのよ うな 目的で薬の

乱用を意図的に行お うとしている人の行動 を察知 し、危険を防 ぐ事な どは無理だと思

います。そのよ うな一部の人以外の、ごく当た り前にネ ッ トで薬を購入 し、普通に使

用 している人々 (極 々例外的な事例を除 く 99%以 上の人々)の健康 に関 して、ネ ッ

トで薬を購入 し、使用 していることが理由で、重大な健康被害が生 じている事実があ

るとは思いません。
,特 定の店舗で しか入手不可能な (一 般流通 していない薬 )は どのように入手すればよ

いので しょうか。薬局店舗で購入する場合 も、専門知識 も何 もない、ただのバイ トが

対応する場合が大半の状態では対面販売による安全性 も存在 しない と同じと思われま

す。
1ネ ッ ト通販は薬価 に競争原理を導入 し、適正価格で適時に薬 を購入できるすばらし

い流通手段であ り、対面販売 と並んで確保 され るべき販売方法です。

'対 面販売で も第 2類 薬では説明は 「努力義務」である以上、購入者が求めない限 り

はおそ らく説明 もろくに行われない と思われ ます。対面販売が必ず しもネ ッ トよりよ



い とは言い切れません。 どうして もと言 うのであれば、 レジ打ちは最低登録販売者以

上の資格 を持つ者行 うのが望ま しいと思えます。そ うしない と対面販売の意義を生か

せません。

配置薬は通信販売に くらべ、割高 (2倍 ～)で あ り、余計なコス トが発生す ること

になる と思われるが、今回の規制 により、やむなく配置薬 を配置する場合には、国か

らの補助は してもらえるので しょうか ?

通信販売でメール等の文書や電話やテ レビ電話等によって も薬の適正な使用のため

にZ、 要な情報 1/■ 供は可能である。

ドラッグス トア等においては、代理人に医薬品を販売 し、更に販売記録 さえ無 くて

も安全性が担保 されていると考え られているにもかかわ らず、郵送の場合は、患者本

人が直接、自分の体質等のデータを持つ薬局の薬剤師に電話等で相談 した としても安

全性が担保 されない と解釈 されるのはおかしいと思います。

漢方薬局においては、初回対面時に患者さんの病状、病歴、家族歴、体質等詳 しい

問診や服薬指導を行っている上、 2回 日以降郵送す る時 も電話でその都度体調等詳 し

く聞いた上で送ってい るので安全性は担保されていると考 えられる。

体外診断用医薬品は、一般使用 に当た り経 日薬のような副作用におよび健康被害が

直接発生する性質のものでなく、経 口薬同様の規制下にお く性格の製品群でない と考

える6



第7回 売制度の
子に 関 す る検滑 施 行 に 関 す る検 討会1資料3

平 21年 5月 22日

これまでの議論 を踏まえた検討項目について
(再 々改訂版 )

※第 6回 配付資料に当 日の意見を加えたもの。

1.薬局 日店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

(1)薬 局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の実状

(2)薬 局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策  ・・・・・・ 5

(3)い わゆ る伝統薬の販売方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.イ ンターネッ ト等を通 じた医薬品販売の在 り方

(1)イ ンターネ ッ ト販売等における責任の所在  ・・・・・・・・・・ ム.16

(2)販 売時の購入者に関す る状況等の把握  口・・・・ 口・・・・・・・・ 19

(3)イ ンター ネ ッ ト販売等における情報提供・相談対応  ・・・・・・・・ 22

(4)年 齢・ 使用対象者等が限定 されている医薬品の販売  ・・・・・・・・ 27

3.そ の他

1.薬局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

(1)薬局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合の実状

○ 薬局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合とは、以下が考え
られるがどうか。
①薬局 口店舗等がない離島やべき地に居住する場合
②薬局 日店舗等が存在する都市部に居住 しているが、身体等の事
情により薬局 口店舗等に行けない場合

③薬局 口店舗等では販売していない医薬品を購入する場合

(主 な意 見 )

。 東京都御蔵 島には薬局・薬店 は 1軒 もな く、村 の診療所は 1軒 あるが、普段

使 う薬を買 うことができない。

。 その他、対面購入が難 しい方 として、視覚障害者や聴覚障害者の方に も十分

に対応 していかな くてはいけない。

・ 薬局・薬店 、薬種商がない所は全国で95ヵ 所 であ り、全体のほ とん どの とこ

ろでは供給が可能であ り、残 る約 10%の 市町村 には地域 と接 してい る薬局 。薬

店が対応 し、配置 も担 当することで、地域的な困難性はカバーできる。

・ 現医薬品販売業者で医薬品の供給は可能である旨が確認 された。

・ 配置薬は、降雪時や地震発生時などで、本 当の意味でのライ フライン、生命

線 として医薬品を使 っていただいている自負がある。

。 一般的に販売 されてい る薬の数は4,000あ つて、それ をい くらの コス トで、

どれ ぐらいの納期で入れ るか。実状的かつ経済合理的であるとい うことも、困

難の中に入れ るべ き。(1)離 島居住者や継続使用者 に対する経過措置案に対す る意見  ・・・・・ 29
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困難 とい う言葉は、 とりあえずそ こに薬が届 くか どうか とい う問題点、そ う

いった最低限の ミニマムアクセスとい う問題点 と、4,000種類 であろうが、あ

るいは もつ と海外の薬 も含 めて、いろいろな物が満艦飾で陳列 されている。そ

れをいつで もイージー にアクセスできるかどうか。言葉 の意味合いが全然違 う

ので、要求水準 をはっき りさせ るべき。

障害者団体 に、困つている方でも困つていない方でもいいか ら話を開かせて

ほ しい と何 ヵ所 もお願 い したが、います ごく困つた状態にあるとい うような認

識はなかった。

伝統薬か否か とい うことではなく、ある特定の薬、 しかもそれがなかなか入

手困難 である薬 を入手できなくなつて困るとい う人が出て くる と大変困る。

診療所はあるが薬局はない所だが、在宅福祉ア ドバイザーがヘルパー と障害

者宅や 高齢者宅 に入つて連携を取つているので困っていない。地域の方たちが

お互いに助け合 つてやつている面があるので、そ う困つていない。

地域 のコ ミュニティー とい う点では、そ うい う所はそれでや っていただいて

結構だが、 1人で暮 らしている者 として、そ うい う支援がないのであれば、や

は りやれ る環境 は残 してお くべき。

地域 コミュニケーシ ョンの支 え合いか助け合いの仕組みがあるかないか とい

うところが安全性の確保 には非常に重要。一概にへ き地だか ら買 う店がない と

い うこ とは言 えない。

奄美大島で も不便な ところがある。

障害のある人たちが、 自分の障害をなぜ知 らせない と薬が買えないのか とい

うことについて、非常に問題を感 じる。

民生委員に障害のある人たちの住所や名前は言つていない。

ホー ムペー ジでその薬 とか、症状 とか、その薬の効能 を読む ことができる。

音声で しゃべ って くれ るのでそ うい う意味で間違いはない。

自分 の近 くの薬局が どこにあるかわか らない。近 くの薬局で相談 しても、薬

を家まで届 けて くれるわけではない。それは電話な どでの相談 とどう違 うのか

よく分か らない。

lo

社会生活でそ うい うスタンスをとりた くない と思 えば、非常に不便だ と思 っ

て困難だ と思 うし、そ うでなければそれは大 して困難ではない と思 う。 そ うい

う難 しい面があるので、 1つ の方向にはなかなかな らない。

薬局 D店舗等では医薬品の購入が困難な場合、現在、インター

ネ ッ ト等の郵便等販売によ りどの程度購入 しているのか。

(主 な 意 見 )

・ 薬局や薬店などがない とい う地域なら、 どれ くらいの人が医薬品を買つてい

るか とか、困っている人たちが実際 どこにいるか とい うことが具体的にわか る

よ うなデータは、出 していただけるのか。

・ ネ ッ トで購入 して、それ を使用 していて、今 日は合わないな とか、効用に疑

間がある、ちよつと体調が悪 くなったとい う経験はない。

・ 個別 具体的な過疎地 とい うことになると、正直に言 つて情報が非常に出 しづ

らい。 あま りにも過疎地になってくると、結構個人が特定できて しま うとい う

問題 と、どの ぐらい商品を売つているかとい う問題があ ります。結論か ら言 う

と、人数 としては東京、神奈川、大阪、埼玉、千葉 、こち らで 5害」を占めてお

ります。それ以外は、人 口比率に応 じた形で買つている。

・ 売上げに関 してみると、やは り対面で買 うのが恥ずか しいものが上位 に来て

い る。

・ 全国の市区町村の中で、 どこが最 も人 口当た りの購入が高いか といつたこ と

で、上位の30の 区市町村 を並べた。最 も人 口当た りの購入数が多いのが青 ヶ島

村 、続 いて御蔵島村、利 島村、小笠原村、新 島村 、神津島村、座間味村 、三宅

村 と、 このよ うに実際に離 島などといつた所が、上位 30の 中で上位で並 んでい

る。

。 東京都の千代 田区、17位 が港区などといった形で、離島だけでなくて、む し

ろ都心 も非常に人 口当た りの購入率が高い とい うことで、へき地だけで な く都

市部にも困られている方が多いといつたことが見受け られ る。

つ
４ -3-



都道府県別 では、北海道が0.71、

別の人 口当た りの購入割合 をみ ると

いが 、一方で大都市圏のほ うに、む

見て取れる。

青森県が0.47と あるが、 これは各都道府県

、へき地・離島といつた ところの需要が高

しろこういつたニーズが あるとい うことが

(2)薬 局 ヨ店舗等 では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

○ 対応方策として提案されている以下について、その実効性をど
のように担保するのか。
①家族、介護事業者等の支援による対面販売
②配置販売

(主 な 意 見 )

・ 購入が困難な場合の どのように困つているか とい う事例がまだ明確 に示 され

ていない。改正薬事法のルールに則つて、購入困難 な問題の解決はできないの

かをまず第一に検討すべ き。

・ 離 島でも配置がほぼカバー していると考えているが、もし具体的な事例 を示

して もらえれば調べることは可能。具体的な事例 として話 を頂戴 したい。

・ 不便であること、不可能であるとい う方 々を、市町村単位でいいので、いま

までにどこか ら注文があつて、どうい う人か ら注文があつたかを具体的に出 し

てほ しい。

・ 困つている人たちは薬 に対する リスクが高い群の方なので、専門家 と接 点を

持 ってほ しい。

・ 障害者、高齢者、妊婦等 はむ しろきちん と安全性 を担保す るとい う意味で、

通常の方以上に対面で副作用防止 をしなければな らない。

・ 山間へき地、離島まで十分にカバー している。過疎地な どに安全な供給 を し

てい きたい。

・ 薬 局のなぃ町村数が 186(平 成 19年統計))あ るが、その中で一般 販売

業 、薬種商販売業があ るところを調べた ところ、それでもない とい うところが

95ヵ 所ある。そ こに配置があるので、対応ができている。

・ 186は 薬局のない町村数。186の うち北海道 は最多の 37ヵ 所だつたが、

薬 局 ・薬店がない所 として 14ヵ 所残 る。 この 14は配置に聞 くと全てカバー

し北海道のようないちばん不便を感 じている方がい る場所においても、す でに

カバーされていることがわかる。

○ 薬局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合の実状を知るた
め、この検討会でヒアリングを求める意見があるが、どうか。

また、ヒアリングを行う場合、その対象はどうするか。

(主 な意 見 )

。 この検討会 に切実な消費者、中小薬局の方を招 き、直接声 を聞いてほ しい。

それ が国民的議論の第一歩。

・ 薬 が行 き渡 らなくて困つている消費者やいままで薬 を届けることによつて世

の中に貢献 してきている中小の薬局 の方々の声を聞かないまま決めてい くのは

非常 に乱暴。平等に医薬品が行 き渡 らなくなるおそれ を抱いている消費者 を呼

んで声を聴かないと結論は出せない。

・ 高名な行政学者を検討会に呼ぶ ことを提案する。

・ エ ン ドユーザーを、この場に呼んで意見を聴いてほしい。



・ 市IET村 レベルで全ての地区に配置販売業として全国を網羅 している。

・ ネ ッ トでた くさんの商品が買える云々 とい うこととは別 に、医薬品がきちん

と全国に供給できる体制が整ってい るか どうかに関 して、配置販売業はニーズ

があればどこの地域でも行つている。

・ 10キ ロ離れていても車時代だった ら、薬の購入はそんなに難 しいものでは

ない。 |

。 本人の事情に よ り医薬品が買えない人は、業界で話 し合 うことによつてカバ

ーできる。それ で も買えないとい う人は行政上の問題でカバーすべき。

・ 配置販売は、使 うか使わないかわか らないが置いておいて、す ぐに使 えると

い うところの利便性を強調 している商売である。通販は注文 してか ら直 ぐには

使えないとい うデメ リッ トがある中で、品目を比べて多い少ない とい う議論は

成 り立ちに くい。

・ 妊娠検査薬 について、子宮外妊娠等の場合は非常に判定が難 しく、パ ッケ早

ジに産婦人科の専門家の判断を仰いでほ しいとされてお り、母体 も危な くなる。

不便な所でそ うい う事態になった らどうなつて しま うのか とい う問題がある。

・ 水虫は皮膚科 医でもなかなか判定が難 しい時がある。湿疹や一番間違いやす

い掌康膿疱症 な どに効 き目の強い水 虫の薬を使 うと悪化 して しま う。我々がみ

た り、経過 をみ ることによって、薬 を変えなければ駄 目である とか、皮膚科医

を訪ねるとい うコメン トもできる。 そ うい う役割が今回の対面 とい うところに

ある。

・ 恥ずか しいか ら近所で買えないものがあるとい うが、薬剤師や医薬品販売業

者には非常に厳 しい守秘義務が課せ られているので、近所 に言いふ らす人がい

れば、刑法違反 になるとい うことを業界 としてきちん と徹底 して、安心 して、

信頼 して、相談 に乗つてもらえる体制をとらない と自分たちの足場を崩すこと

になるとい うことを徹底 してもらいたい。

・ 北海道の離島では薬局が 2軒 あるが、種類は決 して多くない。

・ 薬の種類 は非常に多 く、配置販売 だけで対応す るのは極 めてエ ン ドユーザー

からす ると難 しい。現実的な リソリューションではない。

・ 配置薬は非常に伝統的な商売だが、いま我々が提供 している広範 な選択肢 を

遠 隔地の方々に提供することは困難。

・ 購入代行では、対面の原則は どこに行 くのか。

・ 介護事業者等は、コス トが高すぎる。

・ 取 り寄せ対応は、本 当に ロウコス トで対応できるのか。また、近 くに薬局が

ないとい う問題は引き続 きある。

・ 島まで 1泊 2日 かかつて しま う。

・ 町の人がほとん ど知 り合いで、痔疾や妊娠等 を買 うときは非常に恥ずか しい。

・ 通信販売の規制に反対す るパブ リックコメン トの うち、自分 自身の状況に関

す る具体的な記載がある329件 を分析 した結果 を踏 まえると、時間距離的な理

由により、利用できる薬局 。店舗が事実上大幅に制限 されて しま うため、生活

上 の支障が増す。近隣の店舗 には不審・不安がある。セルフメデ ィケー シ ョン

の妨げ となる。 このよ うな理 由によ り、生活者サイ ドか らみても、安全 を担保

した通信販売を実現す るためのルール構築を急 ぐべ きとの結論になる。

・ 薬局・薬店、配置では、伝統薬の年間注文件数 (約 300～ 500万 件 )に 物理的

に対応できるか不安。

。 流通や料金回収方法が違 う中で、伝統薬メーカーが 日本各地の薬局・店舗 、

配 置業者 とスムースにコンセ ンサスを得て進 め られ るか、実現性に疑間 をもつ

ている。

・ 現在ネ ッ トで販売 されてい る数は4,000ぐ らいがあ り、ほぼすべての地域 に

翌 日までに非常に安 く届 けることができている。 それに比べて、代替手段 を し

た場合に、い くらの数の薬 が何 日間以内に、い くらのコス トで届 け られ るのか

とい う、具体的な数字が提案 されてもいいのではないか。
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lo 薬局・店舗等において対面での販売が行われた後、薬局 口店舗

等が購入者に医薬品を届けることについてどう考えるか。

(主 な意 見 )

。 販売活動 と物流 とい う医薬品を届ける活動 が分離されてお り、間違いなく買

つた医薬品であるか どうかをきちん と証明す ることができるのであれば、一般

的な通信販売 とい う定義には当た らない。

・ 通信販売に対する法律規制の前提条件 か らすると、基本的に対面ではなくて、

あるいは店舗 ではない所で販売活動が行 われ る。そ して、そ この中で例えば商

品の品質だ とか、特性だ とか、あ らゆるものがきちんとそ こで納得 された上で

成立す る。一般の商取引において、いちばん最初にきちん といろい ろな情報を

提供 して、おそ らくきちん と納得 した上で、そのあとそれ を継続的にどうす る

かとい うところの前提であるとい うよ うにt私 はこめ文章 中読み ま した。「対

面販売が行われたあと」 とか、「店舗で届 ける」とか、この言葉である以上は、

広 く言 えば通信販売 と言 えるかもしれ ないのですが、厳密 に 「通信販売におい

ては特別 の法律上の規制を」 とい うよ うな前提でやつてきた規制 には当てはま

らない。

。 この規制 を導入す る前のコンシステ ンシー とい うことであれ ば、服用する人

本人に しっか りと手渡 しをして、その上で説 明をするとい うことになるので、

もし配送す るとい うことであれば、 しつか りと身元を確認 して、本人に証明が

残るよ うな形で渡す とい うことにな らない と、別の人に渡 します とい う形にな

って しま うとい うことになる。今回の趣 旨は本人にしつか り渡す とい うことな

ので、なぜ ここだけが特例になるのかわか らない。

・ 1回 で販売を して、それを例 えば3カ 月 ごとには郵便で送 るのがOKな らば、そ

れはおか しい。今回の趣 旨は 1回 ずつ対面でやつて、顔色 を見 なが ら、この人

は大丈夫か どうかと、渡す とい うことだつたのではないか。

○ 常備薬などとして永年使用 している医薬品の購入に当た り、毎
回情報提供が必要か。
その場合、購入しようとする医薬品が過去に購入したものであ

ることをどのように確認したらよいか。

(主 な 意 見 )

・ 常備薬や長期的に使用 してい る薬の場合、できれば相談に乗って、その薬 を

勧 めていただいた薬局 と薬剤師か ら、きちん と相談を受 けなが ら、情報提供 を

受けながら購入 したいとい う、それがかか りつけ薬局 とい う定義になる。

。 自分の居住地と、仕事地 と、店舗が完全に地理的、空間的に離れてい る場合

には、時間的、場所的な不便 さを超 えるために、何 らかの方法がそれ を補完す

るために入 るとい うことは、特 に今後の薬局の在 り方 か らした ら当然の方法。

その時に、顧客購入データや相談データなど、対面販売 で消費者 ときちん と相

談 しなが ら購入 した薬であって、その後は どうですか とい うことをきちん と後

で調整 しながらとい うことをや るのならば、今回の規定に決 して反 しない。

・ 基本的に 「常備薬」 とか、「長年使用 している」 とい うところの前提条件 と

なつて、その都度その都度 とい う形ではなくて、それ についてのある一定の配

慮があってもいいのではないか。ただし、そこがいわゆるかか りつけ薬局 とか、

きちん と相談を受けなが らとか、必要なときは必ず相談できる。必要な ときに

は、対面 とか店舗に返 ることができることを前提 とす るならば、 どち らか とい

うと薬局の消費者に対す るサー ビスのあ り方 として、む しろそれはサー ビスの

内容 としては向上させている。

・ 基本的にはいま法的なお話 を しているので、常備薬 とい うのは何を指すのか、

それか ら長期的とい うのは どれ ぐらいの期間を指すのか、どのように レコー ド

を取 るのか とい うことを明確化 しなければいけない。

。 今度 の改正薬事法では、た しか生活者のほ うが薬購入時に情報提供 をお断 り

す る とい う権限が与えられてい るので、購入者が不要だ と言 えば、情報提供 の

必要 がない とい うことで、それは解消 されている。専門家が対面販売す る とい

うことの大前提は、顔 を見なが ら、いかに購入者 自身が気付かないコンデ ィシ

ョンを専門家がア ドバイス した りす るとい うことが大前提なので、わ ざわ ざこ

のポイ ン トをレーズする必要はない。
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常用 してい る場合でも、体調などによって副作用被害が起 こる とい うことも

考え られ るので、やは り対面販売の際には体調の変化だとか、そ うい うことに

ついて もちゃん と確認 を行つた上で、重ねて しつこくても情報提供はやは り行

われ る必要がある。

|〇  配置販売業による対応において、離島やへき地に対 してどの く
| らいの頻度で対応することが可能か。

|  また、相談応需はどのように行 うのか。

(主 な意 見 )

・ へき地ならへき地診療所などの公的仕組みがある所は、十分利用されている。

。 へ き地への対応 については、全国的に市町村 レベル とい う範囲で対応 してい

る。特に回数等については、へき地だか ら少なく、都会だか ら多い とい うこと

はな く、配置の場合 、3カ 月か ら4カ 月、年に2回 か ら3回 。少ない場合には 1

回とい うのもあるが、通常2回 か ら3回 程度、訪問している。

・ 現状は、訪問 した ときに相談応需に対応 している:配置販売業の場合には、

業者が決まってお り、大体救急箱に連絡先があるので、その販売会社のほ うに

直接問い合わせいただく形になつている。

・ 幅広い薬を安価にタイムリーに届 けるか とい うことについて心配である。

・ 例 えばこの風邪薬の飲み方がち ょっ とわか らないなと言 つた ら、そこに電話

した ら、その都度、へき地・離島であっても、配置の販売業の方が来るのか ど

うか。 あるいは、 も う胃腸薬 を全部飲み切つてしまい、まだほ しいんだけどと

言 つた ときに、 1回 来てか ら 1カ 月 しか経 っていない。それで補充 したい とい

つた ら、電話 をすれば販売員の方が 1つ の胃腸薬を持って届 けるのか、イメー

ジが湧かない。

・ 相談応需については、大部分は電話が多いが、それについては症状 を聞いて、

各販売会社が対応 している。電話でできる限 りの相談をす るとい うことと、あ

とは 「先生のほ うに行つて ください」 とい うような対応 を してい る。個人の配

置販売業者が離島を担当 していて、電話 があつたか ら離島まで行 けるか とい う

と、現実的には行けない。販売会社等で、比較的近 くにいる場合には、追加 注

文 についても対応 を しているところはあるが、個人の業者の場合 には行 商形態

ですので、す ぐ来て くれ と言つて対応 はなかなかできていない部分はあ る。使

用者にも迷惑をかける し、販売会社 としても機会損失 になるので、なるべ くそ

うい うことを起こさない よ うに、配置する数量はノウハ ウを持って、お 客様 に

もご迷惑がかからないよ うな対応 をしている。
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(3)いわゆる伝統薬の販売方法

いわゆ る伝統薬については、製造販売業者が直接購入者と電話
等によ り連絡 を取る方法で販売 されているとのことであるが、具
体的にどのような方法が取 られているか。

(主 な意 見 )

。 症状や購 入動機等を聞いた り、ア レルギーを聞いた りして、状況確認を専門

家が行い、その上で商品の説明をす る。 これ らの情報 とともに、名前、住所、

電話番号等 を記録で残 してある。

・ 伝統薬の会社 は、一般販売業許可か配置販売業を持って販売 している業態。

薬に対 して安全面か らつ くっている ところまで全ての責任を持つて対応するよ

うなコミュニケーションができることが特徴。

・ 通常の情報提供の基本は添付文書。 これまでの販売履歴等が特徴であ り、こ

れまでの販 売履歴を活用す ることで、服用 していいか、 してはいけないかの判

断を正確 にで き、不適正な購入 を未然に防 ぐことができる等、通常の販売業態

とは違 った安全確保の形がとれ る。

・ 電話でのや り取 りで、話 したい事項 を双方向で確認 しなが ら、ダイ レク トに

話す ことができ、専門家 と納得できるまで話 し込める。 1対 1の コミュニケー

ションの中で薬の市販後調査が非常に細か くできる。

・ 電話による対話が、伝統薬 とい うなかなか対面の果たせない環境の中で、非

常に信頼関係 を構築するのに役立っている。省令の中でも、実際、薬局等への

相談での電話 の活用等が含 まれてい るよ うに、電話で相手 と対話をす るとい う

ことで、医薬 品販売において重要な情報提供 を実践 してきた。その結果、心通

わせ る関係 等 も非常に多くできてお り、医薬品、特に伝統薬 とい うものを要望

され る方は、通常だったら薬局等 に頼 つた り、病院に頼つた りす るが、なかな

かそ こでは効果がなかった方が最後、行 き着いて くる場合な どが多いので、そ

ういった方々の安心に電話は非常に効果を発揮 してお ります。

・ 電話は、多 くの医薬品を扱 ってい るわけではな く、限 られた 自分たちで作っ

た商品 とい うものを購入者 とや り取 りするツールである。

薬は薬であり、伝統薬だけを特別扱いす るべ きではない。「いわゆる伝統薬」

とは何を指すのか、いまいち明確でない。製造 メーカーのことをいっているの

か、それ とも一定の薬の効能のものを指 してぃ るのか、あるいは一定のいわゆ

る製造原料のお話 をしているのか、あるいは治験において どうい うこ とを した

ら伝統薬 として認定す るのか。 そ うい う明確 なガイ ドラインがない限 り、伝統

薬だけを特別扱いす るのは反対。

定義す るとすれば、製造直販 とい うタイプで、 自ら作って、顧客 と直接結び

付いているところの医薬品メーカーによる販売形態については、特別 のルール

を認 めるのか、認 めないのか とい うことに絞 ったほ うが、やや こ しい論点が入

ってこなくていいのではないか。

製造 と言つて も、 どの段階まで製造 したのか とい う問題がある。最後 に調合

す るだけでも製造 になる し、大体のものは外注生産。 どの段階までや ったのが

製造 とい うのか。また、歴史が浅いか ら伝統薬 にな らないのか、社歴 が何年あ

るのが伝統薬 とい うのか、 とい うことに関 して、一貫 した議論がない。製造 と

い うのであれば、何 をもつて製造 とい うのか定義 を明確にしなくてはいけない。

合理的な理由が、その伝統薬 に限つて別 とい う説明がつ くのか、つかないの

かとい うところに 1つ 論点があるのではないか。

古くか ら作 られている、全国的に知名度が高い昔か らの薬がある。あるいは、

その地域限定の、小 さなメーカーが小売 りもいつ しょにやっていて、地域まさ

に限定型のもの もある。そ うい うものを、いずれに しろ購入を困難 になっては

いけない、 とい う話。そ うい う観点に立てば、流通がどうのこ うのではな く、

要するに消費者 の立場に立って どうあるべ きか とい う議論であれば、 きちっと

した仕入れルー トをちゃん と再構築 して、メーカーな り直接で もいいが、そこ

に消費者か ら要求があれば対応 を し、そ して対面で もつて薬局・薬店 か らその

消費者に渡す。全国に薬店があって、以前はそ うい うルー トがあった。 メーカ
ー、卸 と小売全体の問題 だが、きちつと協力体制 を作ることによって再構築は

可能。

その薬の特殊性 に帰着す ると思 う。ある人に とつては、その薬がい ちばん合

うか ら是非欲 しいんだ とい う類 のものが、その特定のお店か らしか製造 して小

売 りしている業者か らしか手に入 らないか ら、それが直接お店に行かない と手

に入 らないとい うことになれば、その薬 については全 く手に入 らない とい うこ

とになるとい う話。一般的な通信販売の話 になると、この通信販売で しか手に

入 らないものとい う薬があつて、今度そ うい う形で入手できな くなる とい うこ

とであれば、同 じレベルの議論になるが、お店 に行 っても買えるけれ ど、ちょ
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つと格好悪 いか ら通信販売で買いたい とい う類のものは、消費者の利便性 とい

う点ではあるが、分けて考えたほ うがいい。

○ 全国の薬局 口店舗等が、自ら陳列又は購入者の希望・注文に応
|

じて取 り寄せる方法によって、購入が困難な状態が解消されると
|

考えてよいか。

(主 な意 見 )

。 伝統薬利用者には、ほかに代替す る薬や治療がなく、伝統薬に救われている

とい う方が多 く存在すること。

・ 伝統薬の利用者は、痛みや神経痛 な どで薬局等に行 くことが困難な方が多 く、

電話等 による購入ができな くなる事態に不安の声 を多 く寄せている。

・ 製造販売業者 との直接のや り取 りに安心を感 じてお り、情報提供やア ドバイ

スな ど、対面同等の親身な対応 に生 きる希望を見出してい る利用者や、伝統薬

メーカーの電話等の直接販売だか らこそ安心 と安全が得 られているとい う利用

者の声 も多い。

・ 伝統薬は、非常に需要が小 さい こと、需要が極 めて分散的であること、需要

が非標準化 されていて個別的であること、そ して、代替 しに くい独 自性がある

とき、一般 の店舗販売ではなかなか乗 りにくい。

・ 将来的には、伝統薬等に積極的に取 り組む薬局 。店舗販売業が増 えてい くの

がいい ことであ り、取 り寄せ とか、一種のパー トナーシップを組む ような店舗

が増 えてい くことを、少 しずつや つていただくのがいい。 ただ し、それには相

当時間がかか るので、店舗販売をそのまま代替 させることは難 しい。

・ 商品特性 が違 う可能性があることを前提に して、販売の仕組みを設計す るこ

とがあつて もいい。

ただ し、扱 っている業者が社会的ネ ッ トワークを組んで、 自分たちの存在 を

きちん と社会 に発信 して、その組織 を通 じて、今回の薬事法 の精神 に合 った形

で自主規制 とか自主ルール を作つて、きちん と守る体制 をつ くり、薬事行政が

それ らをコ ミッ トする形を作る。

・ 通信販売においては、消費者 トラブルがあるので、相談窓口が必要にな る。

この分野に非常に詳 しい医学・薬学の専門の方たちに参画 していただき、 きち

ん とした相談 と情報提供体制を作つていただ く方向性 を考えたらどうか。

・ 伝統薬メーカー と利用者 が電話注文で情報をや り取 りし、また店舗等 で も情
報 をや り取 りするが、この情報の共有をどのよ うな連携でやっていけるか とい

う課題 も現時点では疑問。

・ 伝統薬メーカーが対応可能なマージンで成 り立つか とい うところが疑 問。

・ 利用者や一般生活者の視点で言 うと、利用者 が指定す る店舗や配置 と利用者
との意思疎通がスムーズにできるか疑問。 また、受 け渡 し方法が確立 した と し

て も、利用者 の手間 となつて購入意思への障害になる。その他、流通 リス クの

発生や、家族が取 りに行 った場合に、実質的に対面の 目的が果たせ ない とい う
ところも疑間を感 じている。

・ 伝統薬業界 として、現時点では実現性が低 く、仮 に実現 しても利用者 か らの

信頼 を損ないかねない、実用性に欠 けるものであ り、購入が困難 な状態 が解 消

され る対策案 としてな り得 ない。
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2.イ ンターネッ ト等を通 じた医薬品販売の在 り方

(1)イ ンターネット販売等における責任の所在

|°る言暫言ダ青で言渠高青撃拿黒菫8え息た暑を開詈樫滑岳雀軍進|

1 失 の有無の検証が可能になると しているが、 ど うか。      |

(主 な意見 )

・ インターネット販売あるいは通信販売を無法地帯にしたい、規制しないでく
れ とい う話 ではな く、む しろ規制を してくれ と言つてい る。 どのようにすれば

安全に販売で きるか とい うガイ ドライ ンの中で絶対守 らない といけない部分は

む しろ法令で しっか りと規制す ることが必要である。

・ ネ ッ トに関 して規制反対と言 つているわけではな くて、む しろしつか りした
ルールに則 つたインターネッ ト上での 医薬品の販売が必要。そ ういつた意味で

は、 このよ うにすれば安全に売れ るといったところに一定の法令による規制が

あつて、安全 に販売 していくとい う枠組みが必要。

インターネッ ト販売等において、場を提供 している者にはどの
うな責務があると考えるか。

(主 な意 見 )

。 ネ ッ ト販売は店舗数が400く らいで、かつパ トロールをやろうと思えばで

きる。サーチもできる。

・ ネ ットで年齢を問わないで酒やたばこを売つているところが自分のサイ トに
あれば、場を提供 している者に対 しても何らかの罰則を考えるべき。

lo
l  よ

やは リリアル とイ コール フッテ ィングであるとい うこ とが重要。即 ち百パー

セ ン トの安全性 とい うのは リアルにせ よ、インターネ ッ トにせよない。挙足 を

取 るような異論は是非 しないで、できるだけ前向きに、 どうやればネ ッ トで安

全性が確保できるのか とい う議論をしたい。

ネ ッ トにはいろいろな業者が入つていて、 これや ります、こんなことや りま

す、例 えば毒物は扱いませんとか、新たに提案 され てい るが、それが全体に対

して責任を負 うことができるとい うふ うに理解 はできない。

基本的に リアルな薬局 を持ってい らつ しゃる方がネ ッ トでも販売できるよ う
に しようとい うこと。 そ うい う意味において、薬剤 師がいる薬局が販売す る。

何 も薬剤師がいない人たちに販売 させ ろと主張 してい るわけではないので、そ

うい う意味では基本的な責任のあ り方は リアル と全 く同 じ。

サーチエンジンを提供 して、バスケ ッ トだけ提供す ることもできる し、いろ
い ろな形で実現できる。 シ ョッピングモールの責任 とい うが、ガイ ドラインに

基づいて しっか りとしたバ トロァ リングと、 6月 1日 以降はガイ ドライ ンを作
つた ら、守 られているかをチェックしていくが、法的な責任はない。

企業 として表的には責任 はとらないが、今回の話でい うと、正式な形 でガイ

ドラインをや りたい。認 め られるかどうかわか らないが、必ず守っていきたい。

この場で共有 したいのは、委員の発言はあくまで も自分ができる範囲であ り、
こんな安全対策ができると言つても、それがネ ッ ト全体 に対 して約束 され るも
のではない。

モール運営者の法的責任 の整備は必要。また、ルール を整備す るとい うが、

ネ ッ ト販売が禁止 され てい る催眠鎮静剤はいまもネ ッ トで当た り前のよ うに し

て販売 されている。非常に安易な紹介 とともに販売 されている。 6月 か らネ ッ

ト販売のルールを徹底 させ、安全確保す ると言 つてや めたが、ほかの ところで

は も う売 られている。ル ールを確立す ると言つて も、その影響率 とい うものが

どこまで確保 されるのか、非常に不安でならない。

催眠鎮静剤については、メーカーか ら販売店に対 して保守整備 をす るよ うに

とい う通知をもらってい る。本件に関 してはも う第 1審が終わつてお り、基本

的には無罪 とい うことで判決がお りている。 だか らといつていい と言つてい る

わけではないが、そ うい うことがあった場合には即座 に対応する。

16‐



実際に名前 を変 えて販売されているという事実がある。

催眠鎮静剤の事件があったことを受けて、現在は販売されていないと認識 し

ている。インポーサ ビリティは十分担保できているが、今後も例 えば薬剤師の

方を雇 うな りして、パ トロール、モニタ リングは強化 してい く。

催眠鎮静剤 を販売 していないとの ことだが、つい最近まで販売 されていた こ

とを確認 している。

情報提供の強化の部分に関 して、かな りの協会加盟店舗が、服薬説明機能あ

るいはそれに準 じた機能を強化 してきている。また、個数制限な ども、 しっか

りやるように とい うことを周知徹底 してお り、ここ数年間で相当向上 したと確

信 している。

協会加盟店舗でまず実施ガイ ドラインを守 るように、いろいろとガイ ドライ

ンを示 しなが らパ トロールなども行 つてきたが、それ以外の所に どのように後

々強制力を持たせ られるかといった部分が課題。

ネッ ト販売の業界が 自主的にどのように安全確保のための取組み をやつてい

るかについては 1つ のテーマだが、他方、業界団体に入つていない販売業者に

対 して法律 を執行するのは、厚生労働省あるいは自治体の役割 ということにな

る。そ ういう点で、インターネッ ト上でのルールを守 らせ るための法執行が、

リアルの店舗の場 合と比べて同 じ程度にできるのか どうか とい うところも、 1

つの論点になる。

どこに所在 しているのか等がわか らないということか らくる困難 さがネッ ト

にはある。実在 している店舗の方が規制は掛 けやすい、ルール を守 らせやすい

という面があるが、きちんとや らないインターネッ ト業者に対 してどの程度法

律 を守 らせ るのか。安全な業者であることを認証する仕組みでやればいいとい

うのが 1つ の意見だが、そのように割 り切って しまっていいのか どうか。

違法業者 とい うのは抜本的に取 り締まっていかな くてはいけないということ

ではないか。

|○  イ
| する

(2)販 売時の購入者に関する状況等の把握 「修正 1

ンターネッ ト販売等において、購入者に関す る状況等を把握
ことについて、どのように考えるか。 [修 正 ]

(主 な 意 見 )

。 電話やイ ンターネ ッ トでの個人認証をどうす るか、についてきちん と議論す
べ き。

・ 個人認証は非常に重要。どうい う方が購入 されてい るか とい うことに関 して、

名前や住所がはつき り分か らない と、後で例 えば副作用がその医薬品で出た時

な どに取 り返 しの付かないことが出る可能性がある。 その ようなことはイ ンタ

ーネ ッ トの方ができている。

・ ネ ッ ト通販の問題点は匿名性 と雲隠れ。ネ ッ トの店舗に記録 されている個人

情報の扱いにも丁寧な議論が必要。

・ 個人認証に関 しては、氏名、住所、電話番号 、メールア ドレス等の登録に よ

つて、個人の特定は必要だが、一般用医薬品に関 して どの程度の個人認証が必

要 なのか。例 えば拳銃 を買 う場合、刀を買 う場合、 自動車 を買う場合などとい

つた場合 と、医薬品の販売 とい う場合はたぶん リスクの程度が違 う。個人認証

は必要だが、どの程度の厳 しい認証が必要か ということは考慮する必要がある。

口 買い手の個人認証を例えば店頭で行 うのか。免許証 を出さないと薬 を買えな

いような話で本当にいいのか。売 る側の然るべき認証は然 るべき手段でや つた

方がいいが、個人認証については一揉み議論 しないと危ない。

・ インターネ ッ ト販売等における個人認証の問題については、インターネ ッ ト

と リアルな販売と両方に共通す る問題である。少な くともインターネ ッ トを含

む通信販売においては、届け先 という意味においてはある程度特定で きるとい

うことにおいて、 リアルの店舗の販売に比べて、それ ほ ど劣るような ことはな

い 。



対面販売であれば、も し子供が買いに来て、例 えばこれはその子が使用する

にはち ょっとふ さわ しくないと思つたときに、そこで言える。つま り、ネ ッ ト

だと相手が見えないので、安全性などといった使 う側や売る側にとっても注意

しなければいけない部分の レベルが変わつて くるので、そ ういう問題 を解決す

るのにどんな手立てが必要かという視点が必要。個人認証をするか否か という

よりは、問題 を出 さないにはどうした らいいか、そ ういう視点で個人認証 を考

えることが必要です。

少な くともク レジッ トカー ドに限定すれば、学生カー ドを除けば 20歳 以下の

方には発行 しないので、販売を制限することもできるかも しれない。

遠隔地の人や配置薬 を実際に服用される方 と、実際に薬局に行かれ る方が必

ず しも同 じでな くてもいいということならば、実際に服用 され る方への 100%
対面販売が実現できるのか。

薬そのものが持 つている副作用というリスクだけではな くて、その人の例え

ば子供 とか、大人 とか、高齢者 とか、あるいは妊婦が授乳中 とか、さまざまな

使 う側の環境によって、薬そのものが持 つている リスクが変わって くる。その

リスクをできるだけ最小化する視点を持つことで、情報提供を行 うことにな り、

そのためには対面販売が いちばん適 しているのではないか という流れだった。

十分対面で情報提供 を受 けた り、お互い相手の様子がわか つた中で販売するこ

とがいちばん リスクを最小化する。

禁忌事項について、ネッ トではすべての事項をきちん と聞 〈ようにするとい

うご意見だが、チェックボ ックスで該 当しないことを確実にチ ェックできます
ということだが、チェ ックボ ックスには、本人にわか らない内容のものもかな

りある。添付文書には病名なども書いてあるが、自身ではその病気であるとい

うことがわか らない場合もある。使 つている薬剤がわか らない場合もあります。

店頭で、実際 に対面で専門家が話 をす る、いわゆる医療 コ ミュニケーシ ョンを

きちん と して いくことで、正 しい情報が消費者の方か ら引き出 していける。店

頭できちん とコミュニケー ションをとつてい くことが非常に重要だということ

を再確認 した。

単にチ ェックボ ックスを用意 して、「はい」「いいえ」でや ることだけで安全

に薬 を提供 してい くことができるものばか りではない。だか らこその リスク分

類であ り、 リスク分類 をす ることによつて、通信販売上で売 つていてもいい部
分 と、たぶんそれでは難 しい部分があるということを整理 した。やは りそ この
スタンスに立 つべきである。         _

現在、販売 しているのは店舗を持 つている薬局。知 り得 る限 り、その薬剤師
の判断に基づ いて、基本的に危険性が高いものに関 しては、いきなり販売す る

わけでな くて、一度メールでや り取 りして、「これについては大丈夫ですか」
ということを ヒア リング して売っている。そ こについては、既存の店舗 と同 じ

ように、何 も言わないでそのまま レジをスルーす る人 もいれ ば、あるいはこの

薬については一応聞こうということを薬剤師の判断でや ってい るのが現状。

リアルな店舗もわか らないと思 うが、ネッ トでもわか りませ ん。

対面販売は、病気になっている人本人が気付かないことを薬剤師が見て、そ
こで判断 して、「単に熱上が っていると思 つているが、実は」 というア ドバイ
スがあつた り、受診勧奨ができ、睡眠薬による自殺な ど、意 図的に本人が薬の

乱用 を しようかというこどを目の前で見なが ら止めることがで きる。売 らない

ということもできる。さらに対面販売の場合、購入す る人によって説明の仕方
に違いがある。対面販売の 3つ のポイン トをいかにネ ッ トが ク リアしてこられ

るか ということが、やは リテーマではないか。

○ 現状、インターネ ッ ト販売等においてどのように購入者に関す
る状況等を把握 しているのか。 [修正 ]

(主 な意 見 )

・ ガイ ドラインの中でも示 しているが、医薬品ごとに禁忌事項などがあるので、

禁忌事項に関 しては一つひとつ丁寧に聞いていくということがネット上でも必

要。そういった形のガイ ドラインを作つております。そして、それを必ず使用

者の方に合わせてチェックして、それで購入することで、少なくとも最低限禁

忌事項に該当しているか どうかのスクリーニングをして、その上でメールなど
で対話 しながら販売 してい <の がネット販売。
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(3)イ ンターネ ッ ト販売等における情報提供 口相談対応

○ 現在行われているインターネット販売等において、どのような
履歴を取つているのか。

(主 な 意 見 )

。 実際に買つた人を トレース的に、それから誰が受け取つたかとい う履歴 も残

るので、ネ ッ ト販売の方が圧倒的に有利である。

・ 文書 を提供 して も、誰に説明 したか とい う記録 が店側に残つていない。 こ う

い うことではきちん とした情報提供はできない。

・ 安全性を担保 しなが ら販売 しなければならない。ネ ッ ト販売でどうい う履歴

を取つているのか、現状 を是非教えてほ しい。

・ チェックボ ックス対応はまだできていないので、データは持つていない。今

後や っていった場合 には、どこまで、いつまで保持 した らいいのかという問題

は非常にデ リケー トな問題で、プライバシーの問題がある。基本的には 5年 で

捨てて しまったほうが いいという意見もあるが、出たガイ ドラインに従 つて し

つか り対応 したい。

ただ、この中でそ ういうデータについては、例 えば 2年で捨てて しまったほ

うがいいとか、そ うい うご意見があれば、ず つと持 つていてもいいことはない

わ けで、できるだけ個 人情報は持ちた くないとい うところもあります。今まで

のデー タということであれば、13年 分は保存 され ている。

・ 非会員で買つていただ くとか、残 した 〈ないとい う人は、残さないこともで

きる。

○ イ ンターネッ ト等において、購入者側 と販売業者側との間で、
双方向のコミュニケーションは可能なのか。

特 に、販売者側が行 う情報提供の内容を購入者側がどの程度理
解 しているかを確認するためには、具体的にどのよ うな方法 (情
報の内容)が考えられるか。

(主 な意 見 )

。 説明や相談は正直言つてや るべ きだ と思 うが、6月 1日 か ら一切買えな くなっ

て しま うとい うのは無理がある。

・ 各医薬品の注意事項等 をどのように説明するか とい うこ とに関 しては、能書
などに記載 されていることをすべてサイ ト上に表示す る。

・ 情報提供が仮に徹底 してあった として も、消費者 自らが意識 して誤用、濫用

す るこ とだってある。そのため、ものによって、店頭か ら売 る数量を規制 した

り、メーカーか ら小売 りに対 しても数量を制限す ることまでやっている。情報
提供はインターネ ッ トで もできると思 うが、一方方向では駄 日であ り、情報 を

提供 された方がそれを咀嚇 して理解す るとい うことでなけれ ば、提供 したのだ
からいいのだ とい うものではない。

・ イ ンターネ ッ トで情報提供は十分で きると思 うが、双方 向でなければな らな
い とい うこともある。

。 ネ ッ トで どのように受診勧奨できるのか、考えている方法 を聞きたい。

・ 対面以外での安全性の担保 とい うのは実際問題 どうだろ うか。心にいろい ろ

な思い を持 った方に対 しては、 目を見て顔 を見てお話 を し、 しっか りと開 くこ

とが基本。説得 とい う大 きな作業が対面にはある。

ちよつと口に出しにくい、恥ずか しい相談等は、やはリインターネッ トのほ

うが聞きやすいというところもある。
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○ インターネッ ト等によつて医薬品を販売する場合、購入 した医
薬品に関するその後の相談対応はどのように行われるのか。

薬局を集めた ときには、ネッ トで売るときにも非常に慎重な方だ った り、飲

んで少 し体調が悪いということで、メールな り電話な りで多数問合せ を受けて

いるという報告 は受けている。一方、重症の薬害の問題は、今まで も別にネッ

ト販売で起 こってきたわけではな く、既存の対面販売の中で起 こつてきた。何

を防げるか とい うと、飲んではいけないとい う人に、これは飲んではいけませ

んということを しつか り情報提供ができるということだ と、心か ら思 う。それ

がいかに実現 できるか ということと、そ ういうことが起 こらないよ うに しなけ

ればいけないと思 う。

生活者が 自分で副作用を起 こす ことがわか っていないケースが結構 ある。そ

れをどのようにチェックするか。そ こまで しないと、本当の副作用の収集にな

らない。早 く副作用の格差を防いで、大きな副作用を少な 〈す るとい うのが目

的なので、結果だけを拾つても、それに気がつかない人たちまで、 どこまでフ

ォローす るのか ということ。 リアルのほうは実際に対面 しているのでフォロー

できる頻度ははるかに高い。インターネ ッ トは一方通行になつて しま う。

(主 な意 見 )

・ 販売の際の相談応需に関 しても、必ずインターネ

るので、専門家が相談応需をメール、電話、ファッ

やっていく。

ッ トの裏側 には専門家がい

クスなどを通 じて双方向で

O 購入者か らの副作用に関する報告はどのように受けるのか
た、報告を受けた場合、どのように対処するのか。

(主 な 意 見 )

・ 販売 したあとに、例・えば有害事象があつたような事例などの報告 とかが、販

売 した先か らどのような形で販売 した業者のほうに返 つてきたのか。実際に売

つたあとの有害事象の報告等がネッ トにはちゃん と来ているのか。副作用でス

テ ィーブンソン ロジョンソン等になつた方に聞いてみると、本来な ら使 つては

いけない人が使 つていた とい うこともあるので、そ ういうところのチェックは

非常 に難 しいのです。そ うい うのは本当に会 つて、何 とな くこの人はおか しい

なという、何 とな <と いうところが大きなキーになる。

・ 副作用などがあつた ら、何 らかの形でメールか電話でまず専門家のほ うにお

問合せが来る形になつている。また、何 らかの形で医薬品に関 して リスクがあ

るのではないかという話が あれば、過去の履歴に基づいてそれ を購入されてい

る方 にメールや電話で、「こ ういった問題が あるみたいなので、ご使用を控え

てはいかがか」と、そのような告知をしてい くことができる。

・ 副作用報告 については、薬剤師、登録販売者が基本的にはネ ッ トで販売 して

いるという形式に現在なつているので、リアルの店舗 と同 じく、医薬品副作用

報告制度というのが薬事法 77条の 4の 2に あるの「で、店舗と同様のプロセスで

され るべきものであり、され ていると思つている。

。ま |

○ 専門家が情報提供等を行 つていることを購入者はどのように確
認できるのか。

(主 な意見 )

。 専門家の実在性の確認に関しては、どのような専門家がいるかを確認できる

ように、サイ ト上できちんと表示する。

・ ネットの反対側に薬局があつて、そこに薬剤師がいて、販売 して、情報提供
をしているとい うところが消費者にうまく理解されていない。顔が見えないか

ら不安だと言 う声もあるが、安全に関しては、ネットの薬局の薬剤師がしっか

りと安全性を担保できるような形で取組を行つていく。

・ 売り手側の認証の問題は、今回、改正薬事法上で、通信販売の場合に届け出

制ということになるので、是非、届け出をされているサイ トの一覧を厚生労働

省が全部示 し、そこを見にいけば届出しているサイ トだということが確認でき

るので、そういつた仕組みがあるだけでも、買い手の方が売 り手が存在するか

どうかということを確認できる強力な手立てになる。
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買い手側が誰かとい うことを売 り手倶1で きちん と把握できるようにとい うこ

とだが、他方でインター ネ ッ トの世界は、売 り手が誰かもわか らないところが

ある。だか ら怖いということもある。 したがつて、両方がわか らない部分 をあ

る程度見えるようにする ことによつて、安全性 とか確実性を担保する必要 があ

る。 も し販売を法制化す るのであれば、きちんと した業者であるとか、資格 を

持 つている人がいるのだ とい うことを、ネッ ト上で第二者がきちんと証明でき

るよ うな仕組みも、当然考 える必要がある。

薬の販売に限 らず、ネ ッ ト上では買う特定の店舗 を特定する種々の制度 、例

えば安心マーク、認証機関、法務審査などの形で、 しつか りと した認証マーク

があ ります。よって、消費者 のほうがそれを見て、 この店は安心・安全で ある

とい う峻別はある程度できて いる。

い くつかの店舗がや つていることとしては、最近 、例 えば携帯電話などとい

つた もので、テ レビ電話が付 いているものが非常に多いので、結局、専門家は

それ ぞれテ レビ電話がある。「もしも気になれば、 こち らのテ レビ電話に電話

して ください」と言 つて、テ レビ電話の電話番号 を教 えている。そうすること

によ り相談応需 して、気になればそちらのテ レビ電話にもう 1回 かけてみると、

薬剤師がテ レビ電話に出て くるきて、サイ トのほ うに出ている薬剤師 と一致 し

ているとい うのを見て安心で きるということをや つている店舗 もある。実際そ

んなに多くないが、たまにそ ういうことで確認 したいという方がいる し、顔 を

見て話 したいという方は、そのようにや られ る方もいる。

テ レビ電話を使って確認す る方は実際にいるのか。できるということと、実

際にそれが現実的か どうかは別の話だと思う。

(4)年齢 8使用対象者等が限定されている医薬品の販売

○ 使用対象年齢が限定されている医薬品をインターネ ッ ト等によ
り販売す る場合、どのような方法が考えられるか。

(主 な意 見 )

。 医薬品には 15歳 未満には使用 してはいけない等、個々の医薬 品に使 っては
いけない年齢が付 いている。 また、メーカー として濫用の傾 向が あるので何箱

以内にす る等のメーカー主導の年齢制限 もある。そのよ うなことを含めて、き

ちんと相手の年齢 をどう確認す るのか。

・ 禁忌事項で必ず使用者が何歳なのかを伺 う。また、特に交付制 限のある劇薬
や毒薬等は、いまインターネ ッ トでは販売 しないように、 自主ガイ ドラインで

は している。法的に何歳以下には販売 してはいけないとい うもの に関 しては取

り扱っていない。

○ 妊婦への使用 を避けるべき等、使用対象者が限定 されている医
薬品をインターネッ ト等によ り販売する場合、どのよ うな方法が
考えられ るか。

(主 な意見 )

。 使用者の状況、例えば禁忌事項の中でも、特に既往歴、既往症、服用歴、服

用経験・期間、妊娠の有無、年齢といった使用者の状態が どうであるかをお伺
いしてから、それで情報提供することが必要である。このようなことに関して、
さまざまな形で、その使用者の状況をチェックボックスなどでお伺いしてから、

情報提供を行 う。

・ やつている所もあるが、まだできていない所もある。
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○ インターネッ ト販売等は、安易な購入や不適正な使用につなが

り、また、悪用されやすいとの指摘があるが、どうか。

(主 な 意 見 )

。 薬 の場合、単に適正使用 を最初 か ら願 う人ばか りではな くて、乱用 とか薬物

依存 とい う問題 も避けられない と思つている。

医薬品による事故の件数 は8,606件 あ り、その中で一般用医薬品は半数まで

いかないが3,293件 と決 して少 な くない数字が挙がっている。 こうい うことか

ら鑑みて も、必ず適正使用 しよ うとす る人ばか りではない とい うことも踏まえ

た上で、制度設計 していかなけれ ばいけないと思つている。

・ 事実 としては、今までネ ッ トで起 こっている件数については限定的であると

認識 している。インターネ ッ トで実際にどの ぐらいの事件が起 こっているかと

い うことについて、もう少 し精緻な調査が必要であ り、できる範囲でできるが、

行 う分に関 しては完全ではない。

○ インターネッ ト販売等による過剰購入、大量購入をどのように

抑止 していくのか。

(主 な意見 )

インターネット上です とこの医薬品は何個まで、この医薬品は何個までとシ

ステムに 1回 覚えさせれば、それ以上の医薬品を購入す ることはできない。そ

の よ うな形で、各医薬品についてい くつまで しか購入 できないとい うよ うなこ

とを登録 し、それ以上の購入 はできないようにさせ るといつたことを必ずや っ

てい きたい と思 う。 1日 に何回 も購入する方がいるか も しれない。インターネ

ッ ト上で、例 えば 1回 に 2個 買つて、もう1回 2個 買つて、もう 1回 2個 買つ

て と、 10回 やつた ら 20個 買えるのではないか とい う議論もあるか もしれな

いが、それは出荷す るまでに、これは専門家がきちん とチェックして、そ うい

う複数買いで何回も買つてい る方 に対 しては出さない、 といったことをルール

化 していきたい。

3.そ の他

(1)離島居住者及び継続使用者に対する経過措置案に対する意見

改正の趣旨のところで所要の経過措置 を設けることになつているが、 この経

過措置を設けるか設 けないかの議論はまだ十分でないと思 つてお り、基 本的に

この経過措置 を設 けること自体に反対。

やは り薬事法を改正 したとい うその趣旨か ら照 らして何年も検討 した結果、

省令にまでこぎ付 けた ということなのだか ら、 この経過措置を採 ること自体が

筋が通 らない。薬事法 を改正 して省令 を決めた時点で厚生労働省は どの ように

事業者等に徹底を図るための措置をしたのか。また、事業者の方は、省 令に沿
つていくとした ら、どういう努力をしようとしたのかを確認 しておきた い。そ

うでなければ、最初か ら何 とかなるとこ思 つて、この場に参加 してきて いると

しか思えない。

何度も検討会の中で言 い続けていますが、薬は一般の商品と違 つて、飲んだ

人 自身がなかなか 自分で本当に自分に合つているか否かをきちん と認識 できな

い商品であるとい うことを考慮 して制度設計 を してきた。ですか ら、消費者ニ

ーズとかいろいろな利便性を挙 げているが、そ うでない部分があるとい うこと

が、そもそもスター トだ ったと思 う。

こんなことがやれ るとか、こういうことを今後や りたいというふ うに 、今後

の話ばか りで、具体的に今 どのような ことをネ ッ トの中でや られているか、現

状は何ができているのか、こういうことがきちん と新たにできるように なった

とか、技術的にこれはできないとか、そ ういった具体的な話が煮詰 ま らなかっ

た。

この議論にずつとかかわってきて、その趣 旨は十分に理解 を してきた つもり

なので、平成 18年 に薬事法の改正が行われ、その趣旨が明確にな った時点から、

何度も全国会議 を開いて、全国の薬剤師の担当者にその趣 旨の徹底 をず つと図

つてきた。ただ、詳細はなかなかわか らなか つた というのが事実。2月 6日 か

ら省令に基づいた対応マニュアルを作成 し、それ に必要なものを作 つて 、現在

それ を中心に全国的に各県ごとに薬剤師会 を通 じて、省令の周知 を図 っている

ところ。供給者 と しての責任があるので、その準備を十分に整 えてや っている

が、心配は消費者の立場か らすれば、今回の改正は消費者にとっていろいろな

意味があるものの、その意味を周知す る時間が大変短 くなって しまったのは残
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念。6月 1日 を目指 して努力を している。

身の周 りに薬局があるかどうか というのは百万歩譲 つてわか るとして、離島
かどうか とい うのはあま り関係 ない。例 えば、北海道の ど真ん中で、100 km先

に行かない と薬局がないような所 と離島とどこが違 うのか全 <わ か らない。あ

と、障害者に対 してどうするつ も りなのか。障害者の意見はいろいろあると思

うが、どうす るつもりなのか。安全性 と利便性ではな くて、いまの ところはラ

イフラインと利便性 という話。特に、視覚障害者 とか、あるいはヘルバー さん

を雇えないよ うな障害者は、現実的には今はこれで しか買えないというら、うに

言つている。基本的には、障害者の人は切 り捨てるという話だ。

この検討会 で障害者の方に対 してどうするかということはさん ざん議論 した

はず。それ に対 していろいろな意見があつたが、切 り捨て とい う話は全 くない

し、何 とか しようという思いで、現行の今のシステムの中で何 とかできそうと

いう話だ った と解釈 している。

2年間の暫定措置が出されると、6月 1日 に突然購入できな くなるという事態
は避けられるか もしれないが、2年間の暫定措置をとつて、その 2年後にまた

突然買えな くなるという方が多数発生するということは変わ りがない。あくま

でもネッ ト販売 あるいは通信販売でどのようにすれば安全に販売できるか、そ

ういつた販売方法をしつか りす る議論の場というものは絶対に必要。是非早急

にそ ういった場 を開いていただ きたい。そうしないと、事業者 も安心 して事業

を今後継続できないし、あと 2年後に突然購入できな くなる方が発生するとい

う点は単なる先送 りになるという危惧がある。

2年間の経過措置の中で二度 とそ うならないようにできるだけ早 く関係者は

努力をす るとい うことであ り、2年 後にまた買えな 〈なるという前提はおよそ

考えられない。

1の離島居住者に対する経過措置は、本来 2月 6日 に省令が出たその一部を

改正する省令案ですか ら、そ うであれば、この「離島居住者 に」 というのは 2

月 6日 の公布の中には入っていないのです。経過措置は入れるべ きではない。

2は離島に限 らず全て入るので、今までも検討会で議論があったように、突

然、6月 1日 か ら購入できな くなった人があっては困る。それは離島の方であ

ろうとどうい う所の方であろうと、そ ういう困つた人が出てはいけないという

趣旨で経過措置が出ているのであれば、別に、離島とい うものをあえて出さな

くとも、2で それは可能。 したが って、1を 入れる必要はない。

離島の定義ということに不安がある。4島 プラス沖縄以外はみんな離島で、

不便 さに関 しま しては北海道の山の中、100 km圏 内にどこにも薬店がない場合

も不便 ということになる。離島という言い方が突破 口にな り、 どん どん拡大解
釈 していくのではないか とい う疑間があるので定義 をは つきりしてほ しい。

継続使用の定義は曖昧。例 えば、1日 でも購入 した ら、あるいは今 日か ら 6

月まで何 日か日にちがあるが、いまのうちに 1回 買つてお くと、それが継続に
なつて しまう。また、継続か継続 でないか を誰が確認す るのか というのも難 し
い。電話での応待も、薬剤師か登録販売者が相談応需 した り、情報提供す ると
なつているが、薬剤師か どうかをどのように確認す るのか。

離島や継続使用の人 といいなが ら、実際は確認の しよ うがないので希望すれ
ばできるというような制度にな りかねないなと感 じている。このような経過措
置であるならば反対。

最初、薬が届かない所があった らまずいのではないか という話だと理解す る。
あるいは、不便があってはいけない、選択肢を提供 しなければいけないとい う
解釈 もある。4,000種類、4,000ア イテムの医薬品がt離島であろうが山間であ
ろうが届かなければいけない とい う考 え方なのか。そ うではな くて、不便 であ
ろうが、薬は北海道の山の中であろうが、東京のず っと南のほ うの離島であろ

うが、そこに届いているか否かということで討議 されてきたのか。 どち らかは
つき りと選択すべき。

薬業関連団体の皆 さんが、離島や困つている人間題で、 これで十分にカバー

できるというご提案があ つたが、今回 これは全然触れ られていな くて、経過措
置 というような形を採 られ ているので、それでは十分ではないとい うような結
論になつたのか。

薬業団体の方が専門家 と して対応できるときちん と提案 されているので、例
えばもしそれ とは違 う形で提案す るのであれば、なぜそれが駄 目なのか、 きち
んと理由を述べる必要はあるのではないか。

ネ ッ ト販売、店舗販売 とい う販売形式にかかわ らず、大切な ことは慎重に進
めな くてはいけないとい う思 いを新たに している。正直言 つて我 々のほ うに ヒ

ア リングされる機会はあま りなか ったということが 1点 。2点 目としてはネ ッ
ト販売、通信販売も含めて消費者のマーケ ッ トとい うのは刻々と動 いているの

で、薬剤師においても 4年前 とは状況が全 く違 う状況 と思 うので、基本的には

現状の使用動向をある程度勧勘案 しなければいけないのではないか とい うのが

2点 。3点 日は、正直言 つて影響範囲の特定が不十分ではないか。
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省令については、4,000も ある薬の中か ら自分に合つた薬をしっか りと選んで

い くというセル フメデ ィケーシ ョンの時代にあって、同一の医薬品だ けが買え

るということについてはいかがなものか。例えば医薬品が販売停止 になつてブ

ラン ド銘を変えるものもあるし、いろいろな形で多少変えたいという方もいる

と思 うので、同一の医薬品 しか買えない ということであれば、かな り厳 しい。

障害者の方々の切実な意見や視覚障害者福祉協会等か らも、困るという意見

が出ている。過疎地 というのは別に離 島 とは限らない。離島でかつ薬局がない

ことということで考 えると、一応小 さな薬局があつてもそこは対応できないと

いう話になるので、これについても反対。

継続販売 ということでは、妊娠検査薬 も買えな くなつて しま う。一生懸命少

子化の時代に働 いている共働きのお忙 しい家庭等も、本改正では対応ができな

い。

一種の暫定措置 として 2年間に限定 しているということは、2年経てば原則

的にはなくなる。 ということは 2年 以内に離島等における対面販売が不可能な

状態 をな くすつも りであるから、2年間 という趣旨なのか、あるいはそのため

には現在の薬局や薬店の業界や置 き薬の業界に対 して、かな りそ うい う離島等

で積極的な店舗展開をす るな り販売をや るように強力な指導 をす るつもりで 2

年間置いている。あるいは 2年 間の あいだに通信販売のルールをこの際きちん

と整備をして、店舗がな くてもやれるよ うな形を採るという 2年 間なのか。2

年経 つてあとは供給 しませんというのでは無責任。

同一の店舗 との ことだが、本当に薬局 も大変厳 しい状況に入 つていて、倒産

するところも多々ある し、高齢化が進んで店を畳むところも正直言 つて大変多

い中で、消費者視線 ということでいえば、同一の店舗 とい うのはおか しいので

はないか。また、合併 した場合やチ ェー ン ドラックの参下に入 つた場合はどう

するのかとか、いろいろなケースがあると思 うので、同一店舗に特定するのは

おか しい。同一店舗 というのはやめてほ しい。

周知不十分であるということと、具体的なよい手段がいまの ところなかなか

見つか らないとい うことで、2年間の経過措置をとりたいとい うことなのだろ

うと受けとめま した。その上でパブコメはあ くまでも薬局等のない離島の居住

者、そ して省令の施行前に購入 した医薬 品をいま継続 して使用 している方たち

のための経過措置 ということを確認 した い。施行前に購入 した医薬品をいま使

つている利用者や消費者のその特定は確かにできるのか。

継続購入者 を特定できるかどうかについては、我々インターネ ッ ト販売であ

ってもあくまで店舗販売業であ り、実際にお店に来て リアルで購入 していただ

いている方 というのも今現に多数いる。そ ういつた方に対 して、今現在、身分

証明書 を出 してくださいとか、そ ういつたことは申 し上 げていないので、店舗

に実際 に来 られている方が、次回例 えば何 らかの形まで郵送等販売を求め られ

た場合 には特定することは不可能。あるいは、引つ越 しや結婚 して名前が変わ

つた等 いろいろな場合が あるので、特定することはかな り困難な場合 も多い と

いうことをご考慮 してほ しい。

経過措置をとつた事業者は販売記録を作成して保存するとしているが、この

販売記録 |よ 、ネット販売の場合、各店舗がその販売記録をもって対応するとい

うことなのか。それともモール側が販売記録を保存するのか。

技術的に言えば、記録はサーバー上のほか店舗でも情報 を持つている。ただ
し、我々は基本的にプラットホーム提供なので、基本的には薬局、薬店がやる
こと。

正直言 つて議論が全 く噛み合 つていない。その根源的なポイン トは、インタ
ニネ ッ トユーザーかそ うでない人か ということだと思 う。つま り、私などはネ

ッ トで メールでや り取 りしたほ うが本音で話をできる し、若い人はそちらのほ

うがい ろいろ相談できる。ここにい らつしゃる方々は、大 変僣越ですが、ある

意味ほ とん どがネッ トユーザーではないので、違 つた考 えの方がた くさん いる
のだ と思 う。

そ もそもこの検討会の メンバー に しても相当偏 つている。ネ ッ トを規制す る

という話であればだが。第 1回 の検討会 というのはそ うい う趣 旨ではなか った

と思 うが、そこのところをや るのであれば、もう少 しエ ン ドユーザーの意見 を

聞 くべ きではなかったか。対面のほ うが得意な人もいる し、メール等で問い合

わせ をするほうが正直にいろいろな ことを聞けて本当にいいという人 もた くさ

んいるはず。根源的なコ ミュニケー ション、要するにイ ンターネッ トできちん

とコ ミュニケーションしてできる人もた くさんいる。そ つちが得意な人のほ う

が若 い人の間では相当多いと思 う。過疎地を救 うには、本 来的にそれ しかない

と思 つているので、愚痴にはなるが、そ ういうところを是 非勘案 した上で将来

に向けていろいろなことを考 えてもらいたい。

ネ ッ トは使えないだろうと言われ ているような気が した が、実は生活必需 品

のほ とん どをインターネ ッ トで注文 して購入 している。だ か らこそ、薬につい

ては消費者の安全性をきちん と考 えた場合には慎重な ことが必要だろう、今の

段階では整備がきちんとされていないと思つている。 この検討会は結論あ りき

の検討会だ と言つていたが、それは大変失礼な話。イ ンターネ ッ トも使えない

人が議論 しているという言い方はやめてほ しい。
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医薬品販売の制度 を最初につ くるときに、今までのあ り方が消費者 にきちん

と安全性を確保す るような環境があま りにもできていなか った とい うことがも

のす ごく反省材料 と してあった。例えば、本当は医薬品というのは温度 管理も

しなければいけないのに、実際、篭の中に医薬品 を入れて舗道などに山積みに

して置いてあった りした。そ ういう光景を見た ことがあると思 う。 したが つて

これまでの議論の ときに、単に販売が例えばニセ薬を出さないとか、業 を取 り

締 まるとかではな くて、安全性 をきちんと確認できるような環境を本人が望め

ば消費者のそ うい う環境 を整えようという制度設計が されてきている。安全性

が要 らないということも消費者に委ね られているように聞こえる。

店頭において情報提供の可否、あるいは欲 しいかどうか という確認は薬剤師

や登録販売者でな くても、誰かが確認すればいいという建て付 けになつている

と思 う。要す るに、その指揮監督下にあればということであれば、基本的には、

欲 しい人は対面でや つたほ うがいいですよ、とい うことはネッ トでも言 つたほ

うがいい。 リスクがあるか ら対面でや つたほ うが いいということはネ ッ トでも

や つたほうがいいと思 う。 しか し、 リアルな店舗 であ <ま でも本人が望めばや

るという建て付けであれ ばインターネ ッ トでも十分にできる。それか ら、商品

管理 というのは、ネ ッ トの店舗 も一音Fあ るかも しれないが大半は リアル な店舗

の話なので、制度設計す る中でもう少 しインターネッ トユーザーの ことを考え

て くれなかったのかなと思 う。

店舗の惨状が どうしてそ うなったか というと、皆 さんが医薬品を普通の一般

商品 と同 じような感覚 で購入されているのではないかとい う話があ り、薬は健

康 に関するものです ご く気をつけなければいけない商品だ ということを確認 し

て、それでは どうい うら、うに医薬品を持つている リスク、特性 をきちん とコン

トロールでるのか、 リスクをマネージメン トできるのか、とい う話合いが行わ

れ てきた。例 えば、離島 とか障害 を持 つているとか高齢者であるとか、そ うい

う方が困つているか らといって、その人たちが安全性が少 しほかの人に比べて

下が つてもいいのか どうなのか というと、それはいいとい うことにはな らない

と思 うので、下げないで どうにか手当てをしてい くという方法 を考 えてい くベ

き。

安全性か利便性か とい うことをネッ ト販売で言 つているのではな く、あ くま

で安全性が重要だ とい うことは全 く変わ らないが、今回の議論全体の中で安全

性のためには対面が絶対 に必要だ とい う前提があつた ところか ら議論が食 い違

っている。安全性 を担保す ることは絶対に重要だが、そのために対面は安全性

を担保するための一つの解だが、それ 以外にもきちんと安全性 を担保す るため

にできることが あるのではないかとい うのが通信販売 をや つている者がず っと

思 つていること。その安全策 を今回の検討会で話 したいと思 つていたが、時間

がないとい うことを何人もの委員の方か ら言われて、それで前 回お願いをする

ことに至 ったが 、あ <ま でも話 していかないといけないことは、安全を担保す

るために対面以外にも何かやれ ることが あるのではないか とい うこと。通信販

売で安全を保て るのではないか とい う議論をこの検討会 あるいはそれ以前の検

討会でもしないといけなかった。今後 2年間の経過措置の中で必ずそこのとこ

ろを しっか りと詰めてもらいたい。

2年 間とい うところで、これ まで伝統薬を服用いただいていた方は引き続き

経過措置の中で どういった環境 を整 え られるかということを検討 していきたい

と思 うが、併せて伝統薬の存続 とい う視点からすると非常に厳 しい条件にはな

ってお り、伝統薬 というものをどうい つた形で今後考 えてい <か についても、

この 2年 間で伝統薬の存続 というところも含めて検討の場 を設 けてほ しい。

離島の方に対 しては 2年 間あるいはもっと短縮 して、店舗 とか実際の配置業

者が行けるよ うな体制 を早急につ くるのだということで、それ は政府だけでは

な くて各業態の方が努力すれば済む と思 う。もう 1つ 、伝統薬や製造直販の方

であれば、通信販売を制度の中に組み込むということでないとすれば、これは 2

年間で通常の店舗販売に移行できる体制 をとりなさいということになる。 さら

に、 (2)の 継続使用者に対する経過措置 の中の伝統薬のユーザーではな く、単

に店舗 に行 くのが恥ずか しいとか忙 しいとかいう方については 2年間は継続で

きるがそれで打ち切 りなので、2年 間でネッ トばか りに頼 らずに実地店舗に行

きな さいとい うことを業者の側で指導す るという話になる。突然買えな くなる

とい うのは大変なことなので、 この よ うな方向でやつてい 〈のか。それ とも、

この 2年間でもう少 しほかのタイプの販売方法について法改正 、薬事法本体の

販売のタイプに踏み込む形の場 を別途設 けてきちん とや るのか。 どちらかによ

って 2年 間にやるべきことが変わ って くる。

今後 2年間の間に通信販売の今後の あ り方に関する議論がない場合は、今現

在、適法だ と言われている中で通信販売 を営んでいる事業者が 多数 ある し、ネ

ッ ト販売が理由で何 らかの薬害が発生 した事実がない中でそれ を規制す るのは

あ くまでも過度な規制だと思 う。

ネ ッ ト販売で薬害がないというが、普通、薬害にあった ときにインターネッ

トの購入場所に 「私は薬害にな りま した」という報告は しない。薬害を受けた

ときにまず行 くのは、医療機関であ り、被疑薬になつている薬の製薬メー カー

なので、ネッ トの販売業者の所にわ ざわ ざ報告は しない。
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通信販売を営んでいる者 と して、仮に今回省令案が省令になったとしても、
これか ら 2年間というか、今までもそうだが、今まで以上に通信販売の安全性

をさらに高めていく努力とい うことを継続的にや り続けないといけない。それ
が試 され る 2年間だと認識 している。その 2年後に しっか りとした業としての

通信販売ができるかどうか という議論の場がほ しい。我々として今までの 自主
ガイ ドラインをはじめとする安全策の周知徹底をしつか りやっていく。

最初か ら薬の入手が困難になる人の対策をどうするかという話か ら始まって
いるが、検討を重ねても一体誰がどういうふ うにどの ぐらいの人数の方が困つ

ているかの全体像が見えづ らか った。また、困 つている人たちにということで

ネ ッ トのほうで署名を募集 していたが、その内容も、薬 というのはこういうも
のだ とか、こういうことに気 をつけないといけないといったこともな く、ただ
ネ ッ トで買えなくなって困 りませんかといった書 き方でた くさん署名が集まっ

てきて、そこがス トレー トに困 つている人が これ ぐらいいるという話にはな ら

ないので、議論をするときに どういう人が どのように困つているかというのを
もっと絞 り込んで特定で きな ければ、その人たちにどう対応 しなければいけな
いのかが最終的にできない。
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後藤委員提出資料

」ODA資料

平成 21年 5月 22日

厚生労働大臣

舛添 要一殿

インターネットによる医薬品の販売等に係る体制

及び環境整備に関する審議会 設置の要望書

国民のライフスタイルが変化・多様化し、通信販売、インターネット販売 (以 下「通信販売」)

はすでに国民に欠くことのできないライフラインになつております。医薬品の通信販売もまた、

すべての国民が平等に必要な医薬品を入手 し、健康を維持のためのひとつの重要な選択肢

として今 日すでに定着 しております。

貴省において 2005年にまとめられた報告書においても、すでに『 (略)生活様式が変化・多

様化し、例えば夜間就労する者やいわゆる夜型の生活を送る者も増加するようになつた。さらに、

インターネット等の情報通信技術の発展・普及等もあり、これらは利便性への要請といった医薬

品の販売に対するニーズの変化の一因になつている。』 (厚生科学審議会 医薬品販売制度改正

検討部会報告書 2005年 12月 15日  より抜粋)と あることや、2008年 9月 に募集されたパプリ

ックコメン トには、通信販売を利用 して健康を維持する生活者の声が多く寄せ られたこと

などからも、医薬品の通信販売が多くの国民のライフラインとなつていることは想像に難

くないと思われます。

加えて近い将来、 日本が豚インフルエンザや′鳥インフルエンザ等のパンデミックに直面

すれば、通信販売によって医薬品を供給する私たちこそが国民の健康維持に重要な役割を

担 うこととなると認識 しております。

平成 21年 6月 1日 から施行される医薬品新販売制度において、 一般用医薬品のインター

ネット販売をはじめとする通信販売 (いわゆる郵便等販売)は、店舗販売の一部として取

り扱われます。 しかしながら、通信販売、インターネット販売などのいわゆる郵便等販売

は、1子来さらなる情報通信技術の発展・普及が予想されることから、現行法に力uえ て、

制度化が必要になる可能性があります。

私たちは、インターネット販売におけるよリー層安全な販売環境の整備を図るために、

業界としての統一的なルール案を提示 し、それに沿つた形で安全策を講じてきていること

を「医薬品新販売の円滑施行に関する検討会」で明らかにしました。今後も発展 し続ける

」ODA資料

情報通信技術をいつそう活用し、自ら積極的により安全なインターネット販売を実現して

いく所存でございます。

舛添大臣おかれましては、私たちが行 う安全策をより実効性のあるものとするために、

また不適切な販売を行う事業者を厳に排除するために、一般用医薬品のインターネット販

売をはじめとしたいわゆる郵便等販売の体制及び環境整備のために、法改正を見据えた審

議会を早急に設置いただけますよう、切にお願い申し上げます。
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『第 6回有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会』 における

医薬食品局長発言

厚生労働省 07/04/19 有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会 第 6回速記録

(hllDソ /、■v、、:nlhlw gO ip/shingν 2007/04/t、 [/s0419・ 31、「)よ り転載

開催 日:平成 19午 4月 19日 (木 )

場所 :厚生労働省専用第 22会議室

(前略)

○ 高久座長

わかりました。どうもありがとうございました。ほかにどなたか。

結論としては、薬監証明をZ、要とするような薬については、個人輸入は基本的には認

めないようにすると。そういう方向に行くということで。それから、医師個人輸入の場

合に、これはこれから具体的にどうするかが問題であるにしても、外国の例を参考にす

ると、品質の確保という意味では薬斉1師 の関与を十分に考慮するということで。ちょう

ど時間になりました。 どうぞ。

○ 高橋医薬食品局長

ちょっとその辺はよくお考えいただかないといけないのですが、この個人輸入はある

意味では野放 しではないかという、ありていに言えばそ ういうようなお話になるのかも

しれませんが、個人によるこういつたものの所持や輸入がだめだということは、これは

ある意味では非常に大きい問題なので、例えば麻薬とかああいうものに、こういうもの

を持つてはいけないという罰員」つきで完全禁上をするような話になるかどうかなんです

ね。その場合、ちょつとぐらい品質が悪いからだめなんだとか、個人には情報が十分い

つていないからやはり禁止する方向がいいんだということは、これはある面憲法問題に

なりますので、本当にそこまで非常に危険だという証明ができるかどうかというのは、

ちょっと私の方の目からいうとかなり難しいのかなとい う気はいたします。ですから、

実態として現実には個人は余 り情報を持つていませんから、できるだけ普及・啓蒙をや

ると同時に、できるだけお医者さんの方がきちっと管理をする方向で進めていくという

方向は全く問題がないと思いますが、今問題になっている最後に禁止ということになる

とかなり難 しい側面があるとい うことはひとつ御理解いただきたいと思います。

それから、先ほどの 13ペ ージ、個人の輸入で届出があるものと同時に、届出が必要

ないものがあります。これは山のようにあります。薬か食品かもわからないようなもの

がいっぱいあります。そこを全部何か国がチェックしろといつたら、これはもう行政事

」ODA 参考

務が大変なことになりますので、そこはあと個人責任でどう考えるかという問題が 一つ

あるというのはイip理 解いただきたいと思います。

それからもう一つは、輸入する場合に、では医者が責任を持って輸入するんだと。同

時にあと内容のチェックというお話が出ましたが、医者が責任を持つているというのは、

現行の法制度で医者が今の医療制度の中で、患者に対して全責任を負つているという格

好になつているわけです。これは全体の法律の組み立てが。そのとき例えばそこで今度

は品質の方もちゃんとチェックを誰かがやろうという話になれば、それは参加する誰か

がもしかすると責任をともに担う立場になるわけで、それはいいときはいいですが、悪

いときになつたら必ずそこには責任を負 うという問題が発生します。そこはよく慎重に

考えていただかないといけないということを、ちょっと御理解いただきたいと思います。

○ 高久座長

確かに禁止になると非常に大きな問題になるから、今おつしゃったように PRを して

だんだん減らす方向に行くということしか仕方がないと思います。それから、薬斉1師 の

方がどの程度関与するかということは、これは今後の検討課題になるのではないかと思

います。よろしいでしょうか。おっしゃるとおりだと思います。どうもありがとうござ

いました。 (以下略)

※文中太宇、下線は日本オンライン ドラッグ協会
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(旧法)薬事法第25条 (医薬品販売業の許可の種類)

医薬品の販売業の許可を分けて、次のとおりとする。

一。一般販売業の許可

二.薬種商販売業の許可

三I配置販売業の許可

四.特例販売業の許可

10DA

改正薬事法第25条 (医薬品販売業の許可の種類)

医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

一 店舗販売業の許可
一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので
あつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ
とが目的とされているものをいう。以下同じ。)を、店舗において販売し、又は授与する業務

二 配置販売業の許可
一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務

三 卸売販売業の許可
医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若
しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第二項において「薬
局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

IL

改正薬事法では医薬品販売業の許可は3つに整理される。
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(旧法)薬事法第35条 (特例販売業の許可 )

特例販売業の許可は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及が十分でない場合

その他特に必要がある場合に、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事 (その所在

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。次条に

おいて同じ。)が、品目を指定して与える。

改正薬事法 附則 第 14条、第17条 (経過措置 )

第十四条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の許可を受けている者(この法律の施行

後に附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、次条及び附則
第十六条に規定する者を除く。)は 、当分の間、従前の例により引き続き当該許可に係る業務を

行うことができる。

第十七条 この法律の施行前にされた旧法第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十条

第一項又は第三十五条の規定による許可の申請であつて、この法律の施行の際許可をするか

どうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例
による。

IODA

平成21年 2月 6日 厚生労働省医薬食品局総務課

「薬事法施行規則等の一音Fを改正する省令案」に関する意見の募集結果について

(23)郵便その他の方法による医薬品の販売等に関する意見 (その他の意見 )

(同様又は類似の意見を含めて計23件 )

(意見 )

薬局開設者又は店舗販売業者とあるが特例販売業はその定めの規定外と理解してよいか。

(回 答 )

特例販売業については、今回の省令の郵便等販売に係る規定の対象外です。
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『「薬事法施行規則等の一部を改正す る省令 の一部 を改正す る省令案」に                   つて しまうことが多いので、

関す る意見の募集』 に国民が寄せた意見 (一 部)                              薬の説明を無視 しがちになるし、ネットに比べると薬のチ ョイスは

少ない。

※誤字、脱字等もそのまま転載

ネ ッ トではだれにも会わずに買い物ができるため、プライバシーが

1.(北海道 女性)                                               保護 されやすい。

医薬品が離島以外の方はネットで購入できないことに反対 します。                           それに対し、 ドラッグス トアは客、 レジ係、果ては防犯カメラ、 と

様々なひと、ものにプライバシーを侵害される。

私の住んでいる場所には、薬局はありますが、豊富な種類の薬はお                          痔の薬、浣腸、妊娠検査薬など人前で買いにくい薬を手に入れるこ

いてありません。                                                とが困難になり、

特に売れ筋以外の商品は置いてないです し、                                     治療が遅れて健康を著 しく害することになりかねない。

取 り寄せてもらうことにも抵抗があります。

車で 1時間くらいかかるところには、大きな ドラッグス トアがあ り

ますが、そこまで行 くのは                                              3.(和 歌山県 女性 )

育児や家業があるなかで、行 くことは無理です。                                   私は夫の転勤のたびに見知らぬ土地での生活 となりますが、そこで

どうして、離島だけなのでしょうか ?私のところのように                             は者β会でも地方でも、自分がいつも定期的に買つて飲んでいる薬 を

薬局があつても不便ま町は離島以外にもたくさんあります。                              常備 している薬局を探すのは大変で、探しまわっても見つか らない

離島以外にも、私のような地理的に薬局がないところや、育児や介                          場合 も多々ありました。ネッ トでならどこへ引つ越 しても確実にい

護で忙 しい人のことも考えて欲しいです                                     つでも同じ薬を買つたり、新 しい情報なども得ることができます。

一番言いたいのは、薬局でガスターなどを買 うときでさえも、何の

説明もなく、レジで値段を言 うだけです。対面 して買 う意味が全 く

2.(山 口県 男性)                                               わか りません。説明してくれ る薬局には一度も出会つたことがあ り

私は薬剤師免許所持者ですが、このような規制には断固反対です。                           ません。副作用や薬害の被害に合つた人のお気持ちはわか ります

これはネ ットを薬の販売の世界から締め出し、                                   が、ネ ット販売に反対するのは方向が違います。 この対面販売でも

ドラッグス トアの利権を守 り、薬剤師の雇用を増やそ うとしている                          全 く防げないという事実について見当すべきだと思います。ネッ ト

だけにしか見えません。                                            販売では、即答とは言わないまでも専門家がいつでも質問に答えて

くれ ると思います。

薬剤師は国民の健康を守るためにあるものであり、 ドラッグス トア

の利権を守るためのものではありません。

厚生労働省には、薬斉」師 と国民をバカにするな、 とい う思いです。                           4.(東 京都 男性 )

私は調剤薬局経営の薬剤師であり、ネット販売は行つていないの

私は以下の理由か ら、規制には断固反対です。                ́                   で、専門家の立場で公平に意見を述べ られる。

ネット通販では薬の説明が大きな字でされてお り、落ち着いて説明

を読むことができる。                                              ネ ッ ト、通販の規制は不要である。第 2類の大衆薬では重篤な副

また、多くの種類の薬を比較 して選ぶことができる。                                作用は発生 しにくい、殆 どの方が長年飲み慣れた薬を購入されて

それに対 し、 ドラッグス トアではパッケージやポ ップだけを見て買                          ることから、さらに安全性は確保できる。

」ODA 参考
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もし、規制すると、離島や地方の方、高齢者世帯、多忙なサラリ

ーマンの方など殆 どの方が手軽に大衆薬が買えなくなり、セルフ

メディケーションが行えなくなり、逆に症状が悪化 し医療費が増

える原因にもなる。やはり、規制は回避すべきである。

大衆薬の危険性を訴え、ネット、通販を規制するならば、 ドラッ

グス トアも規制すべきである。

現在 ドラッグス トアでは第 2類薬品は客が自由に手にでき、カゴに

入れ られ る状況で、ただ、レジで会計をするだけで、買うことが

できる。 レジには薬剤師などの専門家は不在で、学生風のバイ ト

が レジを うつのが現状である。この現状がネ ット通販の規制に リ

ンクして法に従つた販売方法に改善される可能性は低い。

ネ ット規制以降、この現状を厳 しく指導 し、 ドラッグス トアにお

いても必ず専門家が対面販売、情幸R提供を行 うよう、指導監督を

徹底 させ るべきである。

現状では、ネッ ト、通販よりも ドラッグス トアの方が、販売に関

しず さんで、容易に購入できると思 う。

ネット通販を規制するならドラッグス トアの現在の販売方法も法

律に沿うよう指導すべき。そうでなければ法の下の平等に反す

る。

以下は厚労省には送信 していませんが、通販で購入 した薬を服用

しても症状に改善が無い場合は、早めに医師による診察を受けて

下 さいね。

5 (女性 )

【この省令そのものを撤回して下さい !】

紫外線ア レルギー、慢性腎不全で買いに出られません。

倒れます。

この先 2年間だけはネット許可 ?ア ホちゃいますか ?

その先は買えずに尿毒症で死ねと?買 いに出て意識不明で救急車

の世話になったら医療費全額負担 してもらいますよ。

しかもショップ限定 ?ど こで買お うと自由で しょう。

規制に大賛成 してる人達つて、対面販売で説明されないと副作用

が理解できない人達ばか りなんですね ?自 分達が無知だか ら庶民

はもつと無知だろうと信 じて、親切心からの省令ですか ?

残念ながら、庶民は納得の上でネット購入 してます し、あなた達

のような無知ではありません。 (笑 )

子供 じゃありませんから心配 してもらわなくても結構です。あな

た達は副作用が怖いなら、店に買いに行けばいい。それだけの話

でしょ?省令まで作つて、自分達の無知 レベルに全国民を巻き込

む必要は無いでしょ?こ っちは、大迷惑で命に関わるのですか

ら、いらん事せんといて下さい。

屁理屈並べてゴリ押 ししたいのでしょうが、「国民のため」など

と言 う綺麗ごとは、間接的な健康被害拡大及び殺人であると自党

しましょう。 これもエイズ・サ リドマイ ド・スモンなどと同じよ

うな、厚労省による国民への健康被害行為であり、薬害よりも広

範囲な無差別テロみたいにタチが悪いんじゃないですか ?

「利権 と天下 りと既得権益 と献金」はネット上でバ レバ レです。

どれだけあちこちのサイ トで失笑と激怒と反発をかわれている

か、検索してみたらいかがで しょうか ?

「薬害エイズ団体」は規制に大反対していますが、何故この話は

出てこないのでしょうか ?賛成派と勘違いされて迷惑なようです

ので、「賛成派の薬害団体名」は公表すべきでは ?

因みに友人達 と、これか らの選挙で自民党などの怪 しい政党には

一生投票しないキャンペーンを開始 しました。メール・ブログ・

掲示板でみんなに頼んでいきます。

官僚と政治家って、好き放題できていいですね。 こんな事やって

ると国が潰れますよ。

6.(東京都 女性 )

大阪のお店から皮膚病の漢方薬を購入 しています。 この薬でなけれ

ばダメなんです !こ の薬がなければ生活ができません。 2年後には

買えなくなるなんて、おか しいです !大阪まで買いに行けとい うの

ですか ?!国民をないが しろにした変な規制はやめてください 1断

固反対です !!
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7(長 崎県 男性)

締切ギリギ リだつたので、文面がおか しいですが、以下のとお り

投稿 しました

現在、漢方薬等の購入にネッ トを利用 していますが、以前は近所

の薬局で取 り寄せてもらい購入をしていました。

ただ、過疎化の影響で店舗が閉鎖 し、取扱店も近所には無いた

め、ネ ッ トでの購入は健康維持のために欠かせない物となつてい

ます。

今回、離島だけを 2年間限定で購入できるようにしているようです

が、我々が住むような過疎地の実情を考えているのか、非常に疑

間を感 じます。

しかも店舗販売で無ければ、説明が受けられないなどと国は考え

ているようですが、はつきり言つて対面販売で、以前購入をして

いた店舗以外では、まともな説明をされたことは一度もありませ

ん。

大型店舗になればなるほど、薬斉J師は店舗内に居るというだけ

で、販売はバイ トの方が行 うことが多く、逆に誤つた服用がされ

る可能性があると思います。

ネ ット販売は、直接説明が受けられないから危険だと言います

が、メール等形が残る方法できちんと服用の注意点などが送付 さ

れ、安全であると考えます。

ネ ッ ト販売の種類を規制するのではなく、個数を制限するとい う

方法など、柔軟な対応を期待 します。

利権等のために、国民の生活を苦 しめるのはやめてほしい。

8.(男 ′性)

対面販売を行 う店舗では、薬の品揃えが貧弱である。希望の医薬

品を入手するために何軒もの薬局・ドラッグス トアを尋ねることが

よくある。その結果購入が出来ないこともしばしば。 (売 り場面

積を考慮すれば在庫商品に限 りがあることは容易に推測できるこ

とで、実態も売れ行きの良い商品や利益率の高い商品しか陳列 し

ていないと感 じている)

また、薬剤師がいないことを理由に開店時間中でも薬品類の販売

を平然と停止 している店舗 を多く見かける。医薬品を販売するこ

とに付いての責任感が著 しく欠如 している。急病時に訪ねた ドラ

ッグストアで当然買えるであろう医薬品が販売されていない事実

に唖然としたことが何度 もある。急病にもかかわらず薬を求めて

何店舗も巡らなければならないことはもはや恐怖である。

この事態は薬事法改正後に認定者による薬品販売が認め られても

完全に解消されるとは考えられない。 (認定者も有限であ り、認

定者がいなければそれを理由に販売を停止するであろ う。特に人

材が不足しがちな地方で強 く懸念される。繰 り返すが、医薬品を

売る店舗に責任感が欠如 している。)

現状では上記の問題を解決 しているのがネット販売であ り、在庫

の豊富さ、配達の迅速さが消費者に多大の利益を与えている。

(注文後 12時間以内で届 くこともあり、薬局での欠品商品の取

り寄せ依頼には望めない利便性がある。この利便性は、医薬品と

い う商品の性格上非常に重要な要素である)

対面販売時に注意喚起 しなければならない医薬品の購入時、薬剤

師が対面販売 しているにもかかわらず注意事項の説明を受けたこ

とが一度もない。薬剤師は事故防止などに必要な義務行動を完全

に放棄しているのが実態である。薬事法改正を契機に指導が再徹

底 されるとしても、時間とともに形骸化していくことは現状が証

明 している。一方、ネッ ト販売では、販売画面に注意事項を強調

表示することで消費者に対する情報提供と注意喚起が完璧に実施

されている。

体が弱つて外出が困難になったときに医薬品がネ ット購入できな

い世界になつていることを考えるとゾッとする。やむなく海外か

ら (違法合法を問わず)個人輸入で粗悪な医薬品を購入 し健康被

害が続発する事態になることは明らかである。

上記の理由から医薬品のネ ット販売を一部でも規制することにつ

いて強く反対 します。

9.(東京都 女性 )

薬斉1師です。

薬剤師の任務は、薬剤師法で
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「薬斉」師は、調斉J、 医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどること

によって、公衆衛生の向上及び増進に寄与 し、もつて国民の健康な

生活を確保するものとする」と規定されています。

今回の法律の施行で 「国民の健康な生活を確保できなくなる」わけ

ですから、今回の規制は絶対に反対です。また、賛成者の中に 「薬

斉」師」がいるのならば (仮定ですが)そ れは悲 しい話です。

規制をする方は勘違い してます。インターネ ットの事がよくわか ら

ないだけで悪者に しています。

私は、インターネット黎明期の頃から、村井純先生がいつも数百人

のセ ミナー会場で語っていた 「インターネッ トはすべての人に平等

だ、平等でないなら、平等になる努力をしなければならない」とい

う主旨の言葉を熱 く語つていたが忘れられません。

今回の例で当てはめれば、インターネットがあるから、今まで近 く

に薬局がなくて 「不平等」だつた人が 「平等」になれる、とい うそ

のままです。仮にほかに考えるべき事があるならば、「平等」を封

印するのではなく、「平等」を最優先にして、それ以外の部分をど

うするか、考えるべきでしょう。

もしや、規制を しようとしている方は、インターネットが自分にと

つて平等でない、と感 じているとい う事で しょうか ?そ の為、既得

権益を行使 して、自分にとって臭いものに蓋をしようとしていませ

んか ?イ ンターネットは、これまでにないまったく新 しい概念の経

済圏です。ですので、そこに踏みこめないで じだんだ踏んでいるな

ら、まずは踏み込んでみてください。もし、平等でないと感 じてい

るなら、それは自分の力不足、勉強不足と気づ くでしょう。

また、今回の規制のように時代を逆行 してしまう判断は、今、たま

たま既得権益をもつあなたたちにとっては自己満足になるかもしれ

ませんが、今の若い世代の人や子供達が、これからのグローバルな

世界で 「日本だけなぜこんな法律があるの ?」 と、理解に苦しむで

しょうし、恥をかく事になると気付かないのですか?

私は薬剤師として、今 (今 さら)OTC薬 のネ ッ ト販売のように当

然の事を議論する暇があつたら、処方薬のネット販売を次どのよう

な仕組みをもつていけば、国民の健康な生活を確保できるかを議論

するフェーズだと考えてますι

ですので、OTC薬 のネ ット販売規制は絶対に反対です。

10(青森県 女性 )

車の免許がなく、陸の孤島のような生活をしています。近所も老人

が多く、今の世の中、便利でネットで買い物ができ、何かと、役立

つていたと思います。 しかし、もう薬は、買えない。テ レビで、薬

害で体調が悪 くなつた方が、言います。その、付 けを、、何故私た

ちが耐えなくてはならないのか ?国 も、普通に生活 してる私たちに

責任を、、何においてもそ うです。押 し付けるのか ?ネ ッ トでかえ

なくなれば、何が変わるのか ?置き薬屋が押 しかけ、馬鹿にならな

い金額を請求 し、勝手な判断で飲んだ薬の責任は、今度は、誰に押

し付けるのでしょう?タ スポと同じ失敗でしょう。2年 、その期限

も何の意味があるのか ?意味がわかりません。ある程度の自己責任

で薬を飲んでいると思います。 日本、変な国にな りま したね。

H (東京都 男性 )

お酒の飲みすぎで死ぬ人が何人いるのかご存知ですか ?

それと、大衆薬の飲みすぎで死ぬ人数と、どちらが多いのでしょ

うか ?

この問題に関する一連の流れを見る限り、既得権益 を持つた人た

ちが、新規参入者を排除するために、屁理屈を並べているだけに

しか思えません。 この規制で守 られるのは、一部業者だけであつ

て、消費者ではあ りません。

舛添大臣、および自民党関係者の方々。

民主党が次の選挙で、この問題を争点にしてきた ら、本当に痛い

目にあいますよ。いいんですか ?
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12.(神 奈川県 男性)

規制反対です。

とい うよりも、これに賛成できる要素が一つも見あたりません。

全国のこれだけ多くの国民が、生活の質を維持するために通販で薬

を買い、これ といって目立った被害が出ていないにもかかわらず、

何故国は今回の規制にこんなにも意欲的なのか、理解に苦 しみます。

今回の、あえてこう呼びますが、「ネ ット販売規制」は、登録販売

者制度が破綻 しないための、単なる国の浅はかな悪あがきでしょう。

先 日のテ レビ番組で、****の 登録販売者試験受験者が

2000人 を超えると放送 されていました。 ****の 社員だけ

で、それだけの人数が受験 しています。全国の受験料を合計する

と、一体いくらになることでしょう。投入 された税金やその他もろ

もろも含めてどれだけのお金が動いていることでしょう。

登録販売者制度が 6月 1日 から開始 されます。この制度が始まると、

2類 と3類に分類 された OTC医 薬品は登録販売者が販売できるように

な ります。それにより、例えば 24時間営業の店舗で薬を扱 うとき

に、人件費が安 くなり、多 くの医薬品の販売が容易になり、国民は

いつでも OTC医 薬品を購入できるので、結果として世の中が便利に

なる上に、登録販売者の制度のおかげで雇用も見込める。

とい うのが、国の言い分ですが、実際はそ うじゃありません。

登録販売者の雇用が進む分だけ、国家資格である薬斉」師の資格を

持つた人の雇用は減退 していくことを忘れてはいけないのです。 こ

の制度によって、国民は薬剤師に薬の情報を聞く機会を、国によっ

て減 らされるのです。   .

さて、今回の 「ネット販売規制」は、国からしてみれば登録販売者

の雇用を確保するためには必要不可欠だと言えるでしよう。薬の

ネ ット販売が今後さらに加速すると、現在のネット通販のように顧

客が増え、どんどん実店舗は数を減 らしていくことになると予想 さ

れます。そ うすれば、せっかく新 しく作つた登録販売者の資格に対

する魅力が、時間とともに薄れていき、誰も取 りたがらない魅力の

ない資格になることが容易に予想できます。そ うすれば、必然的に

お金の動きも悪くなつていきます。その 「破綻」を起こさないため

の国の悪あがきが、今回の 「ネット販売規制」なのではないです

か ?厚生労働省 さん。

はつきり言つて、迷惑です。

(注 :***部分は日本オンラインドラッグ協会が削除)

13.(岡 山県 女性 )

田舎に住んでいる年金生活者ですが、車の免許も持ってなく、母の

介護等で1亡 しく、中々買い物にも自由に行けません。

そんな者にはネットで買い物が出来る事に有難 さを感 じているの

に、それすら自由に利用できなくなったらどう生活 していつたらい

いのですか。

特に薬剤はネットのお薬屋 さんの薬剤師さんと相談 しながら購入で

きていたのに、それを廃止 されたら死活問題です。

どうか不安な生活だけはさせないで下さい。

14.(神奈川県 男性 )

以下のようにパブ リックコメン トを出しました。

・仕事の関係でなかなかお店に行く時間がとれず、インターネッ ト

を使い薬をよく買つています。

・来月から今まで購入 していた医薬品以外の薬を買えなくなるのは

非常に困ります。

。いままでネ ット購入 したことのある医薬品だけがこれからも買え

て、他の医薬品が欲 しい場合に買えなくなると言 うのはいったいど

ういう理由からですか ?教 えて下さい |

・インターネッ トで医薬品を購入できなくするのでしたら、24時間

営業の薬局を日本全国各市町村に多数国営で作つてください !
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。厚生労働省は国民の為になる法律を整備 してください。今回の法                          そこを規制するとい うのは、国民総不健康宣言と捉えてよろしいの

律の整備は国民の利便性を阻害するものです。なぜそのような法律                          ですね。

を作るのですか ?理由を教えて下さい。                                       日本は平等をやめます、発展をやめます、戦後からもう一度や り直
。医薬品を手軽にインターネ ットなどで購入出来なくなると、病院                          します、と。

にいくまでも無い病気でも救急車をタクシー代わりに使つて病院に

いく人が増えます。そのような事に成れば本当に急患の患者にたい                          条件付き 2年間の時限販売の案が出されたようですが、見苦 しい詐

して医師不足や医師の過労 。看護士不足・看護士の過労が増えて、                           欺です。

十分な救急医療が行う事も出来ず、救急車は来なくなり、たらい回                          2年 後には全面規制されて しま うのだから、無駄な延命措置を受け

しが増えるだけだとは思いませんか ?意見を開かせてください 1                           てぃるようなもの。

いずれは死亡宣告にも似た販売禁上になってしまうのでは意味がな

い 。

15.(佐 賀県 男性)                                              販売が禁止されたことによる、健康な日常生活への障害やそれに伴

今回の規制には絶対反対です。                                           ぅ社会的損害を、厚生労働大臣は保障してくれるんですか?

近くに薬局がなく交通も不便です。

何故時代に逆行するような規制をす るのか全く理解できません。                            そもそも、これだけ様々な情報が取捨選択できるネット社会で、通

そのようなことをするのであれば農薬、洗斉」、殺虫剤、タバコ、                           販会社・製薬会社・医療関係者等のサイ トから得 られる情報 と、実

お酒などほとんどの物を規制 しなければならないのではないで し                           店舗で特定の限られた薬斉」師から得 られる情報と、どちらが多様

ようか ?                                                  性・信憑性に富んでいるかは比べるまでもありません。

更にネットにおいては購入者が情報を並列化 した中で比較・吟味し

選択できるとい う大きなメリットがあります。

16.(神 奈川県 男性)                                              実店舗において、ネ ットと同様な商品の情報、品揃え、流通能力及

以下のコメン トを提出しました。                                           び秘匿性を提供・維持することが可能ですか??

/―――――――――― ――――――一一― ―――一一――――――                            ネ ットとい う可能性を持った手足を、自ら斬 り落とすかのような今

まず、この省令で誰が得をするのか (厚労省の人間か、規制を推進                           国の省令にはとても賛成できません。

する団体の者か、それともある特定の議員なのか)を はっきりさせ

ていただきたい し、その説明義務はあるはずです。                                  いつのまにか医薬品は時間の都合と交通の自由の利 く特権階級向け

そ うでなければ、「誰も利益を得ない」規制が通るはずがありませ                          の贅沢品になったんですね。

ん。                                                      さぞかし厚労省や賛成派団体の方々はブルジョワな生活を送 られて

いるんでしょう。

この規制は人殺 し法、否、それ以上の苦痛を蔓延 させる生き地獄法                          盲 目な厚労省や賛成派の方々には、是非とも最低限の常識 と現実を

です。                                                      直視する日を持ち備えていただきたいと思います。

日常生活のスタイルは時代とともに多様化 し、多くの人がそれぞれ

の 24時間の中で生活 しています。                                          最後に、このような手段 (短期間)で意見を集めたふ りをして国民不

時間的・地理的 。立場的・心理的・・・殆 どの人が何かしらの制約                          在の状態で強行 してしまお うというのは、あまりにも幼稚で卑怯で

を受けている中で、医薬品のネッ ト販売という手段は、 日々の生活                          はありませんか?

に直結する、言 うなれば生きる希望です。

11
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17.(茨 城県 男性)

関東 首都圏に住んでいますが、仕事の関係上なかなかお店に行く時間

があ りません。通販でいつも薬を買つています。来月からあたらしい薬

を買えなくなるのは困ります。

18.(女 性 )

薬の副作用については、薬斉」師さんからのすぐ消えてしまう音声

情報より、HPに ある視覚的な文字情報の方がコピペもできて情報の

保存も必要に応 じて可能であり、人だと言いづらかつたり、 うつか

り言い忘れたり間違えた りする事でも、HP上 の文字情報ならそれも

少なく、万人が同じサー ビスを受けやすいので、安全面でもネッ ト

の方が上だと感 じています。

す ぐ消えてしまう音声情報と違って、視覚的な文字情報であれ

ば、言つた言わないの紛争も減るのではないでしょうか。

対面でないと安全でないとい うのはごくごく一部の人の思い込み

ではないで しょうか。一見安全そ うに思えても、冷静に考えれば、

音声情報より視覚情報の方がわか りやすい 。記憶もしやすい人の方

が絶対的に多いのではないでしょうか。

対面でないと安全でないといいたが り、人の自由や健康を損ねる

のは間違うていると考えます。

誰もが、自分が最も安全だと思 う方法で薬を購入できるのが良い

のではないでしょつか。

医薬品の通販を継続 しないと、確実に国民は健康を害する事が増

えると考えます。

国民を不健康・不幸にする政策を進めるのは即刻やめて欲 しいで

す 。

薬の通販を禁止する短絡的な方策ではなく、ネット販売をいかに

安全にするか、薬を簡易に正 しく利用できるシステムをいかに随

時・常に検討できる形にするか、とい うのが時代に逆行しない、万

人によりよい方策ではないでしょうか。

副作用が危険な薬があれば、説明を一項 目ずつ確認 。本人確認 も

厳 しくしないと購入できないようにする、本当に危険な薬はさらに

文書でも送付のや りとりを行つて説明事項の確認 。自筆サイン・本

人確認書類を同封をしてから購入可能にするなど、対面販売より厳

しく安全な方法で購入できるようにする等方策を考えれば良いので

はないでしょうか。

少なくとも私は医薬品がネットで購入できない と私 と家族の健康

を守れず、不幸です 。・。対面販売は費用も時間も手間もかかり、

お医者様とはよく話 した上で決めた薬なのに、公衆の面前で医者で

もない他人にまた同 じ事をアレコレ聞かれて、恥ずか しかつたり、

つらかつた り、利用 しづ らい点も多いです。薬剤師さんに少 し声を

かけてもらつたからといつて必ず しも安全になるとは思えません。

メモも書いてもらった事もまったくないし、たとえ書いてもらつて

も手書きより、万人にわか りやすい形になつているHPの綺麗な文

字や図の印刷の方がいいです。薬斉J師 さんが必要だと思える事は少

ないです。 どちらかとい うと、薬斉」師の説明のシステムが無かった

ら、手間も費用も時間も不要で、恥ずか しい事もつ らい事もなく、

どれだけ幸せかと思 うことがしばしばです。病院からの薬だつて薬

剤師の説明なしに情報の資料だけをもらつて病院から購入 したいで

す。詳 しい情報の載つた資料や HPと 病院と薬局があればいいです。

薬剤師さんは利用 したい時には利用するとい う選択肢があれば本当

にいいです。

対面販売では買いづ らい薬も多いです し、核家族が進み、仕事も

家事も育児も介護 もと女性の負担が増える中、さらに薬のネ ット購

入が出来なくなると、家族の健康管理がさらに難 しい状態になりま

す。

今回の医薬品の通販の禁止の規制はあまりにも幼稚で安直愚策

な、多くの人々を不幸にする方法に感 じられます。

薬の通販がより安全になるよう、皆が幸せになれるように してく

ださい。
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19

私は下肢に障害を持つ身体障害者で出歩 くのに大変不自由

してお ります。薬が通販で買えなくなると非常に困ります。

医薬品の通販を継続 しないと、健康を害する国民が増えると

思います。

国民を不健康・不幸にする政策を進めるのが、厚労省の仕事

ですか?

20

以下 パブ リックコメン トに書き込みま した

医薬品とはいえ 大衆薬であるのに ネ ッ ト販売に規制がかかるの

はおか しいと思います。

また、インフルエンザ等 感染の危険がある店舗に出向くより 逆

に宅配ボックスなどへの投函による配達方法は ある意味では安全

に購入できる事になると思います。

お役人 さんは 余計なことをしないで 頂きたいです。

21(東京都 男性 )

ついこの間ですが、処方箋で薬をもらつたのに、薬斉」師さんは効能

も錠数も説明 してはくれず、はいっと引き渡されました。薬の手帳

に貼るべきプ リントも、請求 してからもらう状態です。対面販売が

間違いないなどと言 うのは、現実から乖離 した妄想です。

22(愛媛県 男性 )

離島の定義は何ですか ?橋が掛かつていれば違いますか ?人 口でハー ド

ルが有 りますか ?

同一商品の定義は ?容量違いは ?パ ッケージ変更品は ?」ANの み変更品

は ?上級グレー ド品は ?

こんな事を正 しく運用できますか ?

小売店は 6月 1日 から間に合 うように販売 して頂けますか ?

無理な事はやめて下さい。

23.(東京都 女性 )

都心に住んでいますが足が悪 く買い物にいけません。

ネ ッ トで商品の比較もできます し、価格の比較もできます。

ど うか今までどお リネットで医薬品が買えますように。

24.(神奈川県 女性 )

ノJヽ さな子供もいるせいもあつて、なかなか薬局に行つて買物が出来

な くいつでも購入出来るネ ットから薬を購入 させて頂いていまし

た。私のように小さな子供がいる方、近くに薬局がない方、お年寄

りの方でなかなか外出出来ない方の為にもネ ットで薬を買えないの

は非常に困ります。おかしい法律は止めて頂きたいです。

ネ ットで薬を買えないのは断固として反対です。

25

薬 をネットで買えないようにすることは何故必要なのでしょう

か 。

今まで薬局で薬を買つても買 う薬について説明を受けたことはあ

りません。

薬の箱に書いてある少ない説明を見て自己責任で買つています。

ネ ッ トで買うときの方が文章で注意事項が確認でき店頭で買 うよ

り情報が豊富です。

新インフルエンザが大きな問題になつていますが他の病気で熱が

出た場合に熱冷ましなど店頭に買いに行けるのだろうかと心配に

な り今回風邪薬をネッ トで購入 しました。

24時間発注できる利便性の高いネット販売は必要です。

医薬品のネット販売の規制に反対 します。

26.(千葉県 女性 )

以下のパブリックコメン トを提出 しました。

通 JJ」 時間と残業で、帰れば即子供の食事の支度 とい う生活で

10時～21時の薬局の営業時間には、必要な時でも間に合いません。
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(以前に発熱 した際に、深夜営業の薬局を探 して運転免許が

無いのでタクシーで行きま した。 ところが、第 2類医薬品の

コーナーにはネットがかかつてお り、薬剤師が不在 という

理由から営業中にもかかわらず販売して頂けませんでした。)

また、買い物を依頼でき、薬を選んで貰える人もいません。

核家族が進んだ現代で、老人向けヘルパーさん以外で他人に

買い物を頼める環境は単身者にも無いのが現実だと思います。

置き薬の業者 さんが家庭を回るのも、平 日日中のようです。

(ご近所の情報ですが)当 然お会いした事もあ りません。

風邪や発熱 。胃痛は年に数回ですが、病状がひどくならない様に

病院を受診する前に飲む薬が、該当の医薬品 (風邪 。鎮痛薬)です。

厚生省の指針 として、健康保険料の抑制を掲げるのであれば

より、家庭の医療 (早期手当て)を推進すべきと考えます。

薬代も全額 自己負担で、製薬会社と薬局の癒着 (特 定の新製品を

執拗に薦める事)も なく、消費者側の選択肢が広い購入方法です。

今後、インフルエンザのバンデ ミックを視野に入れたとしても

胃痛や偏頭痛など、持病 (職業病)に近 く、複数回購入 している

鎮痛剤を貰 う為に、患者のいる恐れがある病院・薬局店頭には

行きたくあ りません。患者の早期発見・対策は別の次元です。

また特定範囲 「第 2・ 3類」など今回の省令案で決めたとしても

ビール→発泡酒→ リキュールのように、売 り上げ減の製薬会社が

医薬成分を弱めたり加工して 「第 1類」「サプリ」 として

新製品が出てくる恐れはあ りませんか?

現にカラーコンタク トレンズなど、医療器具の範囲を逸脱 して

雑貨としてネッ トにも氾濫 してしまっている実例があります。

会社の休み時間にデスクで、ネット購入が出来る。 どれだけ

何回助けになつた事で しょうか。一般家庭の声として、

ぜひ考えてみてください。

専業主婦やパー トで時間に余裕がある奥様に、頼める状況の

厚生省のご主人方が、机上で想定してみても、判 らない部分かと

思い、一意見として送 らせて頂きました。

どうか、期限を設けずに現行の医薬品ネット販売方法を望みます。

最後に、特定の方や団体を非難・中傷する意思は皆無ですが

不適切・感情的に受け取 られる文章表現があればお詫び します。

27.(大阪府 女性 )

以下の内容でパブコメしてきま した。

安全性の面からと対面販売にこだわっていらつしゃる様子ですが、

厚生労働省の方々は、 ドラッグストアで (今回ネット販売が規制さ

れる一般的な)解熱鎮痛斉」を購入されたことが無いのでしょうか ?

ドラッグストアで一般的な解熱鎮痛剤、風邪薬を購入する際、そこ

に薬斉」師の方は必ず介入していますか ?

毎回、その薬に対する危険性などの説明を済ませてからレジとなっ

ていますか ?

私たち一般国民の購入者は、今、現在、現状で、 ドラッグストアで

今回の規制対象になる薬を購入する際に説明など、まず受けており

ません。自分で品を手に取り、箱に書かれている用法・用量を読

み、自己判断で薬を選び、薬剤師で無い方が処理をしているレジに

持つてゆくだけで購入できます。

この現状を、『安全な対面販売』と言うのでしょうか??
ただ、店舗に薬剤師の方が『存在はしている』というだけなのです

が 。

この多くの ドラッグス トアで 日常的にみられる光景 と、ネットで自

らの判断で薬を購入することと、一体、どのような差があるとい う

のでしょうか ??

箱に書かれた用法・用量の説明以上を知 りたい際に膨大な市販薬を

扱 う店舗で その薬に対 してどれだけ矢口識があるのか判 らない薬剤

師の方を探 さなければならない ドラッグス トアと、その薬に対する

危険度の呼びかけや詳 しい効能 を提示 してあり必要に応 じて多くの
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検索がその場で短時間に可能なネットと、どちらが購入者に取つて

よろしい状態か、その中l断 は考えもしないのでしょうか ?

現状で ドラッグス トアであれネット購入であれ、薬斉」師不介入のま

ま購入者 自身の判断での購入が多くを占めている現実を全く見よう

としていない、と思えるのですが。

小 さな子に手が掛か り外出もままならない人や、仕事を休んで薬局

や病院にゆくと首を切 られかねない不況に飲まれている会社員 。派

遣社員の状況、暮 らし。それが今の日本です。

会社を抜けて薬局に行つて首にされたら、厚生労fuJ省 が給与の保障

をしてくださるのですか ?不 当解雇だと戦 う費用やその間の生活費

を面倒見てくださるのですか ?

ネッ トで薬が買えないために家で倒れていて健康を著 しく損ねた

ら、責任取って頂けるのですか ?

親身になってくれる置き薬が良い方は置き薬を選べばいい。今現

在、皆が自己責任で薬を手に入れ続けているのです。

対面販売されていても、現状の店舗販売で安全性など確保 されてい

ないのですから、安全性を掲げて規制するのは甚だおかしくlLI由 に

などならないと多 くの国民が判つています。

パブ リックコメン トも全公開してください。

多くの反対意見があることを隠して進めないで下さい。

国民は役所や政治家、団体の家畜ではありません。

滅多なことでは首にならず育児なり休みが法の元におおっぴらにも

らえるお役人には、一般庶民の明日もわからない暮 らしなど理解で

きないので しょうね。小 さな子がいてタダで預かってくれる施設も

無い 自治体では、外出もままならない人が大勢いること、なぜ見よ

うとしないのか。

この規制でどれだけ切迫する人々がいるのか、死活問題なのか、

ちゃんと大臣にまで声を届けてほしいです。

28.(愛媛県 男性 )

インターネットで薬を家に居ても簡単に購入できる良い時代にな

ったと喜んでいたのに、なぜ時代を逆行する考えが生まれたの

か、疑間です。地方の者には大変あ りがたいシステムだったので

すが一。役人は弱者の事を第一優先で考えるべきだと思います。

地方の方で体が不自由な方にとって、インターネットで薬を購入

できるというシステムは大変あ りがたいシステムだと思つてる筈

です。こんな良いシステムを壊すのは、話 し合いで解決の糸口が

見出せない最終手段だと思います。まず、皆さんで何が良い方法

なのかという話し合 うとい う行為が大切だと思います。考えがあ

ま りにも一方通行すぎます。

29(東京都 男性)

厚労省宛、以下の様な意見を送付 しま した。

伊豆七島、神津島俄離島在住者です。

結論か ら中したいと思います。

今、何でこう言う規制が必要なんで しょうか |?

離島在住者の立場として、医薬品のネット販売は大変助かって

お ります。

私の島にも薬局 (実情は雑貨屋です)は有 りますが、どの様な

薬事法を以て販売しているのかは、詳細はわかりません。

とりあへず、対面販売はしてお りますが、厚労省の思惑通 りの

販売をしているようには思えません。

ましては、思 う薬等が無い場合が多々あります。

このことを踏まえてもらえれば、離島在住者のニーズに合 う医

薬品等がネット販売を通 して購入できます し、大衆薬でも薬の選

択肢が広がり、自己責任を以て自分に合 う医薬品等が購入できま

すので、このネット販売において大変便利に、また大変助かつて

お ります。

この規制が一部の利益にならないよう、また、離島部を含めた

過疎地での医薬品の購入の阻害にな らないよう、この規制への再

考をお願いしたい !
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30.(神 奈川県 女性 )

要介護のご老人 。身障者にとって介護ケアを受けられる回数は決ま

つているはずです。その大切な 1回 を薬を買いに行 くことに使つて

しまうと今までできていた散歩や買い物が 1回減つて しまいます。

また独 り暮 らしの方が熱を出していて解熱剤が残 りわずかな場合を

考えてみてください。そのような体で解熱剤を買いに町へ出ていけ

ば体力を消耗 して症状を悪化させてしま うで しょう。

薬が自宅に届けられる通販システムを廃上 しないようお願いいたし

ます。

31.(群馬県 男性 )

私は四肢麻痺でほとんどベ ッドの生活なので、自身では何も購入

できません。現状は薬を含めて必要なものをインターネットで購

入出来るので助かつていますが、薬がインターネッ トで購入でき

なくなるのは大変困 ります。必要な人がインターネ ッ トで継続購

入できるよう望みます。

32.(京都府 女性 )

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に

ついて

ネット販売と店頭販売両方利用していますが、ネッ ト販売の方は自

分で価格や内容に納得 して買えますが、店頭の方はこちらが指定し

ないと高いものを薦めてきます。薬剤師に相談 しなければどんなも

のを買つたらいいかわからないとい う場合もあるかもしれません

が、その場合は店頭で買えばいいのではないで しょうか ?今回の話

は、ネット販売にするか店頭販売にするかとい う問題ではないので

店頭で話を聞きたいとい う人は店頭で買い、自分で納得 して買いた

い人はネ ットで買えばよいのですから今まで行われていたネット販

売の方だけを制限付きといえども禁止することはおか しいと思いま

す。

33.(静岡県 男性 )

ドラッグス トアなどが徒歩で行ける距離にない場合に、通信販売は

大変便利に思つています。

今後、高齢者社会になりつつある中、車で買いに行かせるなどとは

鳥肌が立ちますσ

販売を禁上にするのではなく、通信販売の改革を進めていくべきだ

とおもいます。

規制が必要な商品などは、たとえば、チャットのようなもので、薬

剤師 との会話 した後に、カー トに入るようになるとか。

e― taxな どで、税金徴収する技術があるのであれば、薬を売るなん

て、もつと簡単に方法があるはずだと思います。

34.(愛知県 男性 )

厚生労働省は、近くに ドラッグス トアがない場合の事を

全 く考えてないでしょうね。

そ うい う弱者の事を考えたらあんな法案をでませんから。

郵便事業民営化の時にも、まったく庶民の意見を聞かずに

法案を通 して しまいましたし、昔から自民党は好き勝手

やって、どうしようもないと思います。

35.(神奈川県 男性)

足の悪い男性です。

近 くにお店がありません。

厚生労働省の販売規制の内容が曖味で理解出来ません。

副作用の強い薬の規制は理解出来ます。

一般の薬を規制すべきではありません。

この規制は国民を守るため ?疑間です。
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36.(東 京都 女性 )

以下の内容で提出しました。

「5月 31日 以前に医薬品を購入された方が、同一店舗で同一医薬品

を糸陛続購入 される場合」 とい う条件が、実態にlllし たものか、甚だ

疑間に思います。

先 日以前から使用していた医薬品を、薬局で購入したのですが、医

薬品名を告げただけで、何 も質問もされず、お金を払つて終わりで

した。む しろ、同じ医薬品をインターネットで購入 した時の方が、

確認事項にチェックを入れた り、同意のボタンを押 した り、 と医薬

品に対する理解は深まったのが実態です。

しかも、薬局の店頭で現金で購入 した場合、薬局側は、後 日、どこ

の誰に販売 したのか トレースすることはできないと思いますが、イ

ンターネットで購入 した場合、クレジットカー ドゃ届け先等の情報

から購入者の特定も可能で、後日、医薬品に何らかの問題が発見さ

れたときの トレーサビリティーも高いと思います。

もちろん、今回の規制が設けられた趣旨は理解 してお ります し、健

康被害を被 られた方は大変お気の毒に思いますが、それに対する規

精1の 在り方として、今回提示 された条件は、本質的な問題解決にな

つていないと思われ、再検討をお願いしたいと思います。

行きはましだが、帰 りは駅まで行き、乗 り換えて帰つてこないとい

けないんです。

その上便が少ないので、結局はタクシーを使 うしかない。

タクシー代がかかつて大変だから、歩いたんだけど、逆に具合が悪

くなつて寝込んだという母。

そんな人に薬を買 うのも自分で しろ !と 言 うんですか?

離島だから買 うのが不便とは限 りません。

それに、通販 を制限したって、 ドラッグス トアは山のようにありま

す。

そんなことを制限する意味があるんで しょうか ?

こんなこと言つても、なに不自由なく暮らしている政治家の皆さん

にはわからないで しょうけどね。

それに離島の人のために、誰がネッ トで薬を販売するんで しょう?

そ うなつたら、ネットで薬の販売とか しないですよね ?

通信販売のサイ トの維持にお金かける必要ない じゃないですか ?

本当に人の気持 ちに立って考えましょうよ |

37(女性)                                                  それに、女の人だと対面で買うのが恥ずかしい物だつてあるんです

本当に一方的なや り方ですね。                                          ょ。

いかに庶民とかけ離れた生活をしているかがわかります。                              そ ぅぃ うものを通販で買つて何が悪いんですか ?

私の両親は比較的都会に住んでいますが、とにかく薬 1つ 買いに行                          薬の副作用など危険性云々を言 うなら、そつちをもつとその理屈な

くのも大変な状態です。                                              き理屈で規制 されたらいかがで しょう?

自分たちのや るべきことができないからはい規制 !つ て、仕事でき

本来行つてあげ られたら良いのですが、そうもいかない時、必要な                          ない人間が仕事放棄 しているのとなんら変わらないでしょう。

薬をネットで購入 して、送つてあげたりしています。

もう呆れる以外に何もありません。

高齢になつたら免許は返させ る様な働きかけをした りしながら、一                          結局は自分のことしか考えられないんですよね、役人は・・・・

方で自分で買いに行けと言 う。

医者に行くのだって、バスの使が少ない上に循環線で一方通行。
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38.(福井県 男性)                                               コンビニや ドラッグス トアでは購買歴もわからない店員が売って

福井でも過疎地にすんでます、一番近薬局まで 40分 かか ります。ネ                         お しまいより、副作用報告が出た時に購買録がわかるネッ トのほ

ッ トで購入出来なくなると、ひじょうに不便です、反対です。                             うが安全性が高く感 じます。

副作用などは医薬品の説明書に書いています。

39,(愛知県 男性 )

医薬品をネットで買 うデメ リットを考えての政策だろうが、あま りにも考えが浅い。                   ネ ットか店頭は個人が選べばいいだけです。

なぜネッ トで購入できるメリットを生か したまま、デメリッ トをりF除する方法をな模索                 一概に規制するものではあ りません。

しないのか疑間である。

医薬品に関わらず犯罪 も含めてネットでの多くのデメリットはその匿名性から来る。                   だれが得をするのか考えるとかなり胡散臭い法案ですね。

そ して基本的に利用者側のモラルを向上させる手だてが無いと、最終的に包丁も買えな

くなつて しまうだろう。 もつと前向きに新しい文化を育てて行かなければならない。

それは蓋をするのではなく啓蒙である筈。少なくともリスクがあるからこそ良い方向へ                 41.(埼 玉県 女性 )

前進するのではないだろうか ?                                          ネ ットで薬を販売することが、なぜいけないのか 。・・納得できる

ような理由がはっきりとわか りません。

40.(福 岡県 男性)                                               薬害の被害者の方々の意見を新聞で読みました。

病院用の医薬品とOTC医薬品を一緒に考えている意見が出てます                          被害者の方々のお考えはもつともだと思います。新たな薬害を生み

ね。  リスクの高い医療用の医薬品を販売してくれといつている                           出さない努力は必要です。

わけではないでしょ?

しか し安易にネット販売だから薬害がおこるのだとい うのは、いさ

一般用医薬品は厚労省の認可を受けて安全性が高いものだけが                            さか短絡的な感 じがしてな りません。

(そ れでも副作用の可能性はある)出ています。

ネ ット販売のメリットとデメリットをしつか りと把握 して、そのデ

副作用の リスクが高い危険なものがもし認可されたものだとする                          メリットをどう減 らしてい くか・・ 。問題の発生を防いでいくのか

と、もうすでに薬害報告がでて販売中止になるはずです。                               とい うことに注 目すべきで、危ないから禁止すると言 うのは、とて

そんな報告は、ニュースになつてないですよね。                                   も文化的な国の行 う対策 とは思えません。
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確かに自己責任ではなく安易な許可を通 した厚労省 と製薬会社の

責任が大きいですよね。 現に薬害肝炎や HIV、 サ リドマイ ドも調

べるとみんな外国では副作用の報告がされていたのだけど国内に

伝達 しなかつた厚生労働省の怠慢ですよね。

もしか してその怠慢から責任逃れするためにこの法案を出 してい

るのかもしれません。

ネットで薬が買えると言 う利便性をつぶすのではなく、国民がメ リ

ッ トを感 じて利用できる制度にするために、各省庁があるのではな

いでしょうか ?

42.(香川県 男性 )

建築設計事務所を経営 していますが、仕事の都合で中々薬局ヘ

は行けません。また、事務所に数社の置き薬も有 りますが殆 ど使
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用 しません。あまり、病状及び症状に合つた薬等が入つていない

のです。私 自身、毎日パソコンに向かっての仕事なので、医薬品

のネット販売は非常に有難い存在である事は確かです。ましてや

、企業防衛 としての今回の新型インフルエンザに対する準備など

は、近所の ドラッグス トアでは出来ません。

ネ ット購入 しか方法がないのです。 したがつて、今回の薬事法改

正には断固反対 します。

43.(北海道 女性 )

私は街に住んでいます。薬局も近くにはあります。

でも、婦人科の病気で腰痛がひどくて外出がつらいので

外出 して買い物に行くことはあま りあ りません。

食材も宅配にたのんで購入 しています。

2ヶ 月後には手術をしますが回復するにも少 し時間がかかると

ドクターから言われています。

離島の方ばか りが薬の購入に困っているとい うのは

おか しいのではないですか ?

私のように街に住んでいて買い物には不 自由 しない環境の人たちの

なかにも、同 じように病気で外出するにも困難な人もいると

い う事を考えて下さい。

44.(北海道 男性 )

以下を厚生労イ動省に送信 しました

先ず、検討会が開かれることになった中で、舛添大臣から「医薬

品の販売は、国民の健康を守る観点から、安全対策をしつかりや

る必要があるが、すべての国民が平等に医薬品を入手できる環境

づ くりも国の責務と考えている」とい う意見がありました。 しか

し、省令案は離島在住者限定、継続購入限定、同一店舗限定とと

ても平等 とは言えるものではない。平等 と言 うからには限定はは

ずすべきではないでしょうか。少なくとも 1年間は今まで通 り

で、今後 1年間の中でさらに検討会を継続 して決めるとい うので

あれば理解できますが、検討会でも結論が出ないままに厚生労働

省が決めるのはとても納得できません。

次に、何故離島のみなのでしょうか。厚生労働省担当者は冬の北

海道にきたことはありますか ?-30℃ 前後まで気温が下がる冷

え込み、吹雪や地吹雪による道路状況の悪化、ツルツル路面での

歩行困難・・・あなた方は障がい者や高齢者にこの悪条件の中で

も数十キロ離れた薬局に買いに行けと言うので しょうか。それで

もし転任1に よる被害者が出た場合、国が補償するので しょうか ?

さらに問題は 「同一店舎南で同一医薬品を継続購入される場合は認

める」という限定事項です。厚生労働省には医薬品の専門家はい

ないのでしょうか。中医学では体質 (証)が変われば服用する漢

方薬が変わ ります。同一医薬品では適切な治療や予防ができない

のは薬斉」師はあたりまえのこと、薬種商や登録販売者でも分かる

事です。同一店舗は 100歩 譲つて理解できても同一医薬品限定

とい うのは絶対に反対です。

自分は薬の専門家ですが、このまま省令案が変更されずに施行 さ

れた場合、今まで通 りに医薬品を購入できなくなる人が必ず出て

くるでしょう。その際に、自分が関わる方に健康被害が出た場

合、省令の改正に携わった厚生労働省の担当者一人一人に対 して

も徹底的に責任追及することも辞さない考えです。

規制反対の署名は 100万 人以上。前回のパブ リックコメン トで

は 97%が省令案に反対。検討会では結論は出ていないにも関わ

らず規制に踏み切ることから改正施行後の責任は厚生労働省にあ

ることは明白です。 自分に限 らず、誰かが厚生労働省の責任追及

を開始 しても100万人 を超える人たちや企業、メディアが後押

しするでしょう。担当者 の方々はそれだけ重く大きいことを実行

しようとしていることを認識 してください。

45.(神奈川県 女性 )

今回の販売規制については、検討会の発言記録などを読んで

薬害を受けた方がいる事についても学びましたが、

薬害があるからネット販売を禁止する。とい う短絡的な
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判断がどのような人から発せ られているかも

少 し判つてきました。

ネ ットが禁止なのに、同じようにリスクが発生するであろう

民間伝統薬や家庭用置き薬は規制の対象外とい うのも

これまた不思議です。

「薬害」とい う言葉を隠れ蓑にして、

他の思惑があるとしか思えません。

最近のネ ット薬局は体調についての問診票を記入 しないと

販売 してくれなかった り、薬のリスクについて文章で

説明してくれています。

まだ他のネ ッ ト薬局が薬害について説明不足なら、

さらに説明を義務づけ、相互で確認 し合えるように

チェックする対応策を考えればいいのでは?

そ ういった方向に考えが向かわせないのは何故なのか ?

この規制は本当は誰の為に行 うのか ?

偽善的な匂いがしてなりません。

46.(関西地方 女性 )

法改正は本当に本当に切実に困ります。全ての ドラッグス トア

とは申しませんが本来は一年以上必要な店舗での実務経験が

“実務経験ナシ"の状態で実務証明書のようなものを発行 し

登録販売者 を養成 しています。ご存 じないとは思えません。

気がついているはずです。 もし気がついていないのなら早急に

調査をお願い します。そのための罰只」じやあ りませんか。

動いて下さい。

なぜ付け焼き刃の登録販売者が一人でもいたら説明せずに店頭

でも購入できて、危険な薬の場合には何重にもチェック項目も

しつこいくらいに赤字で説明があるネットでの販売が不可なの

か。対面販売をどれほど信用 して らつしゃるのかは分かりませ

んがあま りに世間知らずもいいところです。厚生労働省にはコ

ンビニもネット通販も利用 した事が無いような浮世離れ した方

しかいないのでしょうか ?甚だ不思議です。

身体的に薬局へ行く事が難 しい人には置き薬を?通常の薬局で

の購入が難 しいような夜間勤務などの人には夜間販売の ドラッ

グス トアかコンビニ ?コ ンビニが無ければどうしたらいいので

しよう?頑張つて働いても薬を自由に買 う事も許 されない。 ど

れだけのお金が流れてるのかこうなったら全て明らかにして欲

しいと思います。今回の改正で恩恵を受ける団体企業からどれ

だけのお金が流れているかを全てオープンにしていただきたい

とい うのが本音です。ネッ ト販売 とはいえ薬剤師もいるような

シヨップでも危険とされ、薬の知識も実質的には無いに等 しい

付け焼き刃の大量生産された単なる登録販売者がいるだけの販

売店がどれだけ安全なのか 。・ 。そこに納得できる理由がない

限 りはやは り今回の改正には反対です。たまには耳を傾けて下

さい切にお願い申し上げます。

47.(福岡県 女性 )

薬事法施行規則等の一部を改正す る省令の一部を改正する省令案に

反対です。

私は、現在、1歳の息子を育児中の主婦です。

私が住んでいる場所は都市部でお店などはそろつています。

しかし、小 さな子供を抱えていると、せつかく便利な環境があつて

も自由に買い物一つすることもままな りません。

夫婦共に実家も遠く核家族ですので、手伝いを頼る人もいません。

そんな状況の私にとって、インターネッ ト通販は必要不可欠な買い

物手段の一つです。

一般の ドラッグス トアで販売可能な薬であれば、同じ薬斉」師が管理

している健全なお店からであればインターネットからも購入できる

環境は残 しておいていただかない と困 ります。

また、抵抗力の弱い小さな子供を抱えていることから、新型インフ

ルエンザ発生に備え、厚生労働省のガイ ドラインに したがって、食
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料や 日用品の備蓄を行 う、人ごみへの不要不急の外出を避けるなど                          49.(愛 知県 男性 )

対策をしています。                                                 ドラッグス トア等での店頭販売で薬品の説明を開いて、薬を購入

インフルエンザに限らず、風邪などの感染症の方が集まる可能性が                          したことがありません。説明を聞こうとするとマージンの大きい

高い薬局・ ドラッグス トアは特に避けたい場所のひとつです。                             薬 しか薦めないことがわかっているからです。 どんな薬にも副作

そ ういった方と常に 「対面」 している薬斉J師 さんともできるだけ接                          用があるのですか ら、使用説明書があります。結局、通販も店頭

触 したくありません。                                              販売も違いがあ りません。便利 さからいえば、通販の方が適 して

います。もつと考えると、店頭販売業者からの裏金が政治屋に流

そ ういつた面でも、インターネット通販はとても心強い買い物手段                          れているのかと疑つてしまいます。本当に重症 と感 じたら病院に

ですo                                                      いきます。その方が薬代が安くつくからです。通販のどこが悪い

のか、合理的な理由がありません。

一律にインターネ ットでの販売を禁止するのではなく、不適切な業

者やメーカーをlJF除する、消費者の安全を守るための環境を整備す

る法律を作つてください。                                             50(愛 知県 男性 )

仕事が忙 しくて病院へも薬局へもいけない人はどうする 。・

世の中沢山おかねもらつて、時間のある奴ばか りは少数で

48.(東京都 女性)                                                時間も無く働かないと生活を家族を維持 していけない人で

パブ リックコメン トに投稿 してきました。                              _       ぃっぱぃだ。。。薬の net通販はそれ らの人を助けてくれている

頼むから、上流階級ばか りが納得できるような決め事は

以前ネットで薬を購入 した際、メールで効能や副作用について質問                          止めてくれ 。・・ 日本は中流社会なんていっているけど

したところ、とても丁寧にご返信いただきました。成分や作用を調                          送でない人の比率は大きい 。・・・底辺が納得できるような

べ商品を比較検討することもできるし、女性では店頭で直接聞きに                          決め事や恩恵 してくれる決め事を作つてくれ。

くい質問などメールではできますし、買いにくい薬 (水 虫薬等)も

ネ ットでは何のためらいもなく買えます。 ドラッグス トアで薬の効

能や副作用について開いたところで、パー ト・アルバイ トの店員で                          51(埼 玉県 女性 )

はネ ットのような的確な答 えは得 られません。スピー ドと経費削減                          厚生労働省に言いたい事はやまのようにある。

で利益を生んでいる販売店ではレジに経験豊富な薬剤師を常時配置                          離島ならば買える、履歴のある人なら買えるな らば、ネット販売は

し、1つ 1つの薬に対 し丁寧に説明するなんてことは しないでしょ                          危険ではないとい うことになるのでは?

う。だつたら対面販売などまったく意味がないことです。                              本当に危険ならば、誰に対 しても販売許可はできないはず。
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だいたい今回の規制や給付金、高速道路の休 日割引の件に しても、

何か最近の政府の施策はちぐはぐで、本当に国民のためを思つてや

つているのか疑間です。一部の役人や政治家、企業等のいわゆる特

権階級が潤 うために我々の税金が使われているかと思 うと腹立た し

い限 りです。

今、地元に ドラックス トアが 2件、スーパー内に薬局がある。

が、スーパー内薬局には私の常備薬はない。

この常備栗は頭痛の最終手段 として飲んでいる薬。

ドラックス トアがあればいい じゃない |?と 言 うかもしれないが、

この ドラックス トアがずつとそこに存在 し続ける (経営を続けてい

ける)と 、厚生労働省の方々は保証 してくれて、尚且つ消費者を保
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障 してくれるのだろうか。                                             後期高齢者にとつてネ ッ トショップは、時間の節約・交通費の節

約 。体力の消耗が無い 。長期に飲む薬が送料無料で安価に買え

そこになければ、車を運転 して、電車に乗つて、買いに行けばいい                          る。

というかもしれない。                                              これほどあ りがたい ものはありません。

車の運転が出来ない人は ?交通の便の悪いところに住んでいたら?                          薬の通販継続を切にのぞみます。

見つけた先の薬局に、合 う薬が置いてない場合、費や した時間、費

用等の労力は国が補償 してくれるわけ ?                                      救済策

【11(1)に ついて

検討会 とい う場に、普通の消費者 がどれだけいるのだろう。

今やスーパーですら、ネッ ト宅配 をや る時代。                                    厚労省は、離島の居住者ばかりを救済 しますが、同 じく薬局・ ド

手数料がかかったとしても、玄関先まで運んでくれるなら・・ 。と                          ラックス トアーで買い物ができない方は、広い分野に大勢いま

利用する人は増えている。                                            す。

そ うい う時代に、24時間いつでも利用できるネット販売を規制す                           私の様な後期高齢者 ・体の不自由な方・共稼者 。子育中の方・独

る、その発想がそもそも理解できない。                                       り者が突然の発熱や腹痛に遭つた時、薬のネットショシプが助け

てくれます。これ らの人々も救済 してください。

対面販売なら絶対安心 ?いや、そんな事はない。

人により知識量がまちまちなのは、普通に生活 していればわかるはず。                         厚労省は国民を熟視すれば、いろいろな処からの悲鳴が聞こえ、

苦 しみが見えて来るはずです。 2年間だけの改正省令案では無く

ネ ット販売賛成派が 2人 しかいない検討会。                                     継続販売を認めてください。

既得権益を守る業界+被害的視点の消費者の反対派と、賛成派が                            薬のネット通販は署名 した 140万人を救済 しているのです。

たつたの 2人。消費者 として賛成する人が座に加わらないメンバー

構成の検討会。                                                 11】 (2)について

同一者が、同一店舗で、同一医薬品を購入する場合に限る。は削

偏つたメンバーで検討会。                                             除してください。

厚生労働省のお粗末さがわかろうとい うもの。                                    2年 間ネット通販糸眺続購入を認めながら、この消費者束縛の改正

は救済と言えるので しょうか。

全く消費者の自由を認めず一方的な押 し付けです。封建時代や戦

52.(神奈り|1県 女性)                                             時中の統制経済が蘇えった感があります。

改正省令案への意見                                               デモクラシーを踏みにじった時代錯誤も甚だしい悪政です。

この改正省令案は認められません。消費者とネッ トショップの

私は後期高齢者です。だんだん体が不 自由になり、買い物に出る                           「薬屋」のために継続販売を認めてください。

のが大変です。

徒歩でも、バス利用でも通常の人の倍から3倍の時間がかか りま                           厚労省は悪の枢軸ですか ?

す。体力も無いので、重い物は持 ち運びが困難です。                                 年金問題では、国民が納めた年金を着服 したり、改 ざん した りし

こ うなるとタクシーを利用するしかあ りません。                                  ても、罪人にはな りません。謝 りもしません。

後期高齢者にタクシー券を交付 していただけますか ?。                                介護保険も高齢者か ら高いお金を取って、いざ必要 とな り保険を

」ODA 参考
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使お うと思つても施設も人手も無い。

後期高齢者保険も不可解です。

薬のネット通販の規制。

病院もどんどん開鎖する。

産婦を蔑ろに して死亡させる。

どれをとっても国民を苦 しめるものばかり。厚労省は平成の悪代

官です。必殺仕事人に頼まないと解決出来ないかも知れませ

ん。そ うならないよう、仁徳のある政策をお願いします。

53.(不 明)

薬局 と製薬会社との取引が無いから薬品の購入ができないと店の人

に言われたか らネット通販で購入 していますが今後は、厚生省が各

個人の要望に応えて対応 してくれますか ?ま たは、薬局にて対応 し

てくれるのですか ?

54.(京 都府 女性 )

90歳 を過ぎた母を 自宅介護 しています。

やつと パ ソコンに慣れて一 注文できるようになり… 大助か り

です。  重い荷物を 運んで貰える ついでに ちょっと お薬

も一 と、思つて居る 老々介護の 人間も 居るつて 事を 伝

えて下さい。

55.(新 潟県 男性 )

当法案に絶対反対です。

「通販で買いたい」とい う方が、安心 して安全に買い物ができるよ

うにするための知恵が見受けられません。

ほんの一部の悪者のために、多 くの国民が、必要としている国民が

困つて しま うようなことは、許せません。これは、改悪法案です。

例えば、通販出来るサイ トを認可式にするとか、顔写真 と保険証番

号を登録 して、必要な薬を買えるようにするとか、まだまだ実行で

きる知恵はあるはずです !

きちんと、国民の目線に立って仕事をしていただきたい。

誰のための公務員ですかつ ?!

56(新潟県 男性 )

今回の薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する

省令案については 大反対です |!|

理由は 薬剤師を守るためひいては薬剤師を育てている学校を守

るためさらに病院関係者を守るための法律でしかないからです

薬のネット販売規制をするのは時代錯誤もはなはだしいです

以前薬局で薬を買つたときに薬剤師のア ドバイスに基づいて薬を

購入 しましたが体に合わずひどい日にあいました。薬局だと恥ず

か しいのもあつてあまりじっくり相談できません。

薬は効能や副作用などじつくり説明を読んで自分の判断で買 うの

がベス トだと考えます。

それなら納得いきます し。

そのために薬の効果、副作用を製薬メーカーにきちんと情報公開 さ

せるのが厚生労働省の仕事ではないですか ?

国民はパカではないのできちんと効果、副作用、服用量などがわ

かるようになつていれば自分で判断できます。

ネッ ト販売業者をいじめるのは仕事ではないはずです。

57(東京都 女性 )

ネッ トの医薬品は使用方法や副作用 がきちんと明記 されているもの

がほとんどだと思います。一方店舎南の薬品販売のほ うが 「わかつて

るよね」の態度で説明もなくただこちらが買 うだけ売るだけの処の

方がほとんどだと思います。ただいま介護中で昼も夜もヘルパー さ

んに頼まないと介護必要な家族を置いては容体が′心配で出 られない

状態です。おむつ、尿漏れ防止のシーツや介護用品は重 くて量を持

ち運べない物が多いのです。そんな ときにネッ トで必要な重い物を
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頼むのにどれほど、どれほど助かつてきたことか判 りません。私は

介護の他仕事も日中しています。家族も仕事で遅 くて薬が介護で忙

しく自分のものが買えないときは多い。ちよっとした物でも介護の

最 中では、仕事が忙 しく夜遅いときには、夜中でもネットだと買え

ます。買えるところがある、送つて貰える、それだけでも介護の疲

れやス トレスがわずかでも軽減されるのです。ネット販売を使用 し

な くては介護や 自分のケアをしながら介護する者の世話は続けてい

けません。

介護のために極度の疲労と睡眠不足で疲れ切つている時に、それが

できなくなれば、精神的に追い詰められ、買 うのが大変なス トレス

もたまり、大言壮語でなく思いあまって介護殺人や未遂に走る人も

出てくるでしょう。介護 とはそれだけス トレスがかかるものなので

す。これは極論ですが、ネ ットで薬品すら買えなくなることは、介

護に追い詰められ思いあまって最悪の事態に至つてしまう人を増や

す ことになりかねないことです。

あなたたちはそんなに、自らも精神的にも体的にもぼろぼろにな り

ながら、懸命に介護 を続ける人達を追い詰め、果ては最悪の結果に

陥 りかねない事態に追い込みたいのですか ?

全ての人が車を持つているわけでも、大量の介護用品や、介護で買

いに行けないものを買いに行ける時間があるわけでも他の人に頼む

お金を出せたりする余裕があるわけではないのですよ。

そ う、現場の生の声を聞かずこんな愚かな法案を出すあなたたちの

よ うにね !

インフルエンザ騒ぎに紛れて、こんな無意味な規制を推し進めよう

としないでいただきたいです。

ネ ットで薬が買えなくなるということは、上記のようなまじめに介

護 を続けようと頑張る人達を追い詰める無意味なものだと思いま

す。そ して介護する人を持たなくとも、仕事で夜中まで働き薬局に

行 く余裕のない人達、体が不自由で薬を買いに行けない人達などさ

まざまな状況で働 く人達を迫害する無意味なものだと思います。絶

対にこの法案は止めて下さい。

そんなことを進めようとするより、介護の書類を出すときにひとつ

でも必要書類がないと 1か らや り直しになる役所の円滑でないや り

方を改善とするとか、もつと意味のある法案を出して下さい。医薬

品のネット販売の規制中止を絶対にお願い します。

58.(栃木県 男性 )

薬局を経営 している友人がいるが、商売は無免許のカミサンに任せ

き りで、遊びまくつている。

インターネ トでは、副作用の知識がないままにユーザ‐が購入 して

いると厚生労働省の役人や薬屋、薬局の経営者はの賜つているが、

まともに説明責任を果た しているのはまれであろ う。

客が手にした高価な薬を目ざとく見るや、お客さん、これは大変良

く効きますよ !! 副作用などお構いなしに売りつけるのが常であ

る。 したがつて、私はネ ットで薬の特性を確認 したり、電子辞書で

効能、副作用など確認をしてからインターネットで薬を取 り寄せて

いる。経営努力が足 りない薬屋や薬局 を何故守らなくてはならない

のか、厚労省の役人は、民意を全 く理解 していない。

59(鹿児島県 女性)

安易にインターネットに罪を着せれば問題が解決すると思 う姿勢に

あきれます。

インターネットが匿名性が高いなどと思 うのはネ ット情報弱者 ぐら

いでは ?

全てのアクセスに IPア ドレスが存在するインターネットでは、店

頭で顔 を晒 して身分証明書を提示せずに買い物をするよりも個人は

特定されています。

ネ ットは匿名性が高く無責任で犯罪の温床になつているなどと真面

目に考えているのですか ?

インターネットは手段の一つにすぎません。店頭で購入 しても無責

任な店舗はいくらでもあ ります。

安易な考えで国民に不便、不利益を与えないでください。

60。 (兵庫県 男性 )

昔は店頭で しか売つていなかつたのに薬害が起きた。

今、それが店頭なら起きなくてネット販売なら起きるかもしれない

とは―一体 せどうし`う事か ?

薬害を無 くす為にはもつと本質的な問題に取 り組むべきはず。

こんな小手先の対応で国民をごまかすな !
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不気味なインフルエンザが蔓延 しつつあるというのに、皆店頭まで                           時間を作つて病院に行けば

足を運んで薬を買えとい う事か ?                                          「これ くらいの症状なら薬局で薬買つて済むのに」

ただでさえ経済が停滞 して皆苦 しんでいるというのに、これでは更                           といわれ、

に足を引っ張るだけではないか。もういい加減にしろ !!                               近所のスーパーに行けば、

断固反対。                                                     「薬剤師不在の為販売できない」とある。

」ODA 参考

61.(大阪府 女性 )

医薬品の購入は実際私のようにうつ病であったり。・いろいろな体

調を PCで検索 した りでいろいろな情報をもとに医師に相談 したりと

便利にネットで購入できるので私は必要不可欠です。ぜひこのまま

今の状態であってほ しい と思います。

62.(女性 )

木を見て森を見ずとはこのことです。

お偉いさん達は何を見ているのでしょうか ?

対面販売で薬の説明を受けたことなんか

一度もありませんよ。む しろ、

こちらが質問しても答えられない人ばか りです。

白衣を着ている人が全員薬剤師だと思つているんで しょうか ?

それに、万引き防止のゲー トがずらつと並んでる

ドラッグス トアでは

監視されているみたいで気持ち悪いし

時間かけて選ぶなんて出来ません。

その点、ネット販売の薬局では既往歴等、

細かく聞かれ、薬の説明もあ り、

商品をじつくり選ぶことも出来、いつでも買える。

対面販売より進かに安心 して

気持ちよく買うことが出来るので

本当に助かつてます。

ネ ット販売が無くなつたらどうすればいいのですか ?

何がセルフメディケーションですか。

規制したらその後は病院や調剤薬局が 24時 間開業するようになるん

ですか ?

みんな 9時 5時 で終わる仕事に就いている人ばか りではないのです。
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全伝協 第 7回検討会資料 平成 21年 5月 22日

全国伝続薬連絡協議会

「薬事法施行規則等の…部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見

《意見①改正省令案について》

(1)離島居住者に対する経過措置

○郵便等販売の方法等
口改正省令の施行後2年間は、店舗販売業者は、離島居住者に対して、第2類医薬品の

郵便等販売を行うことができること。

⇒経過措置の範囲を「離島居住者」に限定することに反対する。

「離島居住者に対する経過措置」については、購入が困難な方の救済策の範囲としては

全く機能しない措置である。伝続薬の利用者についても、神経痛などの痛みや外出困難

な疾患を抱える方、あるいはご高齢で交通手段もままならない方などが多く、同様の状

況を抱える一般生活者に対する救済策とはなりえない。

(2)継続使用者に対する経過措置

○郵便等販売の方法等

・改正省令の施行後2年間は、改正省令の施行前に購入した第2類医薬品を改正省令

の施行時に継続使用していると認められる者(以下「第2類医薬品継続使用者」とい

う。)に対して、薬局開設者等が当該第2類医薬品と同一の医薬品を販売する場合に、

当該薬局等の薬剤師又は登録販売者が当該第2類医薬品継続使用者から情報提供

を要しない旨の意思を確認したときは、当該医薬品の郵便等販売を行うことができるこ

と。

⇒経過措置の範囲を「改正省令の施行時に継続使用していると認められる者」に限定する

ことに反対する。

「継 続使用者に対する経過 措置 」については、5月 31日 以前 に購入した第

二類医薬品の継続使用者 に対 してのみ、2年 間に限り、郵便等販売を認め

る旨の経過措置であり、「初 回購入」における郵便等販売は認められていない。

これは、次の点から全く納得の出来ない措置である。

<理由>
●伝統薬は、その土地、その製薬会社にしか存在しない、いわば代管品のない

医薬 品である。病院や市 販薬では治癒せず、悩みを抱えた方が、クチコミや

紹 介によつて、やつと辿り着く、最後の砦とも言えるこの伝続薬の購入 。使用

を制限することは、国民の治療 機会を奪い、生活者の希望 を摘み取る措置

であると言わざるを得ない。

●初回の郵便等販売が認められないことは、新規のお客様との取引ができない

ということで、伝統薬メーカーの経営は先細りとなり、その結果、長い間国民

の健康維持に貢献し、愛用されてきた伝続薬の消滅につながる。一度、メーカ

ーの廃業等で製造販売が中止された伝続薬は、何百年の歴史があろうと、その事に頼

る利用者が何万人いようと、再び復活することは困難だからである。

1

●伝続薬メーカ…は、電話による対話によって、消 費者と一対―の直接のコミュ

ニケーションを図り、親身になつて相談に応じることで信頼関係を築いてきた。

第四回検討会における伝続薬利用者のヒアリングで語られた、「心のケアまで

してもらつている」という利用者の生の声を勘案すれば、電話等による販売形

態が、対面販売にも馴る信頼関係の深さと、それによる安全性の確保がなさ

れていると認めるべきであり、継続使用に限定せず、初回購入から認めるのが

妥当と考える。

《意見②第6回検討会における厚生労働省の発言について》

5月 11日の「第 6回検討会」において、上記の経続使用者に対する経過措置の文言に

関し、厚生労働省から『「同じ人」が「同じ薬」を「同じ所」で購入する場合』という解釈の発

言があつたが、これは担当者の解釈であり、この解釈には多くの疑間と問題点が存在す

る.

たとえばこの解駅だと、継続使用していた薬と同様の成分0効能であるにもかかわらず、

「同じ薬」ではないという理由で通販では購入できないことになる。また、購入していた店

舗が何らかの理由で開店した場合、「同じ所」ではないという理由で、他の店からの通販

では購入できないことになる。

このような法解釈への言及は、問題を複雑化させ混舌じを招く原因になる。ぜひ専門家の

意見も取り入れた上で、ご判断いただきたい。

《意見③改正省令案に至る検討会の意義に関する遺憾の意》

本年 2月の省令公布直後に、大臣直轄の当検討会が開催されるという異gllな 事態は、

厚生労働省の省令作成から公布に至る進め方、および省令の内容そのものが大きな間

題を手んでいることの証である。にもかかわらず、検討会における0加委員の意見をまと

めることも、反映させることもできず、厚生労働省主導の改正省令案が発令されたことは

誡に適憾である。

加えて、大臣が要望された「医薬品販売の安全性確保」と、「すべての国民に等しく治療

機会を与え、購入困難な生活者を救済する」という主旨を満たしておらず、ただ単に、大

臣直層の検討会である為、致し方なく経過措置を設けたという内容となつていることに、

強い遺憾の意を表する。

真摯にその要望に応えるならば、少なくとも第二類医薬品については、全てこれまで通り

の販売方法を認めるべきである。

《意見④経過措置に関する見解と要望》

加えて、厚生労働省としては、経過措置の2年間を各々が対面の原則に沿う努力をする

ための期間であるとしているが、検討会において「現時点での薬局薬店や配置販売などの

代曽案は実現不可能」と結論づけた当協議会としては、この間に利用者にとつて、最良で

ある現在の伝続薬の販売形態に代わる方法を見出すことは困難と考える。結果として2

年後には、初回購入どころか継続使用者への郵便等販売さえ認められなくなり、伝統薬



存続の道は完全に開ざされてしまうことになる。

この経過措置期間の早い時期に、この経過措置を見直し、伝続薬については、旧来から

継続してきた販売方法に戻して頂きたい。医薬品を安全に販売する方法を対面のみに限

定せず、様々な販売形態について議論の場を設けていただくことを強く要望するものであ

る。

《意見⑤改正省令案そのものの適法性についての疑義》

これまでも様々な場面で主張してきたことであるが、そもそも当協議会としては、これまで

何ら安全上の問題もなく、都道府県の指導を受けながら構築してきた伝統薬の商いが、

安全性という観点から「業態規制」を受けることについて、全く納得できない。

これは法律の範囲内で定めるべき「省令」の範疇を超えた規制性が強く、その適法性に強

い疑義を感じる。

以 上
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國領委員提出資料

平成 21年 5月 20日

今後に向けて

國領二郎

今回の混乱の原因は、省令における「対面原則」というのが、「実際に服薬する病人」と

の対面ではなく、必ず しも服薬者本人とは限らない「購入す る人」との対面であることの

限界と矛盾が露呈したことにあると思います。

薬の危険について服薬者にきちんと説明することが薬事法の精神だとすれば、(必ずしも

本人にきちんと伝達する保証のない)代理人に対する対面の説明の方が、通信手段を使い

ながらも直接本人に説明を行 う形態よりも優れている、とい う論理には無理があります。

その意味で今回、厚生労働省が伝統薬について通信販売を認める方向で動かれたことは妥

当だと思われますが、そのような例外を設けることで、制度 としては穴だらけのものにな

りつつあり、今回の改正も安全を犠牲にした妥協策になつていると思います。

このままですと、「専門家による月長薬者本人への説明を行 う」という最も根源的な政策目

標を見失つた制度になってしまいます。もし、対面原則をどうしても維持したいというこ

とで したら、対面する相手をあくまでも服薬者本人でなければならないと定めて、移動困

難者に対しては専門家の方が出向くルールにすべきと考えます。それができないのであれ

ば、対面原則そのものを見直して、「専門家による服薬者本人への説明の徹底」という本筋

に制度設計を戻 し、代理購入や通信販売などへのニーズが高い現実をふまえて、どんなリ

スクコミュニケーションを実現できるかを真尖1に議論したいところです。

初回にも申し上げましたが、移動困難は高齢過疎少子 日本がかかえる大問題で、今後自

由に出かけることが困難となる人がどんどん増えます。その問題を乗り越えて、安心して

暮らせる社会を作るために、通信手段を活用することは必須のことです。現状の通信販売

に問題が全くないと言 うつもりはありません。しかし、だか らといって潰してしまうので

はなく、英知を結集して良いものに育てていく姿勢こそが必要です。

以 上

お薬●買い方が
変わり

=す
。

薬事法の改正に伴い、お薬はその リスクの程度によつて買い方が変わります。
また、リスクに応じた薬の説明を薬剤師等の専門家が行います。

■お薬が…・ 目店頭では…・

分類に応じて陳F聾

されます
店頭では、この第一類、

第二類、第二類の

分類に応して陳列される

場所が分けられます。

3つに分類されます
お薬がリスクの高い順に第一類、第二類、第二類と

分類されます。お薬のノヾッケージにもこの分類の

表示がされます。

出予 囲菫専門家から・
｀
・・

説明・アドバイスが
あります
店頭では、この第一類、第二類、

第二類の分類に応して

説明・アドバイスがあります。

お薬をより安心して、運切にご使用いただくためで視

品 蝦 日本薬41E雨会

:辺豊E聾饉孫嫡浄1摯 |.lFll:躍響詩 :=`fI I,fil漁 熱菌1麟らII.1■111辱鰤 Lガ 1,1,い
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」
=1年 =iⅢ

第1目 第:類医薬品 特にリスクが高いもの 直接手に取れない場所への陳冽に
なります。

体目や他の薬のBI用などを質問します。
書面を使って、必要な情報を提供します。

薬剤師

第2類 指定第2類
第□類医薬品
第②類医薬品 リスクが比載的高いもの 直接手に取ることができる陳列でよ

いとされていますが、他の品物と区別

するなどの対応をします。

体目や他の薬の月1用 などの買間を通して、
必要な情報の提供に努めます。

薬剤師

第2豪 第2頸医要品

第3類 第3類EE品 リスクが比較的低いもの

http:〃www.nichiyaku.or.lp/



三木谷委員提出資料

「過 剰 な医薬品通信販 売規 制 を検証す るシ ンポ ジ ゥム」

日時

平成 21年 5月 21日 (木 ) 15時 00分 ～ 16時 oo分

会場

衆議 院 第 2議員 会館第 2会 議 室

議 事 次 第

(1)開 会 趣 旨の説 明

(2)医 薬 品 の通信販売規 制 の これ までの経緯・ 概 要 の説 明

(3)消 費 者 の方 か らの意 見聴 取

(4)自 由討 議

(5)取 りま とめ・共 同声 明 の採 択

以  上

■ 呼 び か け人

自由民主党

民 主党

参議 院 議 員

衆議 院議 員

衆議 院 議 員

参議 院議 員

衆議 院議 員

■参 加 有 識 者等 (敬 称 略 、順 不 同 )

(医 薬専門家)開 質メガ
岩置r信

(法 律学者)昇慰洒笥
(IT学 者)面T主鑽f

(行政関係者)&TttЪ f

(消 費者) 患讐激寝f
対ぽ′ス昔番
由嘗墨

｀

(関 係 事業者)後誓 T莉

自F計ぎ幾
豊未容浩賞
主言労誉

参加者一覧

甚が ギ層
ビ討 薦讐

ギ紺 ぎ壁貫ぼ
嘉栞 貯
畠爾 計浩

国際 医療 福祉 大学 大 学 院 長

国際 医薬 戦略 研 究所 代 表 (前 厚 労省健 康局 長 )

中央大 学法科 大学院 教 授

慶應義 塾 大学総 合 政 策 学 部 教 授

慶應義 塾 大学 総 合 政 策 学 部 教 授 (元 厚 生省 )

社 団法 人広 島 市 視 覚 障 害 者 福 祉 協会情報 シス テ ム部 長

主婦

大 学職 員

NPO法 人 日本 オ ン ライ ン ドラ ッグ協会理 事 長

ヤ フー株 式会 社 CCO兼 法 務 本 部 長

楽 天株 式会社 代 表 取締 役 会 長 兼 社 長

株 式 会社 ミサ ワ薬 局 専 務 取 締 役 (薬 剤 師 )



医薬品の通イ 等緯経の制規士冗販一一昌

～国民の健康に影響を与えかねない問題～

改正薬事法を受けた省令の内容
通信販売は、対面原則の趣旨を満たせず安全を確保できないとの理由から、1類 及び2類 医薬品
の通信販売を禁止。(省 令は本年2月 6日 公布、6月 1日 施行)

■郵便等販売に関する規定

'郵便等販売を行う場合は、第3類医薬

品以外の医薬品を販売等 t´ないこと

(注 )

「郵便等販売」とは、郵便、ネット、カタロ
グ、電話等あらゆる通信販売を指す。

■一般用医薬品の情報提供の方法

・情報提供の方法は、薬局又は店舗内

の情報提供を行う場所において、要畳
家が対面で行う。

■一般用医薬品の販売等の方法

・専門家に、自ら又はその管理及び指
導の下で一般従事者をして、対面で
販売等を車枯させる。

(注 )富士鐸那 が、独自に推定して分順した2007年 の構成比率(2∞ 0年フ月25日 公長)。 httpノ/―  

『

Ou。 匈i誅 d“icojp/,「 ●33/odf/000725 08056 paF

一般用医薬品の67%が通信販売で購入できなくなる

薬事法の改正 (2006年成立)について

改正前 改正後

般用医薬品について、事業者に対して
律に情報提供努力義務を課すのみ。

一般用医薬品をリスクの程度に応して3区分し、情報提供を重点化。それぞれ
に対応する専門

区 分 綺歓 具体例

第一類

一般用医薬品としての使用経験 が少な
い専安全性上特に注意を要する成分を
含むもの

H2プ ロッカー含有薬.一部の毛製用
薬 等

第二類
まれに入院相当以上の健康被害が生
じる可能性がある成分を含むもの

主なかぜ栗、解熱饉痛築、胃腸菫痛
燎けい薬 等

露三類

日常生活に支障を来す程度ではない
が、身体の変調・不調が起こるおそれ
がある成分を含むもの

ビタミンB・ C含有保健薬、主な整腸
柔、消化薬 等

区 分

情報

提供

義務

情報提供 たJl合 の 対応者

男力義務 規定なし

興局硼般者
”
デ
ザ

区 分
貫目がなくても

行う情報巨供

相嵐力tあ った

場合の応答

対応する

専門家

第一類 義務 (要・「書面」提供 )

義務

薬剤師

第二類 努力義務
栗 All師 又は

登録販売者第二類 不要

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」

舛添厚生労働大臣の指示により、省令公布後に、異例の検討会設置

【テーマ(開催に当たつての大臣の発言)】

すべての国民に、安全に平等に医薬品を届けるために1まどうすべきか国民的議
論を行う

【検討事項】

■薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

■インターネット等を通じた医薬品販売の在り方         等

【開催実績】

■今まで、6回開催。論点整理ペーパーに沿つて議論したが、座長が取りまとめ

を放棄。

■5回 目“6回 目に、厚生労働省より経過措置の案の説明があつた。



再改正省令案の概要

経過措置の対象者

■以下の者には、対面販売を不要とし、通信販売を認める。

①薬局・店舗がない離島の居住者

②施行 (本年6月 1日 )前に購入した医薬品を施行時に継続使用していると認められ

る者 (同一の人が同一の店舗で同一の医薬品を購入する場合に限るとの厚労省
の説明)

経過措置の対象医薬品

①薬局製造販売医薬品

②第2類医薬品

経過措置の期間

改正省令の施行(本年6月 1日 )後 2年間

新型インフルエンザの教訓
■新型インフルエンザの国内感染が増加

⇒感染予防のために、自宅に『巣ごもり』する傾向に

物
例
　
物

WHO 米・墨で豚インフルで60人 死亡と発表
厚労省、渡航者等へ注意喚起、帰国者には発熱確認
政府、情報連絡室 を設置

墨、感染の疑い1320人 、死者 81人 ヘ

米、緊急事態宣言 感染者 11人に

欧州でも感染確認

WHO 番戒水準「 4」 へ引き上げ

厚労相 新型インフルエンザ発生宣言

米国内で初の死者
WHO 警戒水準「 5」 へ引き上げ

国内発感業の疑い発表

厚労相 病院受診前の相談を要請

感染確認 20カ 国・地域に 感業者 100o人 突破

東京都内 発熱患者の受診拒否 92件
国内で感染者初確認

世界の感業者5200人 超す、死者61名 ヘ

国内発の二次感染確認

政府、警威水準を引き上げ

近畿、体校 10oo超
厚労相軽症者の自宅療養検討

世界で感染者1万人超す日本は4番 目の193名
咄鋤
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■新型インフルエンザの事例からの教訓

(1)突然、外出困難な状況に陥つた場合、

早期治療を望んでも、自分の病状にあった適切な大衆薬を

入手することが困難

⇒病状の悪化を招く虞

(2)新型インフル平ンザのような感染性の病気が流行した場合、

人ごみの中での医薬品購入を強いられる

⇒かえつて感染が拡大し、国民の安全性が阻害される



一介護者としての意見

○それは忘れもしない平成 19年 12月 2日 のこと。私は国際エイズデーでの挨拶を終えて
帰宅 したところ、女房 (当 時 50歳)がベッドから落ちて倒れていた。意識ははっきり
しているものの、頭が痛いと言い、立とうと思っても左手、左足がぐにゃぐにゃで立て
ない。私は、即座に月との出血か梗塞だと考え救急車を呼んだ。救急病院で右視床の月肖出
血 と診断、3週間の入院加療の結果、一命は取り留めたものの左半身麻痺が残リリハ ビ
リ病院に転院、約 2か月後退院 し自宅へ。

O私の生活も一変し、朝と昼の食事を用意した後に役所に出勤。夜は弁当を買つて帰宅す
る毎日となる。また、月水金はシャンプー。しかし、時々昼の準備を忘れたりする。ち
ようど、昨年 4月 には新型インフルエンザ法案 (改正感染症法)の法案審議等があった
が、昼食の準備を忘れると、国会答弁中に携帯が鳴る。そっとメールを見ると「パパ、
お腹すいた !!!」 。 委員会終了後、弁当を届けにいったりもした。

○本題に入る。女房のような月尚出血患者はメンタルな面での落ち込み、自省と将来への不
安、うつ状態、開じこもりとなる。身体的には、麻庫からくる運動不足のため肥満傾向、
コレステロール値の上昇、胃のムカムカ、手足のしびれ等が出現する。また、リハビリ
では長時間靴をはくため、水虫にかかる。

○保険医薬品としては、血圧降下剤が中心。
○一般医薬品としては、胃腸薬や風邪薬、水虫薬などをインターネットや通販で購入。
・ルル (昭和 26年発売開始)

。ベンザ (昭 和 30年  〃 )
・バ ッファリン (昭和 38年  〃 )
・太田胃酸 (昭和 45年  〃 )
。中外胃腸薬 (昭和 56年  〃 )

ると言われている。

°
[][言菫[[::「よね:]|[言:;EI;lil:];][[]「章::阜:i
シー・ショック、中毒性表皮壊死症、肝障害など299症例報告されたとあるが (平成 20
年 11月 21日  (社)日 本薬斉J師会資料から)、 これらは対面販売で発生したものなの

○スイッチ oTcについては、医師が一定期間使用 して「概ねの安全性」を確認できたた
めに一般医薬品にしてきた経緯があることに留意すべきである。上記医薬品などは、い
まさら対面販売と言われても当惑するのは私だけではないだろう。ネット販売で十分で
ある。

○欧米諸国、中国等のアジア諸国は、ネット販売はできるのに、何故日本だけが逆戻りす

〇世帯主が 65歳 以上の単身世帯数は平成 17年 (2005年 )に 386万世帯だったが平成 37
年 (2025年 )には 672万世帯となる。また、 高齢者夫婦のみの世帯はそれぞれ 464万
世帯から594万 世帯となる。平成 37年までは、あと16年であり、とりもなおさず、そ
れは我々のこと、ITに慣れた世代である。今後の 16年の間に IT化はさらに進展する
だろうし、 日本国民の良識と判断を信 じ、その選択の自由と利便性をもっと考えてほし
υ`。

○町の薬局はヘルスサポー トインフラとしての重要性は高い。S‐oTCやサプリメントなど
国民が余り良く知らない医薬品等の国民の良き健康ア ドバイザーでもある。保険薬との
飲み合わせなどの相談も重要である。そういう意味で、今回の報告書の価値は高いもの
のネット販売を一律規制するのはいただけない。 (了 )

平成 21年 5月 21日

妻 西山 明美を代弁 して

西山 正徳 (前厚生労働省健康局長)

の原則で | え に

た た

み に

ま/1ヽ さい ないた こtbり が
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国民の健康に影響を与えかねない医薬品の通信販売規制に関する

緊急共同声明 (案 )

2009年 5月 21日

本日、新型インフルエンザの国内感染の広がり等をも踏まえ、厚生労働省が進めようと

している医薬品の通信販売規制の問題点を検証するため、消費者、有識者等を集めたシン

ポジウムを開催しましたが、現状のまま施行することには国民の健康維持、インフルエン

ザ対策、民主的な立法等の問題を含め大きな問題があることが明らかになったので、以下

のとおり、我々シンポジウム出席者は、緊急共同声明を公表します。

医薬品には副作用があり薬害被害を出さないようにすることが重要であることは当然で

すが、一方で、現在、消費者に定着し、かつ、インフル手ンザパニックにも有効なツール

となりうる薬のネット販売をあえて禁止して、対面販売に限定しなければ医療の安全は確

保できないとするのは、余りにも極端であること、つまり、そこまでの過剰な規制の必要

性を示す実態もなく、また、医学的根拠も希薄であることが明らかになりました。

安全の確保については、店頭販売、通信販売それぞれの特性を踏まえながら、全ての販

売経路で安全な販売環境を構築するにはどうすべきかという建設的な議論を行うことが肝

要です。

新型インフルエンザの影響で外出を控えなければならないようなケースでは、通信販売

を不J用 できることが消費者の健康維持に寄与し、消費者に大きな安心を与えることになり

ます。関係者においては、いたずらに国民の医薬品購入手段を狭めることがないようにし、

国民の健康が損なわれるような重大な事態を招かないようにしていただきたいと考えます。

1.厚生労働省が進めようとしている医薬品の通信販売規制は、法律に明記されていない

「対面の原則」に基づき省令で行うものです。そもそも対面でないと安全性を担保でき

ない根拠は示されておらず、それを理由に通信販売という手段を一律に大幅に規制する  '
のは過剰な規制であり、国民の生存権、自由権などの基本的人権をおびやかす可能性を

否定できないなどの問題があります。 しかも、その権利制限が法律に基づかないことも

民主主義、法治主義の根底を揺るがす大問題です。大きな問題です。これらのことから、

今回の規制は、憲法の理念にも反する可能性が高いと考えられます。

2.厚生労働省が5月 12日 に示した経過措置案では、通信販売を活用する様々な方 (自 宅

待機を強いられる方、障害者の方、外出が困難な方、育児、仕事、介護等で多忙な方、

対面では恥ずかしくて購入できない方等)の要望にこたえることが全くできないことは

明らかであります。今回の規制が、かえつて国民の健康を損ねかねない事態を招来する

のではないかと強く憂慮します。

3.厚生労働省は、通信販売の問題をはじめ、薬事規制のありかたについて、法律の授権

範囲を超えた省令は撤回し、国会において、改めて国民的議論をおこなうべきです。

4.そ もそも医薬品の通信販売は認められるべきものと考えますが、施行まで時間が限ら

れていることもあり、現行の販売が継続できるような措置を取るべきであります。
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